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規 則

　川崎市中央卸売市場業務条例施行規則等の一部を改正

する規則をここに公布する。

　　令和２年５月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第42号

　　　川崎市中央卸売市場業務条例施行規則等

　　　の一部を改正する規則

　（川崎市中央卸売市場業務条例施行規則の一部改正）

第 １条　川崎市中央卸売市場業務条例施行規則（昭和47

年川崎市規則第36号）の一部を次のように改正する。

　 　目次中「第18条」を「第19条」に、「第19条－第29条」

を「第20条－第31条」に、「第30条」を「第32条」に、「第

87条」を「第第72条」に、「第３章の２」を「第４章」

に、「第87条の２・第87条の３」を「第73条・第74条」

に、「第４章」を「第５章」に、「第88条－第99条」を

「第75条－第87条」に、「第４章の２」を「第６章」

に、「第99条の２」を「第88条」に、「第５章」を「第

７章」に、「第100条－第106条」を「第89条－第96条」

に、「第６章」を「第８章」に、「第107条－第111条」

を「第97条－第100条」に改める。

　　第33条を削る。

　 　第32条第１項中「第27条第１項」を「第31条第１項」

に、「規定により売買参加者の承認を行なった」を「規

定による届出があった」に改め、「別記第20号様式に

よる」を削り、同条第２項中「規定する」を「定める

ものの」に改め、「別記第21号様式による」を削り、

同条第３項中「行なう」を「行う」に改め、同条を第

33条とし、同条の前に次の１条を加える。

　（売買参加者の届出）

第 32条　条例第31条第１項の規定による届出は、売買参

加者届出書（第25号様式）によるものとする。

２ 　前項の届出は、次に掲げる書類を添付して行わなけ

ればならない。

　⑴ 　卸売業者の推薦書

　⑵ 　その他市長が必要と認める書類

　第30条及び第31条を削る。

　第29条中「第７条」を「第13条」に、「仲卸業者の預

託すべき」を「条例第24条第１項の」に改め、第２章第

２節中同条を第31条とする。

　第28条の見出しを「（仲卸業者の営業報告）」に改め、

同条第１項中「第26条の規定による」を「第30条の」に、

「別記第17号様式の２」を「第23号様式」に、「別記第

17号様式の３」を「第24号様式」に改め、同条第２項第

３号中「第127条」を「第96条」に、「、同令第128条」

を「及び同規則第97条」に改め、「及び株主名簿又は出

資者名簿」を削り、同条を第30条とする。

　第27条の見出し中「名称変更等」を「仲卸業者の名称

変更等」に改め、同条第１項中「第25条第１項」を「第

29条第１項」に、「別記第15号様式」を「仲卸業者（関

連事業者）名称変更等届出書（第21号様式）」に改め、

同条第２項中「第25条第２項」を「第29条第２項」に、

「別記第17号様式」を「仲卸業者（関連事業者）死亡（解

散）届出書（第22号様式）」に、「その事実」を「届出事

項に係る内容」に改め、同条を第29条とする。

　第26条の見出し中「不適格事実」を「仲卸業者の不適

格事実」に改め、同条中「第19条第４項第１号」を「第

23条第４項第１号」に、「若しくは」を「又は」に、「一」

を「いずれか」に改め、同条を第28条とする。

　第25条の見出し中「仲卸業務」を「仲卸しの業務」に

改め、同条第１項中「第24条第４項の規定による」を「第

28条第４項の規則で定める」に、「別記第14号様式」を

「第20号様式」に改め、同条第２項中「規定による」を

削り、「第19条第２項第１号」を「第20条第２項（第２

号を除く。）」に、「同条同項各号列記以外の部分」を「同

項」に改め、同条を第27条とする。

　第24条第１項中「第23条第３項」を「第27条第３項」

に、「規定による」を「規則で定める」に改め、「その申

請が」を削り、「係るもの」を「係る申請」に、「別記第

12号様式」を「第17号様式」に改め、同条第２項中「第

23条第３項」を「第27条第３項」に、「規定による」を「規

則で定める」に改め、「その申請が」を削り、「係るもの」

を「係る申請」に、「別記第13号様式」を「第18号様式」

に、「別記第13号様式の２」を「第19号様式」に改め、

同条第３項中「規定による」を削り、「第19条第２項」

を「第20条第２項」に、「第１項に係るもの」を「条例

第27条第１項の認可に係る申請」に、「同条第２項各号
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列記以外の部分」を「第20条第２項」に、「前項に係る

もの」を「条例第27条第２項の認可に係る申請」に、「、

「次に掲げる書類」」を「、第20条第２項中「次に掲げ

る書類」」に改め、同条を第26条とする。

　第23条中「失なった」を「失った」に改め、同条を第

25条とする。

　第22条第１項中「仲卸業者が」の次に「条例第24条第

１項の」を加え、「別記第10号様式による売買参加章」

を「売買参加章（第15号様式）」に改め、同条第２項中

「仲卸業務」を「仲卸しの業務」に、「別記第11号様式

による売買参加補助章」を「売買参加補助章（第16号様

式）」に改め、同条第３項中「行なう」を「行う」に改め、

同条を第24条とする。

　第21条第１項中「第21条第１項」を「第25条第１項」

に、「第95条」を「第83条」に改め、同条を第23条とする。

　第20条を削る。

　第19条の見出し中「仲卸業務」を「仲卸しの業務」に

改め、同条第１項中「第19条第３項」を「第23条第３項」

に、「規定による」を「規則で定める」に、「別記第８号

様式」を「第13号様式」に改め、同条第２項各号列記以

外の部分中「申請書」を「許可申請書」に改め、同項第

１号中「当該申請書」を「申請者」に改め、同号オを次

のように改める。

　　オ 　事業開始後３事業年度における事業計画書

　第19条第２項第１号カ中「申請書」を「申請者」に、

「第19条第４項第２号」を「第23条第４項第２号」に改

め、同項第２号中「当該申請者」を「申請者」に改め、

同号ウ及びエを次のように改める。

　　ウ 　直前３年の各事業年度における貸借対照表及び

損益計算書

　　エ 　事業開始後３事業年度における事業計画書

　第19条第２項第２号カ中「関する」を「係る」に改め、

同号キ中「第19条第４項第２号」を「第23条第４項第２

号」に改め、同条を第20条とし、同条の次に次の２条を

加える。

　（仲卸しの業務の許可証の交付等）

第 21条　市長は、条例第23条第１項の許可をしたとき

は、仲卸業務許可証（第14号様式）を交付するものと

する。

２ 　仲卸業者は、その資格を失ったときは、仲卸業務許

可証を遅滞なく市長に返還しなければならない。

　 （許可を受けた部類以外の部類に属する物品の取扱承

認申請）

第 22条　条例第23条第５項の規定による承認の申請は、

許可外部類物品取扱承認申請書によるものとする。

２ 　前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。

　⑴ 　許可を受けた部類以外の部類に属する物品の取扱

に関する計画を記載した書類

　⑵ 　その他市長が必要と認める書類

　第15条から第18条までを削る。

　第14条第２号中「法第17条第１項第２号又は第４号イ

若しくはロのいずれか」を「条例第７条第４項第３号ア

又はイ」に改め、第２章第１節中同条を第19条とする。

　第13条第１項中「第17条」を「第21条」に、「承認申請」

を「承認の申請」に、「別記第７号様式」を「卸売の代

行承認申請書（第12号様式）」に改め、同条第３項中「第

17条」を「第21条」に改め、「氏名」の次に「又は名称」

を加え、同条を第18条とする。

　第８条から第12条までを削る。

　第７条第１項中「第８条第４項」を「第11条第４項」

に改め、同条を第13条とし、同条の次に次の４条を加え

る。

　 （卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び

分割の認可申請）

第 14条　条例第16条第３項の規則で定める認可申請書

は、同条第１項の認可に係る申請であるときは、第６

号様式によるものとする。

２ 　条例第16条第３項の規則で定める認可申請書は、同

条第２項の合併の認可に係る申請であるときは第７号

様式、分割の認可に係る申請であるときは第８号様式

によるものとする。

３ 　前２項の認可申請書の添付書類については、第５条

第２項の規定を準用する。この場合において、条例第

16条第１項の認可に係る申請については、第５条第２

項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類

並びに譲渡し及び譲受けに係る契約書の写し」と、条

例第16条第２項の認可に係る申請については、第５条

第２項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる

書類及び合併又は分割に係る契約書の写し」と読み替

えるものとする。

　（卸売業者の名称変更等の届出）

第 15条　条例第17条の規定による届出は、卸売業者名称

変更等届出書（第９号様式）によるものとし、かつ、

同条第２号及び第４号に係るものについては、届出事

項に係る内容を証明する書類を添付しなければならな

い。

　（せり人の名簿）

第 16条　条例第19条第１項のせり人の名簿は、第10号様

式によるものとする。

　（せり人章）

第 17条　条例第19条第２項のせり人章は、第11号様式に

よるものとする。

　第６条を削る。

　第５条中「第８条第１項」を「第11条第１項」に改め、

同条を第12条とし、第２章第１節中同条の前に次の７条
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を加える。

　（卸売の業務の許可申請）

第 ５条　条例第７条第３項の規則で定める許可申請書

は、第１号様式によるものとする。

２ 　前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。

　⑴ 　定款又は規約

　⑵ 　登記事項証明書

　⑶ 　直前３年の各事業年度における貸借対照表及び損

益計算書

　⑷ 　事業開始後３事業年度における事業計画書

　⑸ 　株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及

びその持株数又は出資額を記載した書面

　⑹ 　業務を執行する役員に係る市区町村長の発行する

身分証明書又はこれに代わる書類並びに履歴書及び

写真

　⑺ 　業務を執行する役員が条例第７条第４項第３号イ

に該当しないことを誓約する書面

　⑻ 　申請者が他の法人に対する支配関係（他の法人に

対する関係で、次に掲げるものをいう。以下同じ。）

を持っているときは、その法人の名称及び住所、そ

の法人の総株主等（総株主、総社員又は総出資者を

いう。以下同じ。）の議決権（株式会社にあっては、

株主総会において決議をすることができる事項の全

部につき議決権を行使することができない株式につ

いての議決権を除き、会社法（平成17年法律第86

号）第879条第３項の規定により議決権を有するも

のとみなされる株式についての議決権を含む。以下

同じ。）の数及び当該議決権の数のうち当該申請者

が有する議決権の数、その法人に対する支配関係を

持つに至った理由を記載した書面並びにその法人の

定款又は規約、直前事業年度の貸借対照表及び損益

計算書並びに当該事業年度の事業計画書

　　ア 　申請者がその法人の総株主等の議決権の２分の

１以上に相当する議決権を有する関係

　　イ 　申請者の営む卸売の業務に従事している者又は

従事していた者が役員の過半数又は代表する権限

を有する役員の過半数を占める関係

　　ウ 　申請者がその法人の総株主等の議決権の100分

の10以上に相当する議決権を有し、かつ、その法

人の事業活動の主要部分について継続的で緊密な

関係を維持する関係（イに掲げるものを除く。）

　⑼ 　申請の日前30日以内の日現在における純資産額調

書に準じた書面

　⑽ 　その他市長が必要と認める書類

　（卸売の業務の許可証の交付等）

第 ６条　市長は、条例第７条第１項の許可をしたとき

は、卸売業務許可証（第２号様式）を交付するものと

する。

２ 　卸売業者は、その資格を失ったときは、卸売業務許

可証を遅滞なく市長に返還しなければならない。

　（純資産額の計算方法）

第 ７条　条例第７条第５項の規定により純資産額を計算

する場合には、第１号に掲げる資産の額の合計額から

第２号に掲げる負債の額の合計額を控除するものとす

る。

　⑴ 　資産　次に掲げるものをいう。

　　ア 　現金

　　イ 　預金（支払期日が１年以内に到来しない定期預

金を除く。）

　　ウ 　売掛金

　　エ 　受取手形

　　オ 　有価証券（親会社株式、投資有価証券及び子会

社株式を除く。）

　　カ　親会社株式

　　キ　商品

　　ク　貯蔵品

　　ケ　前渡金（荷主前渡金を除く。）

　　コ　荷主前渡金

　　サ　 前払費用（１年以内に償却され費用となるもの

に限る。）

　　シ　未収収益

　　ス　立替金

　　セ　短期貸付金

　　ソ　未収金

　　タ　仮払金

　　チ　アからタまでに掲げるもの以外の流動資産

　　ツ　建物

　　テ　構築物

　　ト　機械及び装置

　　ナ　船舶及び車両その他の陸上運搬具

　　二　工具、器具及び備品

　　ヌ　土地

　　ネ　建設仮勘定

　　ノ　ツからネまでに掲げるもの以外の有形固定資産

　　ハ　のれん

　　ヒ　借地権（地上権を含む。）

　　フ　電話加入権

　　へ　施設負担金

　　ホ　ハからへまでに掲げるもの以外の無形固定資産

　　マ　投資有価証券（子会社株式を除く。）

　　ミ　子会社株式

　　ム　出資金（子会社出資金を除く。）

　　メ　子会社出資金

　　モ　長期貸付金

　　ヤ　開設者預託保証金
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　　ユ　 定期預金（支払期日が１年以内に到来しないも

のに限る。）

　　ヨ　長期前払費用（サに掲げるものを除く。）

　　ラ　事業者保険料

　　リ　マからラまでに掲げるもの以外の投資等

　　ル　創立費

　　レ　開業費

　　ロ　開発費

　　ワ　株式交付費

　　ヲ　ルからワまでに掲げるもの以外の繰延資産

　⑵ 　負債　次に掲げるものをいう。

　　ア 　受託販売未払金

　　イ 　買掛金

　　ウ 　支払手形

　　エ 　短期借入金

　　オ 　未払金（未払税金を除く。）

　　カ　未払税金

　　キ　未払費用

　　ク　前受金

　　ケ　預り金（預り保証金を除く。）

　　コ　前受収益

　　サ　仮受金

　　シ　賞与引当金

　　ス　アからシまでに掲げるもの以外の流動負債

　　セ　長期借入金

　　ソ　預り保証金

　　タ　退職給付引当金

　　チ　セからタまでに掲げるもの以外の固定負債

　　ツ　引当金（シ、ス、タ及びチに掲げるものを除く。）

２ 　前項に規定する資産及び負債の額は、純資産額の計

算を行う日（以下「計算日」という。）における帳簿

価額により計算するものとする。ただし、資産にあっ

てはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価し

た額を超えるとき、負債にあってはその帳簿価額が当

該負債を計算日において評価した額を下回るときは、

その評価した額により計算するものとする。

　 （許可を受けた部類以外の部類に属する物品の取扱承

認申請）

第 ８条　条例第７条第６項の規定による承認の申請は、

許可外部類物品取扱承認申請書（第３号様式）による

ものとする。

２ 　前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。

　⑴ 　許可を受けた部類以外の部類に属する物品の取扱

に関する計画を記載した書類

　⑵ 　その他市長が必要と認める書類

　（純資産額回復の申出）

第 ９条　条例第８条第３項の申出をしようとする者は、

純資産額調書（第４号様式）を添えて、その旨を市長

に申し出なければならない。

　（純資産額の定期報告）

第 10条　条例第９条１項の規定による報告は、毎事業年

度の末日及び毎事業年度の開始日から６月を経過する

日を計算日として、純資産額調書により行うものとす

る。

２ 　前項の報告は、前項の計算日から60日以内にしなけ

ればならない。

　（残高試算表）

第 11条　条例第９条第２項の規則で定める残高試算表

は、第５号様式によるものとする。

　第34条及び第35条を次のように改める。

　（記載事項の変更等の届出）

第 34条　条例第31条第２項の規定による届出は、売買参

加者記載事項変更等届出書（第26号様式）によるもの

とする。

　（売買参加章等の返還）

第 35条　売買参加者は、卸売業者から卸売を受けること

を廃止したときは、売買参加章及び売買参加補助章を

遅滞なく市長に返還しなければならない。

　第36条第１項中「第30条第１項第１号」を「第32条第

１項第１号」に改め、「規定による」を削り、同条第２

項中「第30条第１項第２号」を「第32条第１項第２号」

に改め、「の規定による」を削る。

　第37条第１項中「第30条第２項」を「第32条第２項」

に、「規定による」を「規則で定める」に、「別記第23号

様式」を「第27号様式」に改め、同条第２項中「申請書」

を「許可申請書」に改め、同項第１号オを次のように改

める。

　　オ　事業開始後３事業年度における事業計画書

　第37条第１項第１号カ中「申請者が第１種関連事業者

に当たる場合は、条例第31条第１項第２号」を「第１種

関連事業に係る申請者にあっては、条例第33条第１項第

２号」に改め、同項第２号ウ及びエを次のように改める。

　　ウ 　直前３年の各事業年度における貸借対照表及び

損益計算書

　　エ 　事業開始後３事業年度における事業計画書

　第37条第１項第２号カ中「関する」を「係る」に改め、

同号キ中「申請者が第１種関連事業者に当たる場合は」

を「第１種関連事業に係る申請者にあっては」に、「第

31条第１項第２号」を「第33条第１項第２号」に改める。

　第38条を次のように改める。

　（関連事業の業務の許可証の交付等）

第 38条　市長は、条例第32条第１項の規定により関連事

業者の許可をしたときは、関連事業業務許可証（第28

号様式）を交付するものとする。

２ 　関連事業者は、その資格を失ったときは、関連事業
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業務許可証を遅滞なく市長に返還しなければならない。

　第39条第１項中「第33条第１項」を「第35条第１項」

に、「第95条」を「第83条」に改め、同条第２項中「第

21条第２項」を「第23条第２項」に改める。

　第40条第１項中「第36条」を「第38条」に、「第23条

第３項」を「第27条第３項」に、「規定による」を「規

則で定める」に改め、「その申請が」を削り、「係るもの」

を「係る申請」に、「別記第12号様式」を「第17号様式」

に改め、同条第２項中「第36条」を「第38条」に、「第

23条第３項」を「第27条第３項」に、「規定による」を「規

則で定める」に改め、「その申請が」を削り、「係るもの」

を「係る申請」に、「別記第13号様式」を「第18号様式」

に、「別記第13号様式の２」を「第19号様式」に改め、

同条第３項中「規定による」を削り、「第１項に係るも

の」を「条例第27条第１項の認可に係る申請」に、「同

条第２項各号列記以外の部分」を「第37条第２項」に、

「前項に係るもの」を「条例第27条第２項の認可に係る

申請」に、「、「次に掲げる書類」」を「、第37条第２項

中「次に掲げる書類」」に改める。

　第41条第１項中「第36条」を「第38条」に、「第24条

第４項」を「第28条第４項」に、「規定による」を「規

則で定める」に、「別記第14号様式」を「第20号様式」

に改め、同条第２項中「規定による」を削り、「第37条

第２項第１号」を「第37条第２項（第２号を除く。）」に、

「同条同項各号列記以外の部分」を「同項」に改める。

　第42条の見出し中「不適格事実を」を「関連事業者の

不適格事実の」に改め、同条中「第31条第１項第１号」

を「第33条第１項第１号」に、「一」を「いずれか」に

改める。

　第43条の見出し中「名称変更等」を「関連事業者の名

称変更等」に改め、同条第１項中「第36条」を「第38条」

に、「第25条第１項の」を「第29条第１項の」に、「別記

第15号様式」を「仲卸業者（関連事業者）名称変更等届

出書」に、「第25条第１項第２号」を「同項第２号」に

改め、同条第２項中「第36条」を「第38条」に、「第25

条第２項」を「第29条第２項」に、「別記第17号様式」

を「仲卸業者（関連事業者）死亡（解散）届出書」に、

「その事実」を「届出事項に係る内容」に改める。

　第44条の見出し中「販売金額等」を「数量等」に改め、

同条中「第36条」を「第38条」に、「第56条第３項」を「第

51条第３項」に、「販売金額等」を「数量等」に、「別記

第25号様式」を「関連事業者販売金額等月例報告書（第

29号様式）」に改める。

　第45条見出しを「（関連事業者の営業報告）」に改め、

同条中「第36条」を「第38条」に、「第26条」を「第30条」

に、「別記第17号様式の２」を「第23号様式」に、「別記

第17号様式の３」を「第24号様式」に改める。

　第46条中「第７条」を「第13条」に、「関連事業者の

預託すべき」を「条例第34条第１項の」に改める。

　第47条を削る。

　第３章中第48条を第47条とする。

　第49条を削る。

　第50条中「行なう卸売」を「行う卸売（市場外で引渡

しをする物品の卸売を除く。以下この条及び次条本文に

おいて同じ。）」に、「行なわなければ」を「行わなければ」

に改め、同条を第48条とする。

　第51条の見出し中「物品」を「現品又は見本」に改め、

同条中「行ないうる」を「行うことができる」に、「に

よるとき」を「により卸売を行う場合」に改め、同条を

第49条とする。

　第52条第１項中「又は」を「、又は」に、「上場単位

ごとに行なわなければ」を「行わなければ」に改め、た

だし書を削り、同条第２項中「せり落しは」を「せり売

は」に、「決定」を「終了」に、「、その」を「、最高申

込価格の」に改め、同条第３項中「抽せん」を「抽選」

に改め、同条第４項中「氏名又は商号若しくは」を「せ

り落し人の売買参加章又は売買参加補助章に付した」に

改め、「番号」の次に「（以下「売買参加章番号」という。）」

を加え、同条を第50条とする。

　第53条第１項中「別記第27号様式」を「入札票（第30

号様式）」に改め、同条を第51条とする。

　第54条第１項中「一」を「いずれか」に改め、同項第

１号中「だれ」を「誰」に改め、同条第２項中「入札票」

を「入札」に改め、同条を第52条とする。

　第55条第１項中「関係職員」を「市長」に、同条第２

項中「関係職員」を「市長」に、「前項の異議申立て」

を「前項の規定による異議の申立て」に改め、同条を第

53条とする。

　第56条から第60条までを削る。

　第61条の見出し中「呼上」を「呼上げ等」に改め、同

条第１項中「物品」を「受託物品の現品又は見本」に改

め、同条第２項中「表示」を「規定による表示」に改め、

同条を第54条とし、同条の次に次の１条を加える。

　（受託契約約款の届出）

第 55条　条例第44条第１項の規定による届出及び変更の

届出は、受託契約約款（変更）届出書（第31号様式）

によるものとする。

２ 　前項の届出書には、受託契約約款（変更の届出の場

合にあっては、変更した受託契約約款）を添付しなけ

ればならない。

　第62条から第69条までを削る。

　第70条中「第50条第１項」を「第47条第１項」に改め、

同条を第56条とする。

　第71条中「第50条第１項に規定する」を「第47条第１

項の」に改め、同

　第72条中「条例第51条第１項」を「卸売業者は、条例
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第48条第１項」に改め、「卸売業者は」を削り、同条を

第58条とする。

　第73条中「第51条第３項」を「第48条第３項」に改め、

同条第３号中「前各号のほか、市長が」を「その他市長

が」に改め、同条を第59条とする。

　第74条第１号中「第51条第３項」を「第48条第３項」

に、「物品を保管し」を「物品の保管をし」に改め、同

条第２号中「第51条第３項の規定による」を「第48条第

３項に規定する」に改め、同条を第60条とする。

　第75条中「第51条第３項の規定による」を「第48条第

３項に規定する」に、「規定による差額」を「差額」に

改め、同条を第61条とする。

　第76条から第78条までを削る。

　第79条第１項中「第56条第１項」を「第51条第１項」

に、「別記第42号様式」を「卸売予定数量等報告書（第

32号様式）」に改め、同条第２項中「第56条第１項の規

定による」を「第51条第１項の規則で定める」に改め、

「取扱品目の部類ごとに」を削り、「前１時間」を「の

１時間前」に改め、同条第３項中「第56条第２項」を「第

51条第２項」に、「別記第43号様式」を「取扱高明細日

報（第33号様式）」に、「別記第44号様式」を「卸売価格

等報告書（第34号様式）」に改め、同条第４項中「第56

条第３項」を「第51条第３項」に、「別記第45号様式」

を「市況等に関する月例報告書（第35号様式）」に改め、

同条第５項中「第56条第４項」を「第51条第４項」に改

め、「販売金額等の」を削り、「別記第46号様式」を「仲

卸業者販売金額等月例報告書（第36号様式）」に改め、

同条に次の１項を加える。

６ 　第１項及び第３項から第５項までに規定する報告書

については、当該報告書に記載すべき事項を記録した

電磁的記録をもって、代えることができる。

　第79条を第62条とし、同条の次に次の２条を加える。

　（卸売業者による卸売予定数量等の公表）

第 63条　条例第52条第１項の規則で定める時刻は、卸売

のための販売開始時刻の１時間前とする。

　（卸売業者以外の者からの買入物品等販売届出）

第 64条　条例第55条の規定による届出は、卸売業者以外

の者からの買入物品等販売届出書（第37号様式）によ

るものとする。

　第79条の２から第81条までを削る。

　第82条第１項中「的確」を「適確」に改め、同項第１

号中「第50条第１項」を「第47条第１項」に改め、同項

第２号中「第71条」を「第57条」に改め、同項第３号中

「第72条」を「第58条」に改め、同項第４号中「第59条

第１項」を「第56条」に改め、同条を第65条とし、同条

の次に次の４条を加える。

　（売買仕切書又は売買仕切金の送付期日）

第 66条　条例第56条第１項に規定する売買仕切書を送付

しなければならない期日は、卸売をした当日とする。

２ 　条例第56条第１項に規定する売買仕切金を送付しな

ければならない期日は、次の各号に掲げる取扱品目の

部類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

　⑴ 　青果部　卸売をした日から起算して３日以内

　⑵ 　水産物部　卸売をした日から起算して７日以内

　⑶ 　花き部　卸売をした日から起算して15日以内

　（売買仕切金の支払方法）

第 67条　条例第56条第３項の規則で定める方法は、現金

払、小切手の振出し又は送金払のいずれかの方法とす

る。

　（買受代金の支払期日）

第 68条　条例第58条第１項に規定する出荷者等から買い

受けた物品の代金の支払期日は、次の各号に掲げる取

扱品目の部類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

　⑴ 　青果部　物品を買い受けた日から起算して３日以

内

　⑵ 　水産物部　物品を買い受けた日から起算して７日

以内

　⑶ 　花き部　物品を買い受けた日から起算して15日以

内

２ 　条例第58条第１項に規定する卸売業者から買い受け

た物品の代金の支払期日は、次の各号に掲げる取扱品

目の部類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

　⑴ 　青果部　物品を買い受けた日から起算して３日以

内

　⑵ 　水産物部　物品を買い受けた日から起算して５日

以内

　⑶ 　花き部　物品を買い受けた日から起算して15日以

内

３ 　条例第58条第１項に規定する仲卸業者から買い受け

た物品の代金の支払期日は、物品を買い受けた当日と

する。

　（買受代金の支払方法）

第 69条　条例第58条第２項の規則で定める方法は、現金

払、小切手の振出し又は送金払のいずれかの方法とす

る。

　第83条及び第84条を削る。

　第85条中「第63条第３項」を「第58条第３項」に改め、

「規定による」を削り、「別記第53号様式」を「第38号

様式」に改め、同条を第70条とする。

　第86条を第71条とする。

　第87条第１項中「第64条第１項ただし書」を「第59条

第１項ただし書」に、「一」を「いずれか」に改め、同

条第２項中「条例第64条第１項ただし書」を「市長は、

条例第59条第１項ただし書」に、「検査」を「確認」に、

「請求」を「申請」に、「市長は、別記第54号様式」を「第

39号様式」に改め、同条を第72条とする。
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　第３章の２を削る。

　第４章を次のように改める。

　　　第４章　卸売の業務に関する物品の品質管

　　　　　　　理の方法

　（品質管理の方法を定める施設の取扱品目）

第 73条　条例第60条第１項第１号の規定による施設の取

扱品目は、次のとおりとする。

施　設 取扱品目

青果部に関する施

設

別表第１に掲げる野菜、果実、野

菜及び果実の加工品並びに従たる

取扱品目

水産物部に関する

施設

別表第１に掲げる生鮮水産物、加

工水産物及び従たる取扱品目

花き部に関する施

設

別表第１に掲げる切花、はち植のも

の、花木、種苗及びその他の鑑賞用

植物

　（卸売の業務に関する物品の品質管理の方法）

第 74条　前条に定めるもののほか、物品の品質管理の方

法は、次に掲げるとおりとする。

　⑴ 　卸売業者は、前条に定める施設の取扱品目ごとに

品質管理の責任者を定め、市長に届け出るととも

に、品質管理の責任者名を施設の見やすい場所に掲

示しなければならない。届出の内容を変更するとき

も、同様とする。

　⑵ 　卸売業者は、施設の設定温度、温度管理その他の

品質管理の方法を定め、市長に届け出なければなら

ない。届出の内容を変更するときも、同様とする。

　⑶ 　卸売業者の品質管理の責任者は、施設の適正な温

度管理及び衛生的な利用の保持に努め、異常が発生

したときは適切な対応を行い、直ちに市長及び卸売

業者、仲卸業者その他の市場関係事業者に通知しな

ければならない。

　⑷ 　仲卸業者は、品質管理の責任者を定め、市長に届

け出るとともに、品質管理の責任者名を施設の見や

すい場所に掲示しなければならない。届出の内容を

変更するときも、同様とする。

　⑸ 　仲卸業者の品質管理の責任者は、施設の温度管理

を行う等適正な品質管理に努めなければならない。

　⑹ 　市場関係事業者（卸売業者及び仲卸業者を除く。）

は、物品の品質保持に努めなければならない。

　⑺ 　その他卸売の業務に係る物品の品質管理の高度化

を図るために必要な事項は、市長が別に定める。

　第４章の２を削り、第５章及び第６章を次のように改

める。

　　　第５章　市場施設の使用

　（市場施設の使用の指定）

第 75条　市長は、条例第61条第１項の規定により市場施

設の使用条件を指定したときは、市場施設使用指定書

（第40号様式）を交付するものとする。

　（市場施設の使用の許可申請等）

第 76条　条例第61条第３項の規則で定める許可申請書

は、第41号様式によるものとする。

２ 　前項の許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添

付しなければならない。

　⑴ 　市場施設使用の必要性を記載した書面

　⑵ 　定款又は規約

　⑶ 　役員の氏名及び住所を記載した書類

　⑷ 　その他市長が必要と認める書類

３ 　条例第61条第２項の規定により市場施設の使用の許

可を受けた者は、前項の添付書類の内容に変更を生じ

た場合は、その旨を市長に届け出なければならない。

４ 　市長は、使用者が施設の使用期間終了後、引き続き

当該施設を使用しようとする場合は、第２項に規定す

る書類の全部又は一部の添付を省略させることができ

る。

　（指定等の期間）

第 77条　条例第61条第１項又は第２項の規定による指定

又は許可の期間は、１年以内とする。

　（用途変更の承認申請）

第 78条　条例第62条第２項ただし書の規定による承認を

受けようとする者は、市場施設用途変更承認申請書

（第42号様式）を市長に提出しなければならない。

　（原状変更等の許可申請等）

第 79条　条例第63条第１項ただし書の規定による許可を

受けようとする者は、市場施設原状変更等許可申請書

（第43号様式）を市長に提出しなければならない。

２ 　前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し

なければならない。

　⑴ 　設計図面

　⑵ 　仕様書

　⑶ 　費用見積書

　⑷ 　その他市長が必要と認める書類

３ 　条例第63条第１項ただし書の規定により許可を受け

た者は、工事完了後、直ちに、その旨を市長に届け出

なければならない。

　（市場施設の毀損等の届出）

第 80条　使用者は、使用する市場施設が毀損その他の事

由により、修理を要する箇所を発見したときは、直ち

に、その旨を市長に届け出なければならない。

　（市場施設の返還の届出）

第 81条　条例第64条の規定により使用者が市場施設を返

還しようとするときは、返還する日の７日前までに市

長に届け出て、市場施設の検査を受けなければならな

い。
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　（清潔の保持等）

第 82条　使用者は、業務終了後市場施設を清掃し、廃棄

物を所定の場所に集積する等常にその清潔の保持に努

めなければならない。

２ 　使用者は、容器その他の物件を整頓し、これを通路

その他自己の使用場所以外に放置してはならない。

３ 　使用者は、共同使用する市場施設について、清掃に

関する責任者及び費用の分担その他必要な事項を定

め、市長に届け出なければならない。

４ 　市長は、使用者に対し、清潔の保持のため、清掃、

消毒その他必要と認める措置を命ずることができる。

　（使用料）

第 83条　条例第67条第１項の規定による使用料の額は、

別表第２に定める金額に100分の110を乗じて得た額

（土地使用料のうち１月以上の使用に係る使用料にあ

っては、同表に定める金額）とする。この場合におい

て、１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる

ものとする。

　（使用料の納付期限）

第 84条　卸売業者、仲卸業者及び関連事業者の市場使用

料は前月分を、施設使用料はその月分を毎月25日（当

該日が土曜日に当たるときは、当該日の翌々日）まで

に納付しなければならない。

２ 　前項の納付期限前に市場施設を返還する場合の施設

使用料は、返還するときまでに納付しなければならな

い。

３ 　前２項に規定するほか、使用期間が１月に満たない

施設使用料は、指定又は許可を受けたときに納付しな

ければならない。

　（使用面積及び日割計算方法）

第 85条　使用面積が１平方メートル未満のときは、１平

方メートルとし、又は１平方メートル未満の端数のあ

るときは、その端数を１平方メートルとして計算する。

２ 　日割計算の方法は、使用料月額に使用日数を乗じた

額を、当該月の日数で除したものとする。

　（市場施設の維持費用の指定）

第 86条　条例第67条第２項の規定による電力、電話、ガ

ス、水道、暖房、冷房等の使用者の負担とする費用は、

次の各号に掲げるとおりとする。

　⑴ 　指定又は許可を受けた市場施設で使用するもの

（共同使用するものを含む。）

　⑵ 　前号以外で市場施設の使用許可を受けて使用する

もの

　（使用料の減免申請）

第 87条　条例第68条の規定による使用料の減免を受けよ

うとする者は、使用料減免申請書（第44号様式）を市

長に提出しなければならない。

　　　第６章　監督

　（財産の状況に関する改善措置の基準）

第 88条　条例第70条第２項第１号（同条第３項において

読み替えて準用する場合を含む。）の規則で定める率

は、１とする。

２ 　条例第70条第２項第２号（同条第３項において読み

替えて準用する場合を含む。）の規則で定める率は、

0.1とする。

３ 　条例第70条第２項第３号（同条第３項において読み

替えて準用する場合を含む。）の規則で定める場合は、

連続する３以上の事業年度において、経常損失が生じ

た場合とする。

　　第６章の次に次の２章を加える。

　　　第７章　市場開設運営協議会

　（会長及び副会長）

第 89条　協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選に

より定める。

２ 　会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

３ 　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又

は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

　（会議）

第 90条　協議会は、会長が招集し、その議長となる。

　（定足数及び表決数）

第 91条　会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の

半数以上が出席しなければ開くことができない。

２ 　議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委

員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。

　（関係者の出席等）

第 92条　会長は、協議会において必要があると認めると

きは、関係者に出席を求め、その意見を述べさせ、若

しくは説明させ、又は必要な資料の提出を求めること

ができる。

　（部会）

第 93条　部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が協

議会に諮って指名する。

２ 　部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選

により定める。

３ 　部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議の経過

及び結果を協議会に報告するものとする。

４ 　部会長に事故があるときは、部会に属する委員のう

ちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代

理する。

５ 　部会の会議については、前３条の規定を準用する。

　（幹事及び書記）

第94条　協議会に幹事及び書記を置く。

２ 　幹事及び書記は、市職員のうちから市長が命ずる。

３ 　幹事及び書記は、会長の命を受け、会務を処理する。

　（庶務）
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第95条　協議会の庶務は、経済労働局において処理する。

　（委任）

第 96条　第89条から前条までに定めるもののほか、協議

会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮っ

て定める。

　　　第８章　雑則

　（検査職員の身分証明書）

第 97条　条例第69条第３項の規定による身分を示す証明

書は、第45号様式によるものとする。

　（卸売業者に事故があるときの処置）

第 98条　卸売業者は、条例第76条第１項の規定に該当す

ることとなった場合は、販売の委託があり、又は販売

の委託の申込みのあった物品について、その種類、数

量、委託者その他委託に関する事項を、遅滞なく、市

長に報告しなければならない。

２ 　条例第76条第１項の規定により卸売の業務の代行を

命ぜられた卸売業者は、直ちにその旨を委託者に通知

しなければならない。

３ 　条例第76条第２項の規定により市長が自ら卸売の業

務を行う場合は、前項の規定を準用する。

　（市場内の掲示事項）

第 99条　市長は、次に掲げる場合は、これを市場内に掲

示するものとする。

　⑴ 　条例第４条第２項の規定により、休業日に臨時に

開場し、又は開場日に臨時に休業することを定めた

とき。

　⑵ 　条例第５条ただし書の規定により開場の時間を変

更したとき、又は同条第２項の規定により卸売業者

の行う卸売の販売開始時刻及び販売終了時刻を定め

たとき。

　⑶ 　卸売業者が卸売の業務を開始し、休止し、若しく

は再開したとき、又は卸売の業務を廃止したとき。

　⑷ 　卸売業者、仲卸業者及び関連事業者の業務の許可

をしたとき、又はその業務を停止したとき若しくは

その資格を失ったとき。

　⑸ 　卸売業者、仲卸業者及び関連事業者の営業若しく

は事業の譲渡し及び譲受けを認可したとき、又は卸

売業者、仲卸業者及び関連事業者たる法人の合併若

しくは分割を認可したとき。

　⑹ 　仲卸しの業務及び関連事業の業務の相続を認可し

たとき。

　⑺ 　条例第19条第１項の規定によりせリ人の名簿が提

出されたとき。

　⑻ 　条例第50条第３項の規定により物品の売買を差し

止め、又は市場外に持ち去ることを命じたとき。

　⑼ 　条例第71条の規定による処分をしたとき。

　⑽ 　中央卸売市場に関する法令又は条例若しくはこの

規則の改正があったとき。

　⑾ 　前各号のほか、市長が必要があると認めるとき。

　（委任）

第 100条　この規則の施行について必要な事項は、市長

が定める。

　別表第２中「（第95条関係）」を「（第83条関係）」に、

「第52条第２項第１号の許可を受けた場合、同項第２号

の要件を満たしている場合及び同項第３号の承認を受け

た場合は、その買入物品」を「第55条の規定により届け

出た買入物品及び受託物品」に改める。

　様式目次を次のように改める。
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　様式目次

様式番号 名称 関係条文

１ 卸売業務許可申請書 第５条第１項

２ 卸売業務許可証 第６条第１項

３ 許可外部類物品取扱承認申請書 第８条第１項

第22条第１項

４ 純資産額調書 第９条

５ 残高試算表 第11条

６ 卸売業者の事業の譲渡し及び譲受

け認可申請書

第14条第１項

７ 卸売業者の合併認可申請書 第14条第２項

８ 卸売業者の分割認可申請書 第14条第２項

９ 卸売業者名称変更等届出書 第15条

10 せり人の名簿 第16条

11 せり人章 第17条

12 卸売の代行承認申請書 第18条第１項

13 仲卸業務許可申請書 第20条第１項

14 仲卸業務許可証 第21条第１項

15 売買参加章 第24条第１項

第33条第１項

16 売買参加補助章 第24条第２項

第33条第２項

17 仲卸業者（関連事業者）の営業等

の譲渡し及び譲受け認可申請書

第26条第１項

第40条第１項

18 仲卸業者（関連事業者）の合併認

可申請書

第26条第２項

第40条第２項

19 仲卸業者（関連事業者）の分割認

可申請書

第26条第２項

第40条第２項

20 仲卸業務（関連事業業務）相続認

可申請書

第27条第１項

第41条第１項

21 仲卸業者（関連事業者）名称変更

等届出書

第29条第１項

第43条第１項

22 仲卸業者（関連事業者）死亡（解

散）届出書

第29条第２項

第43条第２項

23 仲卸業者営業報告書（法人用） 第30条第１項

第45条第１項

24 仲卸業者営業報告書（個人用） 第30条第１項

第45条第１項

25 売買参加者届出書 第32条

26 売買参加者記載事項変更等届出書 第34条

27 関連事業業務許可申請書 第37条第１項

28 関連事業業務許可証 第38条第１項

29 関連事業者販売金額等月例報告書 第44条

30 入札票 第51条第１項

31 受託契約約款（変更）届出書 第55条第１項、

第２項

32 卸売予定数量等報告書 第62条第１項

33 取扱高明細日報 第62条第３項

34 卸売価格等報告書 第62条第３項

35 市況等に関する月例報告書 第62条第４項

36 仲卸業者販売金額等月例報告書 第62条第５項

37 卸売業者以外の者からの買入物品

等販売届出書

第64条

38 買受代金の支払猶予特約届出（変

更届出）書

第70条

39 販売後の受託物品検査証明申請書

兼証明書

第72条第２項

40 市場施設使用指定書 第75条

41 市場施設使用許可申請書 第76条第１項

42 市場施設用途変更承認申請書 第78条

43 市場施設原状変更等許可申請書 第79条第１項

44 使用料減免申請書 第87条

45 検査職員の身分証明書 第97条

　第１号様式から第３号様式までを次のように改める。
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第１号様式 

 

 

卸売業務許可申請書 

 

 

  年  月  日   

 

 

 （宛先）川崎市長 

 

住 所             

商 号             

名 称          印  

 

 川崎市中央卸売市場業務条例第７条第１項の規定により、卸売の業務の許可を受けたい

ので、関係書類を添えて、次のとおり申請します。 

 

 

資本金又は出資の額 
  

役 員 の 氏 名 

  

卸 売 の 業 務を 行 う 

取 扱 品 目 の 部 類 
                    部 

取 扱 品 目 
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第２号様式 

 

 

卸売業務許可証 

 

 

 

川崎市指令 第     号   

 

 

 

住 所              

商 号              

名 称           様  

 

 

     年  月  日付けで申請のあった川崎市中央卸売市場北部市場  部にお

ける卸売の業務については、川崎市中央卸売市場業務条例第７条第１項の規定により、

次の条件を付けて許可します。 

 

 

      年  月  日 

 

 

川崎市長          印  

 

 

 条 件 
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第３号様式 

 

許可外部類物品取扱承認申請書 

 

   年  月  日  

（宛先）川崎市長 

住    所             

商    号             

氏名又は名称           印 

 

 川崎市中央卸売市場業務条例第７条第６項（第２３条第５項）の規定により、許可に係

る取扱品目の部類以外の部類に属する物品を取扱うことについて承認を受けたいので、次

のとおり申請します。 

 

承 認 申 請 者 □ 卸売業者     □ 仲卸業者 

当 該 許 可 に 係 る 

取 扱 品 目 の 部 類 
 

承 認 を 受 け た い 

取 扱 品 目 の 部 類 
 

出  荷  者  等  

物    品    名  

入 荷 見 込 数 量 [ 単 位 ]       [  ]（１日当たり    [  ]） 

取 扱 期 間    年  月  日  から   年  月  日 

必 要 と す る 理 由  

備      考  
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　第28号様式から第36号様式の６までを削る。

　第27号様式中「商号又は氏名若しくは番号」を「売買

参加章番号」に、「第53条第１項」を「第51条第１項」

に改め、同様式を第30号様式とする。

　第26号様式を削る。

　第25号様式中「あて先」を「宛先」に、

「

　商　　　　号　　　　　　　　　　

　氏名又は名称　　　　　　　　　印

」

を

「　

　住　　　　所　　　　　　　　　　

　商　　　　号　　　　　　　　　　

　氏名又は名称　　　　　　　　　印

」

に、「第36条」を「第38条」に、「第56条第３項」を「第

51条第３項」に改め、同様式を第29号様式とする。

　第24号様式中「第30条第１項」を「第32条第１項」に、

「に基づき」を「により」に改め、同様式を第28号様式

とする。

　第23号様式中「あて先」を「宛先」に、「第30条第１項」

を「第32条第１項」に、

「

役員の氏名 　

関連事業の種類

及びその内容

」

を

「

役員の氏名 　

関連事業の種類

及びその内容

第１種関連事業

　□ 条例第３条第１項各号の取扱品目以

外の生鮮食料品等の卸売の業務

　□保管の業務

　□貯蔵の業務

　□運搬の業務

　□包装資材販売業

　□調理道具販売業

　□花き資材販売業

　□その他（　　　　　　　　　）

第２種関連事業

　□飲食店営業

　□理容業

　□銀行業

　□容器回収業

　□たばこ小売業

　□衣料品販売業

　□履物販売業

　□医薬品販売業

　□化粧品販売業

　□その他（　　　　　　　　　）

」

に改め、同様式を第27号様式とする。

　第17号様式の２から第22号様式までを削る。

　第17号様式中「仲卸業者（売買参加者、関連事業者）

死亡（解散）届出書」を「仲卸業者（関連事業者）死亡

（解散）届出書」に、「あて先」を「宛先」に、「仲卸業

者（売買参加者、関連事業者）が」を「仲卸業者（関連

事業者）が」に、「第25条第２項」を「第29条第２項」

に、「第28条第２項、第36条」を「第38条」に、「第25条

第２項」を「第29条第２項」に改め、同様式を第22号様

式とし、同様式の次に次の４様式を加える。
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第２３号様式 

 

仲卸業者営業報告書（法人用） 

  年  月  日  

 （宛先）川崎市長 

 

川崎市中央卸売市場北部市場  部   

住        所                

商    号              

氏名又は名称          印   

 

 川崎市中央卸売市場業務条例第３０条の規定により  年  月  日から  年 

  月  日までの営業報告書を提出します。 

 

第１ 業務の状況 

 １ 事業の概要 

  （記載上の注意） 

   仲卸しの業務に係る売上高、経営収支の概要その他特記すべき事項を記載してく

ださい。 

 ２ 総会及び取締役会等の決議事項等 

  (1) 総会の決議事項 

  開 催 年 月 日 決 議 事 項   

    

  （記載上の注意） 

   総会の定時・臨時の別、決議事項の概要等を記載し、決議事項のうちに商業登記

を要する事項がある場合において、当該登記をしたときは、その登記年月日を併記

してください。 

  (2) 取締役会等の決議事項等 

  開 催 年 月 日 決 議 事 項 等   

    

  （記載上の注意） 

   株式会社にあっては取締役会等、株式会社以外にあっては業務執行者会議、理事

会その他業務執行者の会議について出席人員、重要決議事項等を記載してくださ

い。 

   なお、この場合において重要決議事項等とは、会社法（平成１７年法律第８６

号）に規定された法定決議事項、重要運営方針の決定、内部規程の制定改廃、大口

の債務の負担（借入金、預り金、債務の保証、債務の引受け等）、大口の債権の設

定及び大口の投資等をいいます。 

３ 内部組織に関する事項 

  (1) 事業運営組織 

  （記載上の注意） 

   組織図（取締役、監査役等の別を付記してください。）で示し、これに各部門を

担当する役職員の氏名（部長以上）、担当業務の概要、従業員数等を付記してくだ

さい。 

   なお、組織の変更があった場合には、変更の内容、変更した年月日、変更の理由

等を付記してください。 
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  (2) 役員の略歴及び持ち株数又は出資口数 

年  月  日現在 

  役名及

び職名 

氏 名 

（生年月日及び住所） 
略 歴 

持ち株数又

は出資口数 

  

        

  (3) 役員及び従業員の状況 

  区 分 人 数 平均年齢 平均勤続年数   

役

員 

常 勤 人 歳 年 

非 常 勤       

小 計       

従

業

員 

営
業
関
係 

仲 卸 し の 業 務       

兼 業 業 務 
      

事 務 関 係       

小 計       

合 計       

臨時従業員年間平均雇用人数       

  （記載上の注意） 

１ 従業員との兼務役員は、役員の項に記載してください。 

２ 臨時従業員年間平均雇用人数の項には、当該事業年度において雇用した延べ日

数を当該事業年度の営業日数で除して得た数値の小数点以下を四捨五入して整数

で記載してください。 

  (4) 株主構成 

  
区 分 役 員 従 業 員 

売買参加者

及び買出人 
その他 合 計 

  

総株主等の議

決 権 の 数  

（Ａ） 

          

保有する議決

権の数 （Ｂ） 

          

割 合 

（Ｂ／Ａ） 
％ ％ ％ ％ 

１００．

０％ 

大口株主の名簿（上位１０位まで） 

  
氏名又は名称 住所又は所在地 保有する議決権の数 

保有する議決権の

割合 

  

      ％ 

合 計       
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  （記載上の注意） 

  １ 「総株主等」とは、総株主、総社員又は総出資者をいいます。 

２ 「議決権」には、株式会社にあっては、株主総会において決議をすることがで

きる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を

除き、会社法第８７９条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株

式についての議決権を含みます。 

 ４ 仲卸しの業務の状況 

  (1) 仲卸しの業務に係る取扱高及び売上損益 

  

区 分 

卸買受分販売 直荷引販売 仲卸しの業務合計   

金額 

卸 買 受 分

販 売 利 益

（損失）金

額 

金額 

直荷引販売

利 益 （ 損

失 ） 金 額 

金額 

販 売 利 益

（ 損 失 ）

金額 

当 期 合 計

（Ａ） 
円 円 円 円 円 円 

前 年 同 期

（Ｂ） 

            

前 年 同 期 対 比 

（Ａ／Ｂ） 

％ ％ ％ ％ ％ ％ 

  （記載上の注意） 

   直荷引販売の欄には、川崎市中央卸売市場業務条例第５５条の規定により当該市

場の卸売業者以外の者から買い入れて、又は販売の委託を引き受けて販売を行った

物品の取扱金額を記載してください。 

  (2) 主要直荷引品の販売 

  

直荷引品 

期 首

繰 越 高 

（Ａ） 

当 期

仕 入 高 

（Ｂ） 

期 末

残 高 

（Ｃ） 

売 上 原 価 

（Ｄ） 

（ Ａ ＋Ｂ －

Ｃ） 

売 上 高 

 

（Ｅ） 

直荷引販売

利 益 （ 損

失 ） 金 額 

（Ｅ－Ｄ） 

  

  円 円 円 円 円 円 

合計             

  （記載上の注意） 

   直荷引品の欄には、当期総直荷引販売高に占める割合が１００分の５以上の直荷

引品について、その品目ごとに記載し、その他の直荷引品については、その他とし

て記載してください。 

  (3) 販売代金の回収状況 

  

区 分 

前 期 末

残 高 

（Ａ） 

当 期 末

残 高 

（Ｂ） 

合 計 

 

（Ｃ） 

平均残高 

（Ｃ×１

／２） 

平 均

回 転 数 

平均回収

日 数 

  

売 掛 金 
円 円 円 円 回 日 

受 取 手 形 
            

合 計 
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  （記載上の注意） 

   平均回転数及び平均回収日数は、次の算式により算出してください。 

   平均回転数＝Ｍ×１／Ｎ 

   Ｍは、当期の仲卸しの業務に係る売上高 

   Ｎは、売掛金、受取手形又は合計の欄の各平均残高 

   平均回収日数＝Ｌ×１／Ｑ 

   Ｌは、当該事業年度の日数 

   Ｑは、売掛金、受取手形又は合計の欄の各平均回転数 

  (4) 販売先別割合 

  
区 分 

一 般

小 売 店 

大 規 模

小 売 店 
地方業者 

そ の 他

小 売 店 
合 計 

  

川 崎 市 内 ％ ％ ％ ％ ％ 

川 崎 市 外           

合 計         １００．０ 

  （記載上の注意） 

  １ 大規模小売店は、スーパー、生協、百貨店等をいいます。 

  ２ 地方業者は、地方の市場、問屋等をいいます。 

３ その他小売店は、料理飲食店(料理屋・すし屋・食堂・レストラン)、旅館、ホ

テル等をいいます。 

 ５ 兼業業務等の概況 

  (1) 兼業業務の概況 

  
業 務 の 内 容 業務実施の場所 売 上 高 

兼業業務税引前当期利益

（損失）金額 

  

    円 円 

  (2) 他の法人に対する支配関係の概要 

  
法 人 の

名 称 
所 在 地 

事 業 の

内 容 

事 業

年 度 
資 本 金 売 上 高 

当期純利

益 （ 損

失）金額 

利 益

配 当 

  

        円 円 円 円 

 

（％） 

第２ 貸借対照表及び損益計算書の内訳 

 １ 回収遅延売掛金明細表（仲卸しの業務） 

  相 手 方 当期末残高 
備考 

  

住 所 又 は 所 在 地 氏名又は名称 発 生 年 月 日 金 額 

      円   

合 計         



川 崎 市 公 報 （第1,795号）令和２年(2020年)５月25日

－2329－

   （記載上の注意） 

   契約期限より３０日以上回収が遅延しており、かつ、その当期末残高が売掛金の

当期末残高合計金額の１，０００分の１を超えるものを回収遅延売掛金としてくだ

さい。また、備考の欄には、回収遅延の理由、相手方の業種等を記載してくださ

い。 

 ２ 在庫商品明細表 

  業 務 の 種 類 商 品 名 数 量 金額 仕入年月日 備考   

仲卸しの業務 

  
キログラム 円 

    

小 計         

兼 業 業 務 
          

合 計 
        

  （記載上の注意） 

１ 商品名の欄には、当期末在庫高が当期末総在庫高に占める割合が１０分の１以

上の商品について、その商品ごとに記載し、その他の在庫商品については、その

他として記載してください。 

２ 仕入年月日の欄には、商品ごとに最初に仕入れた年月日及び最後に仕入れた年

月日を記載してください。 

３ 短期貸付金及び長期貸付金明細表 

  業 務

の 種

類 

科 目 

貸 付 先 貸 付 条 件 
当 期 末

残 高 

  

氏 名 又 は

名 称 

貸 付 先 と

の 関 係 
使途 利率 期間 担保 

仲

卸

し

の

業

務 

貸
付

金 
短

期 

      ％     円 

小 計             

貸
付

金 

長

期 

              

小 計             

計             

兼

業

業

務 

貸
付

金 

短

期 

              

小 計             

貸
付

金 

長

期 

              

小 計             

計             

合 計             

  （記載上の注意） 

   貸付先との関係の欄には、仲卸しの業務の役員、従業員、販売先、仕入先、親会

社及び支配関係を持っている法人等を記載してください。 

   なお、この場合従業員に対する貸付金については、一括して記載してください。 

 ４ 短期借入金及び長期借入金明細表 
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科 目 借 入 先 種 類 
借 入 条 件 

使 途 
当期末

残 高 

借 入 先

と の

関 係 

  

利率 期間 担保 

短
期

借
入
金 

    ％       円   

合計 
              

長
期

借
入
金 

                

合計 
              

  （記載上の注意） 

   種類の欄には、証書借入、手形借入、当座借越等の区分を記載してください。 

 ５ 減価償却費明細表 

  業
務
の
種
類 

科目 

資産の

取 得

原 価 

当 期

償却額 

償却額

累 計 

資産の

期 末

残 高 

償 却

方 法 

償 却 範 囲 額

に 対 す る

過 不 足 額 備 考 

  

当期分 累 計 

仲

卸

し

の

業

務 

  円 円 円 円   円 円   

小計                 

兼
業

業
務 

                  

小計                 

合 計 
                

  （記載上の注意） 

  １ 兼業業務の項は、各業務ごとに区分して記載してください。 

  ２ 売上原価に含めた減価償却費についても、この表に記載し、その旨及び金額を

備考の欄に記載してください。 
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第２４号様式 

 

仲卸業者営業報告書（個人用） 

  年  月  日  

 （宛先）川崎市長 

川崎市中央卸売市場北部市場  部  

 

住  所                  

商 号                

氏 名             印  

 

 川崎市中央卸売市場業務条例第３０条の規定により  年  月  日から  年 

  月  日までの営業報告書を提出します。 

 

第１ 業務の状況 

 １ 事業の概要 

  （記載上の注意） 

   仲卸しの業務に係る売上高、経営収支の概要その他特記すべき事項を記載してく

ださい。 

 ２ 従業員の状況 

  区 分 人 数 平均年齢 平均勤続年数   

仲 卸 し の 業 務  人 歳 年 

兼 業 業 務       

合 計       

臨時従業員年間平均雇用人数       

  （記載上の注意） 

  １ 所得税法（昭和４０年法律第３３号）上の青色事業専従者又は白色事業専従者

については、当該各欄（ ）内外書として記載してください。 

２ 臨時従業員年間平均雇用人数の項には、当該事業年度において雇用した延べ日

数を当該事業年度の営業日数で除して得た数値の小数点以下を四捨五入して整数

で記載してください。 

 ３ 仲卸しの業務の状況 

  (1) 仲卸しの業務に係る取扱高及び売上損益 

  

区 分 

卸買受分販売 直荷引販売 仲卸しの業務合計   

金額 

卸 買 受 分

販 売 利 益

（損失）金

額 

金額 

直荷引販売

利 益 （ 損

失 ） 金 額 

金額 

販 売 利 益

（ 損 失 ）

金額 

当 期 合 計

（Ａ） 
円 円 円 円 円 円 

前 年 同 期

（Ｂ） 

            

前 年 同 期 対 比 

（Ａ／Ｂ） 

％ ％ ％ ％ ％ ％ 
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  （記載上の注意） 

   直荷引販売の欄には、川崎市中央卸売市場業務条例第５５条の規定により当該市

場の卸売業者以外の者から買い入れて、又は販売の委託を引き受けて販売を行った

物品の取扱金額を記載してください。 

  (2) 主要直荷引品の販売 

  

直荷引品 

期 首

繰 越 高 

（Ａ） 

当 期

仕 入 高 

（Ｂ） 

期 末

残 高 

（Ｃ） 

売 上 原 価 

（Ｄ） 

（ Ａ ＋Ｂ －

Ｃ） 

売 上 高 

 

（Ｅ） 

直荷引販売

利 益 （ 損

失 ） 金 額 

（Ｅ－Ｄ） 

  

  円 円 円 円 円 円 

合 計 
            

  （記載上の注意） 

   直荷引品の欄には、当期総直荷引販売高に占める割合が１００分の５以上の直荷

引品について、その品目ごとに記載し、その他の直荷引品については、その他とし

て記載してください。 

  (3) 販売代金の回収状況 

  

区 分 

前 期 末

残 高 

（Ａ） 

当 期 末

残 高 

（Ｂ） 

合 計 

 

（Ｃ） 

平均残高 

（Ｃ×１

／２） 

平 均

回 転 数 

平均回収

日 数 

  

売 掛 金 
円 円 円 円 回 日 

受 取 手 形 
            

合 計 
            

  （記載上の注意） 

   平均回転数及び平均回収日数は、次の算式により算出してください。 

   平均回転数＝Ｍ×１／Ｎ 

   Ｍは、当期の仲卸しの業務に係る売上高 

   Ｎは、売掛金、受取手形又は合計の欄の各平均残高 

   平均回収日数＝Ｌ×１／Ｑ 

   Ｌは、当該事業年度の日数 

   Ｑは、売掛金、受取手形又は合計の欄の各平均回転数 

  (4) 販売先別割合 

  
区 分 

一 般

小 売 店 

大 規 模

小 売 店 

地 方

業 者 

そ の 他

小 売 店 
合 計 

  

川 崎 市 内 ％ ％ ％ ％ ％ 

川 崎 市 外           

合 計         １００．０ 
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  （記載上の注意） 

  １ 大規模小売店は、スーパー、生協、百貨店等をいいます。 

  ２ 地方業者は、地方の市場、問屋等をいいます。 

  ３ その他小売店は、料理飲食店（料理屋・すし屋・食堂・レストラン）、旅館、

ホテル等をいいます。 

 ４ 兼業業務等の概況 

  (1) 兼業業務の概況 

  
業 務 の 内 容 業務実施の場所 売 上 高 

兼業業務税引前当期純利

益（損失）金額 

  

    円 円 

  (2) 他の法人に対する支配関係の概要 

  
法 人 の

名 称 
所 在 地 

事 業 の

内 容 

事 業

年 度 
資 本 金 売 上 高 

当期純利

益 （ 損

失）金額 

利 益

配 当 

  

        円 円 円 円 

 

（％) 

 

第２ 貸借対照表及び損益計算書の内訳 

 １ 回収遅延売掛金明細表 

  相 手 方 当期末残高 
備考 

  

住 所 又 は 所 在 地 氏 名 又 は 名 称 発 生 年 月 日 金 額 

      円   

合 計       

  （記載上の注意） 

   契約期限より３０日以上回収が遅延しており、かつ、その当期末残高が売掛金の

当期末残高合計金額の１，０００分の１を超えるものを回収遅延売掛金としてくだ

さい。また、備考の欄には、回収遅延の理由、相手方の業種等を記載してくださ

い。 

 ２ 減価償却費明細表 

  

科 目 

資産の

取 得

原 価 

当 期

償却額 

償却額

累 計 

資産の

期 末

残 高 

償 却

方 法 

償 却 範 囲 額 に

対する過不足額 備考 

  

当期分 累計 

  

円 円 円 円 

  

円 円   

合 計                 

  （記載上の注意） 

   売上原価に含めた減価償却費についても、この表に記載し、その旨及び金額を備

考の欄に記載してください。 
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第２５号様式 

売買参加者届出書 

  年  月  日   

（宛先）川崎市長 

住 所             

商 号             

氏名又は名称          印  

 

川崎市中央卸売市場業務条例第３１条第１項の規定により、関係書類を添えて、次のと

おり届け出ます。 

店 舗 等 の 住 所 

 

売買参加を行う取扱品目

の     部     類 
               部 

常 時 売 買 に 参 加 す る 者

の     氏     名 

 

注 卸売業者の推薦書を添付してください。 
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第２６号様式 

 

売買参加者記載事項変更等届出書 

 

  年  月  日   

 

 （宛先）川崎市長 

住    所              

商 号             

氏名又は名称          印  

 

 川崎市中央卸売市場業務条例第３１条第２項の規定により、関係書類を添えて、次の

とおり届け出ます。 

変更又は 廃 止 年 月 日 ．       ． 

  

新 旧 

住 所 

    

商 号 

    

氏 名 又 は 名 称 

    

店 舗 等 の 住 所 

  

売 買 参 加 を 行 う 

取 扱 品 目 の 部 類 
     部     部 

常 時 売 買 に 参 加 

す る 者 の 氏 名 

  

売 買 参 加 の 廃 止 
理由 

備 考 

  

注（１） 該当する事項のみを記入してください。 

（２） 卸売業者から卸売を受けることを廃止したときは、売買参加章及び売買参加補

助章を遅滞なく返還してください。 
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　第16号様式を削る。

　第15号様式中「あて先」を「宛先」に、

「

　商　　　　号　　　　　　　　　　

　氏名又は名称　　　　　　　　　印

」

を

「

　住　　　　所　　　　　　　　　　

　商　　　　号　　　　　　　　　　

　氏名又は名称　　　　　　　　　印

」

に、「第25条第１項」を「第29条第１項」に、「第36条」

を「第38条」に、「第25条」を「第29条」に、

「

商　　号 　

法

人

の

場

合

役　員

役職名 氏名 役職名 氏名

」

を

「

商　　号 　

法

人

の

場

合

資本金又

は出資の

額

役　員 役職名 氏名 役職名 氏名

」

に改め、同様式を第21号様式とする。

　第14号様式中「あて先」を「宛先」に、「第24条第１項」

を「第28条第１項」に、「第36条」を「第38条」に、「第

24条」を「第28条」に、「仲卸業務（関連事業業務）の」

を「仲卸しの業務（関連事業の業務）の」に改め、同様

式を第20号様式とする。

　第13号様式の２中「あて先」を「宛先」に、「第23条

第２項」を「第27条第２項」に、「第36条」を「第38条」

に、「第23条」を「第27条」に、

「

分割後業務を承継する

法人の名称及び住所

名　称　　　　　　　　　　　　　

住　所　　　　　　　　　　　　　

」

を

「

分割後業務を承継する

法人の住所、商号及び

名称

住　所　　　　　　　　　　　　　

商　号　　　　　　　　　　　　　

名　称　　　　　　　　　　　　　

」

に、

「

分割を必要とする理由

」

を

「

分割を必要とする理由

備　　　　　　　　考

」

　に改め、同様式を第19号様式とする。

　第13号様式中「あて先」を「宛先」に、「第23条第２項」

を「第27条第２項」に、「第36条」を「第38条」に、「第

23条」を「第27条」に、

「

合併後存続する法人又

は合併により設立され

る法人の名称及び住所

名　称　　　　　　　　　　　　　

住　所　　　　　　　　　　　　　

」

を

「

合併後存続する法人又

は合併により設立され

る法人の住所、商号及

び名称

住　所　　　　　　　　　　　　　

商　号　　　　　　　　　　　　　

名　称　　　　　　　　　　　　　

」

に、

「

合併を必要とする理由

」

を

「

合併を必要とする理由

備　　　　　　　　考

」

に改め、同様式を第18号様式とする。

　第12号様式中「あて先」を「宛先」に、「第23条第１項」

を「第27条第１項」に、「第36条」を「第38条」に、「第

23条」を「第27条」に改め、同様式を第17号様式とする。

　第11号様式中「商号又は番号」を「売買参加章番号」

に改め、同様式を第16号様式とする。

　第10号様式中「商号又は番号」を「売買参加章番号」

に改め、同様式を第15号様式とする。

　第９号様式中「第19条第１項」を「第23条第１項」に

改め、同様式を第14号様式とする。

　第８号様式中「あて先」を「宛先」に、「第19条第１項」

を「第23条第１項」に改め、同様式を第13号様式とする。

　第７号様式中「あて先」を「宛先」に、
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「

　卸売業者名　　　　　　　　　　印

」

を

「

　住　所　　　　　　　　　　

　商　号　　　　　　　　　　

　名　称　　　　　　　　　印

」

に、「第17条」を「第21条」に改め、同様式を第12号様

式とする。

　第５号様式及び第６号様式を削る。

　第４号様式中「氏名」を「せり人番号」に改め、同様

式を第11号様式とする。

　第３号様式の次に次の７様式を加える。
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第４号様式 

 

純資産額調書  

（宛先）川崎市長 

      年  月  日 

 

住 所                 

       商 号              
名 称            印 

 

川崎市中央卸売市場業務条例第９条第１項の規定により、 年 月 日現在の純資産

額を報告します。 

 

１ 純資産額 

（単位：千円） 
科          目 帳 簿 価 額 評 価 額 備考 

１ 資産合計    
(1) 流動資産    

(ｱ) 現金    
(ｲ) 預金    
(ｳ) 売掛金    
(ｴ) 受取手形    
(ｵ) 有価証券    
(ｶ) 親会社株式    
(ｷ) 商品    
(ｸ) 貯蔵品    
(ｹ) 前渡金    
(ｺ) 荷主前渡金    
(ｻ) 前払費用    
(ｼ) 未収収益    
(ｽ) 立替金    
(ｾ) 短期貸付金    
(ｿ) 未収金    
(ﾀ) 仮払金    
(ﾁ) 1(1)(ｱ)から 1(1)(ﾀ)までに    
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掲げるもの以外の流動資産 

(2) 固定資産    
ア 有形固定資産    

(ｱ) 建物    
(ｲ) 構築物    
(ｳ) 機械及び装置    
(ｴ) 船舶及び車両その他の陸上

運搬具 

   

(ｵ) 工具､器具及び備品    
(ｶ) 土地    
(ｷ) 建設仮勘定    
(ｸ) １(2)ア(ｱ)から１(2)ア(ｷ)

までに掲げるもの以外の有形

固定資産 

   

イ  無形固定資産    
(ｱ) のれん    
(ｲ) 借地権    
(ｳ) 電話加入権    
(ｴ) 施設負担金    
(ｵ) １(2)イ(ｱ)から１(2)イ(ｴ)

までに掲げるもの以外の無形

固定資産 

   

ウ  投資その他の資産    
(ｱ) 投資有価証券    
(ｲ) 子会社株式    
(ｳ) 出資金    
(ｴ) 子会社出資金    
(ｵ) 長期貸付金    
(ｶ) 開設者預託保証金    
(ｷ) 定期預金    
(ｸ) 長期前払費用    
(ｹ) 事業者保険料    
(ｺ) １(2)ウ(ｱ)から１(2)ウ(ｹ)

までに掲げるもの以外の投資

等 

   

(3) 繰延資産    
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(ｱ) 創立費    
(ｲ) 開業費    
(ｳ) 開発費    
(ｴ) 株式交付費    
(ｵ) １(3)(ｱ)から１(3)(ｴ)まで

に掲げるもの以外の繰延資産 

   

２  負債合計    
(1) 流動負債    

(ｱ) 受託販売未払金    
(ｲ) 買掛金    
(ｳ) 支払手形    
(ｴ) 短期借入金    
(ｵ) 未払金    
(ｶ) 未払税金    
(ｷ) 未払費用    
(ｸ) 前受金    
(ｹ) 預り金    
(ｺ) 前受収益    
(ｻ) 仮受金    
(ｼ) 賞与引当金    
(ｽ) ２(1)(ｱ)から２(1)(ｼ)まで

に掲げるもの以外の流動負債 

   

(2) 固定負債    
(ｱ) 長期借入金    
(ｲ) 預り保証金    
(ｳ) 退職給付引当金    
(ｴ) ２(2)(ｱ)から２(2)(ｳ)まで

に掲げるもの以外の固定負債 

   

(3) 引当金(２(1)(ｼ)､２(1)(ｽ)､２

(2)(ｳ)及び２(2)(ｴ)に掲げるもの

を除く｡) 

 
 
 

  

３ 純資産額    
(1) 株主資本    
ア 資本金    
イ 新株式申込証拠金 

ウ 資本剰余金 
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(ｱ) 資本準備金    
(ｲ) その他資本剰余金    

エ 利益剰余金    
(ｱ) 利益準備金    
(ｲ) その他利益剰余金    
ａ 積立金    
ｂ 繰越利益剰余金 

（繰越損失金） 

   

オ 自己株式    
カ 自己株式申込証拠金    

２ 評価・換算差額等    
(1) その他有価証券評価差額金    
(2) 繰延ヘッジ損益    
(3) 土地再評価差額金    

３ 新株予約権    
２ その他記載事項 

(1) 受取手形割引高         千円 

(2) 受取手形譲渡高         千円 

(3) 保証債務額           千円 

(4) 支配関係を持っている法人に対する債権等明細書 

会 社 名 

項 目 

 
合    計 

短
期
債
券 

売 掛 金 千円 千円 

受 取 手 形 千円 千円 

前 渡 金 千円 千円 

短 期 貸 付 金 千円 千円 

そ の 他 千円 千円 

小 計 千円 千円 

長
期
債
券 

長 期 貸 付 金 千円 千円 

長 期 差 入 保 証 金 千円 千円 

そ の 他 千円 千円 

小 計 千円 千円 

受 取 手 形 割 引 高 千円 千円 
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(5) 卸売の業務の取扱高 

年  月 受 託 販 売 買 付 販 売 合   計 

年  月 千円 千円 千円 
年  月 千円 千円 千円 
年  月 千円 千円 千円 
年  月 千円 千円 千円 
年  月 千円 千円 千円 
年  月 千円 千円 千円 

合   計 千円 千円 千円 
（記載上の注意） 

１ この調書は、卸売業者の全資産及び全負債について作成すること。 

２ 評価額の欄には、川崎市中央卸売市場業務条例施行規則（以下「規則」という。）

第７条第２項ただし書の規定に該当する場合は、評価した額を記載すること。 

３ 備考の欄には、資産及び負債の各科目についての評価方法、科目の欄に掲げる科目以

外の科目を設定した場合における当該科目の内容等を記載すること。 

４ 計算日が事業年度の末日である場合には、当該事業年度の所得に対する法人税、所

得税、都道府県民税及び市区町村民税の申告額又は申告予定額を当該事業年度の費用

として経理した上でこの調書を作成するものとし、計算日におけるこれらの税金の未

払額は、負債の部の未払法人税等勘定に計上すること。 

５ 固定資産及び繰延資産について、当該事業年度末に一括して償却を行う卸売業者で

あって、規則第１０条第１項の計算日が事業年度の開始日から６月を経過する日であ

る場合は、当該事業年度において償却すべき額の２分の１相当額を備考の欄に計上す

ること。 

６ ２その他記載事項の(1)受取手形割引高及び(2)受取手形譲渡高の受取手形割引高及

び受取手形譲渡高には、裏書譲渡した手形のうち期日未到来のため手形債務者（振出

人又は引受人）が債務を弁済していない手形の合計額を記載すること。 

７ ２その他記載事項の(3)の保証債務額には、普通保証、連帯保証、連帯債務の負担、

債務者のためにする担保の提供等についてその合計額を記載すること。 

８ ２その他記載事項の(4)の支配関係を持っている法人に対する債務等明細書の短期

債権のその他の欄には、未収収益、立替金、未収金、仮払金その他の短期金銭債権

（株式を除く。）の合計額を、長期債権のその他の欄には、投資有価証券（株式を除

く。）の額を記載し、貸付金については、貸付けの条件（返済期限、利率及び担保物

受 取 手 形 裏 書 譲 渡 高 千円 千円 

保 証 債 務 額 千円 千円 

備 考 千円 千円 
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件の種類）を備考の欄に記載すること。 

９ ２その他記載事項の(5)の卸売の業務の取扱高については、中央卸売市場において

複数の市場又は取扱品目の部類の卸売の業務の許可を受けている者は、市場ごと及び

取扱品目の部類ごとに作成すること。 
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第５号様式 

     残高試算表  

(宛先) 川崎市長 

   年  月  日 

 

住 所                        

商 号              

名 称            印 

 

川崎市中央卸売市場業務条例第９条第２項の規定により、  年  月  日現在

の残高試算表を提出します。 
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２ 合 計 損 益 計 算 書 

（単位：千円、％） 

科   目 前 まで

の累計 

借 方 貸 方 当 まで

の累計 

構 成 比 

１ 営業損益      
(1) 卸売の業務      
ア 受託手数料      

（受託品取扱額）      
イ 買付販売損益      

(ｱ) 純売上高      
商品総売上高      
売上値引及び戻り高      

(ｲ) 売上原価      
期首商品たな卸高      
商品純仕入高      

総仕入高      
仕入値引及び戻し高      

期末商品たな卸高      
販売利益（損失）金額      
(2) 兼業業務      
ア  売上高      
イ  売上原価      

兼業業務利益（損失）金額      
売上総利益（損失）金額      
(3）販売費及び一般管理費      

営業利益（損失）金額      
２ 営業外損益      

(1) 営業外収益      
(2) 営業外費用      

経常利益(損失)金額      
３ 特別利益      

(1) 固定資産売却益      
(2) 前期損益修正益      
(3) その他の特別利益      

４ 特別損失      
(1) 固定資産売却損      



（第1,795号）令和２年(2020年)５月25日 川 崎 市 公 報

－2348－

 
 

(2) 減損損失      
(3) 災害による損失      
(4) 前期損益修正損      
(5) その他の特別損失      

税引前当期純利益（損失）金額      
法人税等      
法人税等調整額      
当期純利益（損失）金額      
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第６号様式 

 
卸 売業者の 事業の譲渡し及び 

譲 受 け 認 可 申 請 書 

  

 

  年  月  日   

 

 

 （宛先）川崎市長 

 

 

譲渡人住所             

商 号             

名    称          印  

 

譲受人住所             

商 号             

名    称          印  

 

川崎市中央卸売市場業務条例第１６条第１項の規定により、卸売業者の事業の譲渡し

及び譲受けの認可を受けたいので、関係書類を添えて、次のとおり申請します。 

 

譲 渡 す る 事 業 に 係 る 取 扱 品 目 の 部 類             部 

譲 渡 し 及 び 譲 受 け の 予 定 年 月 日 ・     ・ 

譲 渡 し 及 び 譲 受 け を 必 要 と す る 理 由 

 

備 考 
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第７号様式 

卸売業者の合併認可申請書 

 

  年  月  日   

 

 （宛先）川崎市長 

 

住 所             

商 号             

名 称          印  

 

住 所             

商 号             

名 称          印  

 

 川崎市中央卸売市場業務条例第１６条第２項の規定により、卸売業者の合併の認可を

受けたいので、関係書類を添えて、次のとおり申請します。 

合 併 後 存 続 す る 法 人 又 は

合 併 に よ り 設 立 さ れ る 法

人 の 住 所 、 商 号 及 び 名 称 

住 所                   

商 号                   

名 称                   

取 扱 品 目 の 部 類                部 

合 併 の 方 法 及 び 条 件   

合 併 の 予 定 年 月 日   ・      ・   

合 併 を 必 要 と す る 理 由   

備 考  
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第８号様式 

卸売業者の分割認可申請書 

 

  年  月  日   

 

 

  （宛先）川崎市長 

 

 

住 所             

商 号             

名 称          印  

 

 

 

 川崎市中央卸売市場業務条例第１６条第２項の規定により、卸売業者の分割の認可を受

けたいので、関係書類を添えて、次のとおり申請します。 

分割後業務を承継する法

人の住所、商号及び名称 

住 所                       

商 号                       

名 称                       

取 扱 品 目 の 部 類             部 

分 割 の 方 法 及 び 条 件   

分 割 の 予 定 年 月 日     ・      ・     

分割を必要とする理由   

備 考  
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第９号様式 

 

卸売業者名称変更等届出書 

 

  年  月  日   

 

 （宛先）川崎市長 

 

住 所             

商 号             

名 称          印  

  

 川崎市中央卸売市場業務条例第１７条の規定により、関係書類を添えて、次のとおり

届け出ます。 

 

業
務 

□開始 □休止 

□再開 □廃止 

年月日 

  ・  ・   

理由 

 
新 旧 

名 称 
  

住 所 
  

商 号 
  

資 本 金 

又 は 

出 資 の 額 

  

役 員 

役職名 氏 名 役職名 氏 名 

注 該当する事項のみを記入してください。 
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第１０号様式 

 

せ り 人 の 名 簿 

    年  月  日 

 （宛先）川崎市長 

住 所               

商 号               

名 称          印 

 

  川崎市中央卸売市場業務条例第１９条第１項の規定により、せり人の名簿を作成しま

したので、次のとおり提出します。 

   

氏   名 
卸売の業務に 
携わった期間 

備   考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

注 名簿に記載した事項に変更が生じたことによりせり人の名簿を提出する場合におい

ても、全てのせり人を記載してください。 
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　第37号様式中「受託契約約款承認（変更承認）申請書」

を「受託契約約款（変更）届出書」に、「あて先」を「宛

先」に、

「

　卸売業者名　　　　　　　　　　

」

を

「

　住　所　　　　　　　　　　

　商　号　　　　　　　　　　

　名　称　　　　　　　　　印

」

に、「第48条第１項（第４項）」を「第44条第１項」に、

「申請します」を「届け出ます」に改め、同様式を第31

号様式とし、同様式の次に次の２様式を加える。
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第３２号様式 

 

卸売予定数量等報告書（  月  日分） 

 

   年  月  日  

 （宛先）川崎市長 

住 所          

商 号           

名 称           

 

 川崎市中央卸売市場業務条例第５１条第１項の規定により、次のとおり報告します。 

 

 

せり売の方法 

品  名 卸売予定数量 主要な産地 

   

小  計   

 

入札の方法 

品  名 卸売予定数量 主要な産地 

   

小  計   

 

相対取引の方法 

品  名 卸売予定数量 主要な産地 

   

小  計   

総  計   
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第３３号様式 

 

取扱高明細日報（  月  日分） 

 

    年  月  日  

 （宛先）川崎市長 

住 所                  

商 号            

名 称            

 

 川崎市中央卸売市場業務条例第５１条第２項の規定により、次のとおり報告します。 

 

せり売の方法 

品 目 主要な産地 数 量 
卸売価格（円） 

金 額（円） 
高値 中値 安値 

           

合 計          

入札の方法 

品 目 主要な産地 数 量 
卸売価格（円） 

金 額（円） 
高値 中値 安値 

           

合 計          

相対取引の方法 

品 目 主要な産地 数 量 
卸売価格（円） 

金 額（円） 
高値 中値 安値 

           

合 計          

総計 

品 目 数 量 金 額（円） 

    

  
  

合 計   

  
  

内訳 

市場別コード 会社別コード 年別コード 月別コード 日別コード 取引の方法 

            

品名コード 品名 産地コード 産 地 数 量 平均単価 金額（円） 
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　第38号様式から第43号様式までを削る。

　第44号様式中「あて先」を「宛先」に、

「

　卸売業者名　　　　　　　　　　

」

を

「

　住　所　　　　　　　　　　

　商　号　　　　　　　　　　

　名　称　　　　　　　　　　

」

に、「第56条第２項」を「第51条第２項」に、

「

販売方法

等の区分

□当日卸売した物品（□せり売又は入札　□相

対取引）

□条例第42条第１項第１号、第２号及び第３号

物品

□条例第45条第１項第２号及び第３号物品

」

を

「

売買取引の方法 □せり売　　□入札　　□相対取引

」

に改め、同様式を第34号様式とし、同様式の次に次の１

様式を加える。
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第３５号様式 

 
市況等に関する月例報告書（  月分） 

 
  年  月  日   

 
 （宛先）川崎市長 

住 所          
商 号          

               名 称          
 
 川崎市中央卸売市場業務条例第５１条第３項の規定により、卸売をした物品の市況、数

量及び卸売金額を次のとおり報告します。 

１ 市況の概要 

種 類 市 況 の 概 況 

    

２ 主要品目の市況の概要 

主 要 品 目 市 況 の 概 況 

    

３ 卸売実績 
（１）卸売先別の数量及び卸売金額 

 仲卸業者 売買参加者 自己買受 合 計 

数量（トン）     

卸売金額（千円）     
 

（２）売買取引方法別の数量及び卸売金額 

 せり売 入札 

相対取引 

合 計 商物一致

取  引 

商物分離

取  引 

数量（トン）      

卸売金額（千円）      
 

（３）受託品及び買付品別の数量及び卸売金額 

 

種

類 

品 名 
数 量（トン） 卸売金額（千円） 

備 考 
受託品 買付品 合 計 受託品 買付品 合 計 

  

                
                
小 計               
                
小 計               

合 計               
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　第45号様式を削る。

　第46号様式中「あて先」を「宛先」に、「第56条第４項」

を「第51条第４項」に改め、同様式を第36号様式とし、

同様式の次に次の１様式を加える。
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第37号様式

 

 

卸売業者以外の者からの買入物品等販売届出書（  月分） 

     年  月  日 

（宛先）川崎市長 

住       所                    

商    号              

氏名又は名称              

 

当市場の卸売業者以外の者から買い入れて、又は販売の委託を引き受けて販売した 

ので、川崎市中央卸売市場業務条例第５５条の規定により、次のとおり届け出ます。 

区分 品 名 数 量 仕入金額（円） 販売金額（円） 備 考 

買入 

物品 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

小  計     

受託 

物品 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

小  計     

合     計     
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　第47号様式から第52様式までを削る。

　第53号様式中「あて先」を「宛先」に、

「

　卸売業者名　　　　　　　　　　

」

を

「

　住　所　　　　　　　　　　

　商　号　　　　　　　　　　

　名　称　　　　　　　　　印

」

に、「第63条第１項」を「第58条第３項」に改め、同様

式を第38号様式とする。

　第54号様式中「物品検査」を「物品確認」に、「願書」

を「申請書兼証明書」に、「あて先」を「宛先」に、

「

　卸売業者名　　　　　　　　　　

」

を

「

　住　所　　　　　　　　　　

　商　号　　　　　　　　　　

　名　称　　　　　　　　　印

」

に、「第87条第２項」を「第72条第２項」に、「証明願い

ます」を「証明書の交付を申請します」に、「訂正単価」

を「変更後単価」に、「訂正金額」を「変更後金額」に、

「

事故内容 　

」

を

「

事故内容 　

出荷日 　　年　　月　　日　　

」

に、「第64条第１項ただし書」を「第59条第１項ただし書」

に、「検査の」を「確認の」に、「上記に」を「上記のと

おり」に改め、同様式を第39号様式とし、同様式の次に

次の１様式を加える。
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第４０号様式 

 

市場施設使用指定書 

川崎市指令 第    号 

 

住    所             

商    号             

氏名又は名称             

 

川崎市中央卸売市場業務条例第６１条第１項の規定により、次のとおり使用施設を指

定します。 

   年  月  日 

 

川崎市長          印  

 

位置（指定場所）  

面 積  

使 用 期 間  

施 設 の 種 類  

使 用 料  

備 考  
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　第55号様式中「あて先」を「宛先」に、「第66条第２項」

を「第61条第２項」に、

「

使用料 　　　指示のとおり

備　考 　

」

を

「

備　考 　

」

に改め、同様式を第41号様式とする。

　第56号様式中「あて先」を「宛先」に、「第67条第２項」

を「第62条第２項」に改め、同様式を第42号様式とする。

　第57号様式中「あて先」を「宛先」に、「第68条第１項」

を「第63条第１項」に、「施行場所」を「施工場所」に、

「施行内容」を「施工内容」に、

「

施行に要する費用 一切申請者が負担します。

添　付　書　類
□設計図面　　　　　　　□仕様書

□費用見積書　　　　　　□その他

」

を

「

添　付　書　類
□設計図面　　　　　　　□仕様書

□費用見積書　　　　　　□その他

」

に改め、同様式を第43号様式とする。

　第58号様式中「あて先」を「宛先」に、「第73条」を「第

68条」に改め、同様式を第44号様式とする。

　第59号様式（表）中「卸売市場法第48条第２項又は川

崎市中央卸売市場業務条例第74条第１項及び第２項」を

「川崎市中央卸売市場業務条例第69条第１項及び第２

項」に改め、同様式（裏）を次のように改め、同様式を

第45号様式とする。
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(裏) 

 
 

川崎市中央卸売市場業務条例（抜粋） 

 
第６９条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認

めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、その業務若しくは財産に

関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、卸売業者、仲卸業者又は関

連事業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状

況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 市長は、市場施設の適正な使用を確保するため必要があると認めるときは、使用

者に対し、指定又は許可を受けた市場施設の使用に関し報告若しくは資料の提出を

求め、又はその職員に使用者の市場施設に立ち入り、その使用状況を検査させるこ

とができる。 
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　（川崎市中央卸売市場業務条例施行規則等の一部を改

正する規則の一部改正）

第２条　川崎市中央卸売市場業務条例施行規則等の一部

を改正する規則（昭和57年川崎市規則第90号）の一部を

次のように改正する。

　附則第３項の表北部市場の部仲卸業者市場使用料の款

中「第52条第２項第１号の許可を受けた場合、同項第２

号の要件を満たしている場合及び同項第３号の承認を受

けた場合は、その買入物品」を「第55条の規定により届

け出た買入物品及び受託物品」に改める。

　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、令和２年６月21日から施行する。

　（経過措置）

２ 　第１条の規定による改正前の規則の規定により調製

した帳票で現に残存するものについては、当分の間、

必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用するこ

とができる。

　　　───────────────────

　川崎市地方卸売市場業務条例施行規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

　　令和２年５月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第43号

　　　川崎市地方卸売市場業務条例施行規則の一

　　　部を改正する規則

　川崎市地方卸売市場業務条例施行規則（平成19年川崎

市規則第１号）の一部を次のように改正する。

　目次中「第４条」を「第９条」に、「第５条－第11条」

を「第10条－第20条」に、「第12条－第22条」を「第21

条－第32条」に、「第23条－第28条」を「第33条－第36条」

に、「第29条－第37条」を「第37条－第45条」に、「第38

条－第68条」を「第46条－第70条」に、「第69条・第70条」

を「第71条・第72条」に、「第71条－第81条」を「第73

条－第83条」に、「第82条－第86条」を「第84条－第88条」

に、「第87条－第89条」を「第89条－第91条」に改める。

　第53条を削る。

　第52条第１項中「卸売（電子商取引による卸売を除

く。）」を「卸売」に改め、同条を第53条とする。

　第47条から第51条までを削る。

　第46条第２項中「前項の」を「前項の規定による」に

改め、同条を第52条とする。

　第45条第１項第１号中「だれ」を「誰」に改め、同条

第２項中「呼び上げ、又は表示しなければならない。」

を「呼び上げなければならない。」に改め、同条を第51

条とする。

　第44条第１項中「第21号様式」を「第27号様式」に、「行

われなければ」を「行わなければ」に改め、同条第２項

中「行われなければ」を「行わなければ」に改め、同条

第４項中「卸売業者」を「せり人」に改め、同条第５項

中「卸売業者」を「せり人」に改め、「氏名又は商号若

しくは」を削り、「呼び上げ、又は表示し」を「呼び上げ」

に改め、同条を第50条とする。

　第43条第１項中「上場単位ごとに行われなければ」を

「行わなければ」に改め、ただし書を削り、同条第２項

中「卸売業者」を「せり人」に改め、「（電子商取引によ

るせり売の場合は所定の時間に達したとき）」を削り、

同条第３項中「卸売業者」を「せり人」に改め、同条第

４項中「卸売業者」を「せり人」に、「氏名又は商号若

しくは売買参加章」を「売買参加章又は売買参加補助章」

に、「呼び上げ、又は表示し」を「呼び上げ」に改め、

同条を第49条とする。

　第42条の見出し中「下見等」を「下見」に改め、同条

中「（電子商取引にあっては、これらの閲覧）」を削り、

同条を第48条とする。

　第41条中「行う卸売」の次に「（市場外で引渡しをす

る物品の卸売を除く。以下この条及び次条本文において

同じ。）」を加え、「（電子商取引にあっては、これらの画

像情報。以下同じ。）」を削り、同条を第47条とする。

　第40条を削る。

　第39条を第46条とする。

　第38条を削る。

　第37条第１項中「第６条」を「第14条」に、「第28条

第１項」を「第35条第１項」に改め、同条第２項中「第

21条」を「第31条」に、「第32条」を「第39条」に、「第

22条」を「第31条」に改め、「営業報告書」の次に「（第

22号様式）」を加え、第２章第４節中同条を第45条とする。

　第36条の見出し中「名称変更等」を「関連事業者の名

称変更等」に改め、同条第１項中「第32条」を「第39条」

に、「第21条第１項」を「第30条第１項」に、「仲卸業者（関

連事業者）の名称変更等の届出書」を「仲卸業者（関連

事業者）名称変更等届出書」に改め、同条第２項中「第

20条第２項」を「第30条第２項」に、「第32条」を「第

39条」に、「第21条第２項」を「第30条第２項」に改め、

同条を第44条とする。

　第35条の見出し中「不適格事実を」を「関連事業者の

不適格事実の」に改め、同条中「第27条第１項第１号」

を「第34条第１項第１号」に改め、同条を第43条とする。

　第34条の見出し中「相続」を「関連事業の業務の相続」

に改め、同条第１項中「第32条」を「第39条」に、「第

20条第４項」を「第29条第４項」に、「第11号様式」を「第

19号様式」に改め、同条第２項中「第30条第２項第１号」

を「第38条第２項（第２号を除く。）」に改め、同条を第

42条とする。

　第33条の見出し中「営業等」を「関連事業者の営業等」

に改め、同条第１項中「第32条」を「第39条」に、「第
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19条第３項」を「第28条第３項」に、「第８号様式」を「第

16号様式」に改め、同条第２項中「第32条」を「第39条」

に、「第19条第３項」を「第28条第３項」に、「第９号様

式」を「第17号様式」に、「第10号様式」を「第18号様式」

に改め、同条第３項中「第30条第２項」を「第38条第２

項」に、「第19条第１項」を「第28条第１項」に、「第19

条第２項」を「第28条第２項」に改め、同条を第41条と

する。

　第32条第１項中「第29条第１項」を「第36条第１項」

に、「第64条第２項」を「第68条第２項」に改め、同条

第２項中「第14条第２項」を「第24条第２項」に改め、

同条を第40条とする。

　第31条の見出し中「許可証」を「関連事業の業務の許

可証」に改め、同条第１項中「第26条第１項」を「第33

条第１項」に、「第19号様式」を「第26号様式」に改め、

同条を第39条とする。

　第30条の見出しを「（関連事業者の許可申請）」に改め、

同条第１項中「第26条第２項」を「第33条第２項」に、

「第18号様式」を「第25号様式」に改め、同条第２項第

１号オを次のように改める。

　　オ 　事業開始後３事業年度における事業計画書

　第30条第２項第１号カ中「第27条第１項第２号」を

「第34条第１項第２号」に改め、同項第２号ウからオま

でを次のように改める。

　　ウ 　直前３年の各事業年度における貸借対照表及び

損益計算書

　　エ 　事業開始後３事業年度における事業計画書

　　オ 　株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称

及びその持株数又は出　資額を記載した書面

　第30条第２項第２号キ中「第27条第１項第２号」を

「第34条第１項第２号」に改め、同条を第38条とする。

　第29条第１項中「第26条第１項第１号」を「第33条第

１項第１号」に改め、同条第２項中「第26条第１項第２

号」を「第33条第１項第２号」に改め、同条を第37条と

する。

　第27条及び第28条を削る。

　第26条の見出し中「承認証等」を「売買参加章等」に

改め、同条中「その資格を失ったときは、売買参加者承

認証、売買参加章」を「卸売業者から卸売を受けること

を廃止したときは、売買参加章」に改め、第２章第３節

中同条を第36条とする。

　第25条第１項中「第23条第１項」を「第32条第１項」

に、「承認をした」を「規定による届出があった」に改め、

同条第３項中「売買参加章」を「前２項の売買参加章」

に改め、同条を第34条とし、同条の次に次の１条を加え

る。

　（記載事項の変更等の届出）

第 35条　条例第32条第２項の規定による届出は、売買参

加者記載事項変更等届出書（第24号様式）によるもの

とする。

　第24条を削る。

　第23条を次のように改め、同条を第33条とする。

　（売買参加者の届出）

第 23条　条例第32条第１項の規定による届出は、売買参

加者届出書（第23号様式）によるものとする。

２ 　前項の届出は、次に掲げる書類を添付して行わなけ

ればならない。

　⑴ 　卸売業者の推薦書

　⑵ 　その他市長が必要と認める書類

　第22条中「第６条」を「第14条」に、「第16条第１項」

を「第25条第１項」に改め、第２章第２節中同条を第32

条とする。

　第21条の見出しを「（仲卸業者の営業報告）」に改め、

同条第１項中「第22条」を「第31条」に、「第14号様式」

を「第22号様式」に改め、同条第２項第３号中「第127条」

を「第96条」に、「第128条」を「第97条」に改め、同条

を第31条とする。

　第20条の見出し中「名称変更等」を「仲卸業者の名称

変更等」に改め、同条第１項中「第21条第１項」を「第

30条第１項」に、「仲卸業者（関連事業者）の名称変更

等の届出書（第12号様式）」を「仲卸業者（関連事業者）

名称変更等届出書（第20号様式）」に改め、同条第２項

中「第21条第２項」を「第30条第２項」に、「仲卸業者（売

買参加者、関連事業者）死亡（解散）届出書（第13号様

式）」を「仲卸業者（関連事業者）死亡（解散）届出書（第

21号様式）」に改め、同条を第30条とする。

　第19条の見出し中「不適格事実」を「仲卸業者の不適

格事実」に改め、同条中「第15条第４項第１号」を「第

24条第４項第１号」に改め、同条を第29条とする。

　第18条の見出し中「相続」を「仲卸しの業務の相続」

に改め、同条第１項中「第20条第４項」を「第29条第４

項」に、「第11号様式」を「第19号様式」に改め、同条

第２項中「第12条第２項第１号」を「第21条第２項（第

２号を除く。）」に改め、同条を第28条とする。

　第17条の見出し中「営業等」を「仲卸業者の営業等」

に改め、同条第１項中「第19条第３項」を「第28条第３

項」に、「第８号様式」を「第16号様式」に改め、同条

第２項中「第19条第３項」を「第28条第３項」に、「第

９号様式」を「第17号様式」に、「第10号様式」を「第

18号様式」に改め、同条第３項中「第12条第２項」を「第

21条第２項」に、「第19条第１項」を「第28条第１項」に、

「第19条第２項」を「第28条第２項」に改め、同条を第

27条とする。

　第16条の見出し中「許可証等」を「売買参加章等」に

改め、同条中「、仲卸業務許可証」を削り、同条を第26

条とする。
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　第15条第１項中「第16条第１項」を「第25条第１項」

に、「第６号様式」を「第14号様式」に改め、同条第２

項中「第７号様式」を「第15号様式」に改め、同条を第

25条とする。

　第14条第１項中「第17条第１項」を「第26条第１項」

に、「第64条第２項」を「第68条第２項」に改め、同条

を第24条とする。

　第13条の見出しを「（仲卸しの業務の許可証の交付

等）」に改め、同条中「第15条第１項」を「第24条第１項」

に、「第５号様式」を「第13号様式」に改め、同条に次

の１項を加える。

２ 　仲卸業者は、その資格を失ったときは、仲卸業務許

可証を遅滞なく市長に返還しなければならない。

　第13条を第22条とし、同条の次に次の１条を加える。

　 （許可を受けた部類以外の部類に属する物品の取扱承

認申請）

第 23条　条例第24条第５項の規定による承認の申請は、

許可外部類物品取扱承認申請書によるものとする。

２ 　前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。

　⑴ 　許可を受けた部類以外の部類に属する物品の取扱

に関する計画を記載した書類

　⑵ 　その他市長が必要と認める書類

　第12条の見出しを「（仲卸しの業務の許可申請書）」に

改め、同条第１項中「第15条第３項」を「第24条第３項」

に、「第４号様式」を「第12号様式」に改め、同条第２

項第１号オを次のように改める。

　　オ 　事業開始後３事業年度における事業計画書

　第12条第２項第１号カ中「第15条第４項第２号」を

「第24条第４項第２号」に改め、同項第２号ウからオま

でを次のように改める。

　　ウ 　直前３年の各事業年度における貸借対照表及び

損益計算書

　　エ 　事業開始後３事業年度における事業計画書

　　オ 　株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称

及びその持株数又は出　資額を記載した書面

　第12条第２項第２号キ中「第15条第４項第２号」を

「第24条第４項第２号」に改め、同条を第21条とする。

　第10条及び第11条を削除する。

　第９条第１項中「第13条の承認を受けようとする卸売

業者」を「第22条の規定による承認の申請」に、「第３

号様式」を「第11号様式」に改め、同条第３項中「第13

条」を「第22条」に改め、同条を第19条とし、第２章第

１節中同条の次に次の１条を加える。

　（卸売業者の不適格事実の生じた場合の届出）

第 20条　卸売業者又はその清算人は、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出

なければならない。

　⑴ 　卸売業者が解散したとき。 

　⑵ 　卸売業者が条例第10条第４項第３号ア又はイに該

当することとなったとき。

　第８条を削る。

　第７条中「第12条」を「第21条」に、「第１号様式の２」

を「第10号様式」に改め、同条を第18条とする。

　第６条第１項中「第８条第４項」を「第12条第４項」

に改め、同項第３号中「第８条第３項第５号」を「第12

条第３項第５号」に改め、同条を第14条とし、同条の次

に次の３条を加える。

　 （卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び

分割の認可申請）

第 15条　条例第17条第３項の規則で定める認可申請書

は、同条第１項の認可に係る申請であるときは、第５

号様式によるものとする。

２ 　条例第17条第３項の規則で定める認可申請書は、同

条第２項の合併の認可に係る申請であるときは第６号

様式、分割の認可に係る申請であるときは第７号様式

によるものとする。

３ 　前２項の認可申請書の添付書類については、第10条

第２項の規定を準用する。この場合において、条例第

17条第１項の認可に係る申請については、第10条第２

項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類

並びに譲渡し及び譲受けに係る契約書の写し」と、条

例第17条第２項の認可に係る申請については、第10条

第２項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる

書類及び合併又は分割に係る契約書の写し」と読み替

えるものとする。

　（卸売業者の名称変更等の届出）

第 16条　条例第18条第１項の規定による届出は、卸売業

者名称変更等届出書（第８号様式）によるものとし、

かつ、同項第２号及び第４号に係るものについては、

届出事項に係る内容を証明する書類を添付しなければ

ならない。

　（せり人の名簿）

第 17条　条例第20条第１項のせり人の名簿は、第９号様

式によるものとする。

　第５条中「第８条第１項」を「第12条第１項」に、「第

３条第１項各号」を「第６条第１項各号」に改め、同条

を第13条とし、第２章第１節中同条の前に次の３条を加

える。

　（卸売の業務の許可申請）

第 10条　条例第10条第３項の規則で定める許可申請書

は、第２号様式によるものとする。

２ 　前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。

　⑴ 　定款又は規約

　⑵ 　登記事項証明書
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　⑶ 　直前３年の各事業年度における貸借対照表及び損

益計算書

　⑷ 　事業開始後３事業年度における事業計画書

　⑸ 　株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及

びその持株数又は出資額を記載した書面

　⑹ 　業務を執行する役員に係る市区町村長の発行する

身分証明書又はこれに代わる書類並びに履歴書及び

写真

　⑺ 　業務を執行する役員が条例第10条第４項第３号イ

に該当しないことを誓約する書面

　⑻ 　申請者が他の法人に対する支配関係（他の法人に

対する関係で、次に掲げるものをいう。以下同じ。）

を持っているときは、その法人の名称及び住所、そ

の法人の総株主等（総株主、総社員又は総出資者を

いう。以下同じ。）の議決権（株式会社にあっては、

株主総会において決議をすることができる事項の全

部につき議決権を行使することができない株式につ

いての議決権を除き、会社法（平成17年法律第86

号）第879条第３項の規定により議決権を有するも

のとみなされる株式についての議決権を含む。以下

同じ。）の数及び当該議決権の数のうち当該申請者

が有する議決権の数、その法人に対する支配関係を

持つに至った理由を記載した書面並びにその法人の

定款又は規約、直前事業年度の貸借対照表及び損益

計算書並びに当該事業年度の事業計画書

　　ア 　申請者がその法人の総株主等の議決権の２分の

１以上に相当する議決権を有する関係

　　イ 　申請者の営む卸売の業務に従事している者又は

従事していた者が役員の過半数又は代表する権限

を有する役員の過半数を占める関係

　　ウ 　申請者がその法人の総株主等の議決権の100分

の10以上に相当する議決権を有し、かつ、その法

人の事業活動の主要部分について継続的で緊密な

関係を維持する関係（イに掲げるものを除く。）

　⑼ 　その他市長が必要と認める書類

　（卸売の業務の許可証の交付等）

第 11条　市長は、条例第10条第１項の許可をしたとき

は、卸売業務許可証（第３号様式）を交付するものと

する。

２ 　卸売業者は、その資格を失ったときは、卸売業務許

可証を遅滞なく市長に返還しなければならない。

　（許可を受けた部類以外の部類に属する物品の取扱承

認申請）

第 12条　条例第10条第５項の規定による承認の申請は、

許可外部類物品取扱承認申請書（第４号様式）による

ものとする。

２ 　前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。

　⑴ 　許可を受けた部類以外の部類に属する物品の取扱

に関する計画を記載した書類

　⑵ 　その他市長が必要と認める書類

　第１章中第４条を第９条とする。

　第３条第１項中「第３条第１項第１号」を「第６条第

１項第１号」に改め、同条第２項中「第３条第１項」を

「第６条第１項」に改め、同条を第８条とする。

　第２条の６第２項第２号中「第58条第１項」を「第62

条第１項」に改め、同項第３号中「第58条第２項」を「第

62条第２項」に改め、同項第４号中「第59条第２項ただ

し書」を「第63条第２項ただし書」に改め、同項第５号

中「第60条第１項ただし書」を「第64条第１項ただし書」

に改め、同項第６号中「第61条ただし書」を「第65条た

だし書」に改め、同条を第７条とする。

　第２条の５中「第２条の２第１項」を「第３条第１項」

に改め、同条を第６条とする。

　第２条の４第１項中「第２条の２第１項各号」を「第

３条第１項各号」に改め、同条第３項中「第２条の２」

を「第３条」に改め、同条を第５条とする。

　第２条の３第２項中「第２条の２第２項」を「第３条

第２項」に改め、同条を第４条とする。

　第２条の２各号列記以外の部分中「第２条の２第１

項」を「第３条第１項」に改め、同条第２号中「第２条

の２第１項」を「第３条第１項」に改め、同条第４号中

「第２条の２第２項」を「第３条第２項」に改め、同条

を第３条とする。

　第54条を削る。

　第55条第１項中「第42条」を「第45条第１項」に改め、

同条を第54条とする。

　第56条中「第45条第１項」を「第48条第１項」に改め、

同条を第55条とする。

　第57条中「第45条第１項」を「第48条第１項」に改め、

同条を第56条とする。

　第58条中「第46条第１項」を「第49条第１項」に改め、

同条を第57条とする。

　第59条第１項中「第46条第３項」を「第49条第３項」

に改め、同条を第58条とする。

　第60条第１号中「第46条第３項」を「第49条第３項」

に改め、同条第２号中「第46条第３項の規定による」を

「第49条第３項に規定する」に改め、同条を第59条とす

る。

　第61条中「第46条第３項」を「第49条第３項」に改め、

同条を第60条とする。

　第62条を削る。

　第63条第１項中「第50条第１項」を「第52条第１項」

に改め、同項第２号中「電子商取引により」を「市場外

で」に改め、同条第２項中「第50条第１項」を「第52条

第１項」に、「第３条第１項各号」を「第６条第１項各
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号」に改め、同条第３項中「第50条第２項」を「第52条

第２項」に改め、同条第４項中「第50条第３項」を「第

52条第３項」に、「第30号様式」を「第29号様式」に改め、

同条第５項中「第50条第４項」を「第52条第４項」に、

「第31号様式」を「第30号様式」に改め、同条第６項中

「第50条第５項」を「第52条第５項」に、「第32号様式」

を「第31号様式」に改め、同条に次の１項を加える。

７ 　前３項に規定する報告書については、当該報告書に

記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって、代え

ることができる。

　第63条を第61条とし、同条の次に次の２条を加える。

　（卸売業者による卸売予定数量等の公表）

第 62条　条例第53条第１項の規則で定める時刻は、卸売

のための販売開始時刻の１時間前とする。

　（卸売業者以外の者からの買入物品等販売届出）

第 63条　条例第56条の規定による届出は、卸売業者以外

の者からの買入物品等販売届出書（第32号様式）によ

るものとする。

　第64条を削る。

　第65条第１項中「的確」を「適確」に改め、同項第１

号中「第45条第１項」を「第48条第１項」に改め、同項

第２号中「第57条」を「第56条」に改め、同項第３号中

「第58条」を「第57条」に改め、同項第４号中「第52条」

を「第57条」に改め、同条を第64条とし、同条の次に次

の１条を加える。

　（売買仕切書又は売買仕切金の送付期日）

第 65条　条例第57条第１項に規定する売買仕切書を送付

しなければならない期日は、卸売をした当日とする

２ 　条例第57条第１項に規定する売買仕切金を送付しな

ければならない期日は、次の各号に掲げる取扱品目の

部類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

　⑴ 　青果部　卸売をした日から起算して３日以内

　⑵ 　水産物部　卸売をした日から起算して７日以内

　⑶ 　花き部　卸売をした日から起算して15日以内

　　第66条を次のように改める。

　（売買仕切金の支払方法）

第 66条　条例第57条第１項の規則で定める方法は、現金

払、小切手の振出し又は送金払のいずれかの方法とす

る。

　第89条を第91条とする。

　第88条第１項第１号中「第４条第２項」を「第７条第

２項」に改め、同項第２号中「第５条第１項ただし書」

を「第８条第１項ただし書」に改め、同項第４号中「仲

卸業者、売買参加者」を「卸売業者、仲卸業者」に改め、

同項第５号中「仲卸業者」を「卸売業者、仲卸業者」に、

「又は事業」を「若しくは事業」に改め、同項第６号中

「仲卸しの業務」を「卸売の業務、仲卸しの業務」に改

め、同項第７号を次のように改める。

　⑺ 　条例第20条第１項の規定によりせり人の名簿が提

出されたとき。

　第88条第１項第８号中「第68条」を「第72条」に改め、

同条第２項中「第49条第３項」を「第51条第３項」に改

め、同条を第90条とする。

　第87条中「第66条第３項」を「第70条第３項」に、「第

35号様式」を「第34号様式」に改め、同条を第89条とする。

　第６章中第86条を第88条とし、第82条から第85条まで

を２条ずつ繰り下げる。

　第81条中「第64条第３項」を「第68条第３項」に改め、

同条を第82条とし、第５章中同条の次に次の１条を加え

る。

　（利用料金の減免申請）

第 83条　条例第69条の規定による利用料金の減額又は免

除を受けようとする者は、指定管理者に申請しなけれ

ばならない。

　第80条第１項中「別表第５」を「別表」に改め、同条

第２項中「第64条第５項」を「第68条第５項」に改め、

同条を第81条とする。

　第79条を削る。

　第78条第１項中「第64条第２項に掲げる」を「第68条

第２項の」に改め、同条第２項及び第３項中「第64条第

２項第２号に掲げる利用料金」を「第68条第２項の利用

料金（条例別表に掲げる卸売業者市場利用料金、仲卸業

者市場利用料金及び関連事業者市場利用料金を除く。）」

に改め、同条を第80条とする。

　第77条を第79条とする。

　第76条中「第61条」を「第65条」に改め、同条を第78

条とする。

　第75条を第77条とする。

　第74条中「第60条第１項ただし書」を「第64条第１項

ただし書」に改め、同条を第76条とする。

　第73条中「第59条第２項ただし書」を「第63条第２項

ただし書」に改め、同条を第75条とする。

　第72条中「第58条第１項」を「第62条第１項」に改め、

同条を第74条とする。

　第71条第１項中「第58条第３項」を「第62条第３項」

に改め、同条第３項中「第58条第２項」を「第62条第２

項」に改め、同条を第73条とする。

　第70条中「第57条第２項」を「第61条第２項」に改め、

第４章中同条を第72条とする。

　第69条中「第57条第１項第１号」を「第61条第１項第

１号」に改め、同条を第71条とする。

　第68条第１項中「第56条第１項ただし書」を「第60条

第１項ただし書」に改め、同条第２項中「第56条第１項

ただし書」を「第60条第１項ただし書」に、「第34号様式」

を「第33号様式」に改め、第３章中同条を第70条とする。

　第67条を第69条とする。
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　第66条の次に次の２条を加える。

　（買受代金の支払期日）

第 67条　条例第59条第１項に規定する出荷者等から買い

受けた物品の代金の支払期日は、次の各号に掲げる取

扱品目の部類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

　⑴ 　青果部　物品を買い受けた日から起算して３日以

内

　⑵ 　水産物部　物品を買い受けた日から起算して７日

以内

　⑶ 　花き部　物品を買い受けた日から起算して15日以

内

２ 　条例第59条第１項に規定する卸売業者から買い受け

た物品の代金の支払期日は、次の各号に掲げる取扱品

目の部類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

　⑴ 　青果部　物品を買い受けた日から起算して３日以

内

　⑵ 　水産物部　物品を買い受けた日から起算して５日

以内

　⑶ 　花き部　物品を買い受けた日から起算して15日以

内

３ 　条例第59条第１項に規定する仲卸業者から買い受け

た物品の代金の支払期日は、物品を買い受けた当日と

する。

　（買受代金の支払方法）

第 68条　条例第59条第２項の規則で定める方法は、現金

払、小切手の振出し又は送金払のいずれかの方法とす

る。

　別表中「（第３条関係）」を「（第８条関係）」に改める。

　様式目次を次のように改める。

様式目次

様式番号 名称 関係条文

１ 指定管理者指定書 第６条

２ 卸売業務許可申請書 第10条第１項

３ 卸売業務許可証 第11条第１項

４ 許可外部類物品取扱承認申請書 第12条第１項

第23条第１項

５ 卸売業者の事業の譲渡し及び譲受

け認可申請書

第15条第１項

６ 卸売業者の合併認可申請書 第15条第２項

７ 卸売業者の分割認可申請書 第15条第２項

８ 卸売業者名称変更等届出書 第16条

９ せり人の名簿 第17条

10 せり人章 第18条

11 卸売の代行承認申請書 第19条第１項

12 仲卸業務許可申請書 第21条第１項

13 仲卸業務許可証 第22条第１項

14 売買参加章 第25条第１項

第34条第１項

15 売買参加補助章 第25条第２項

第34条第２項

16 仲卸業者（関連事業者）の営業等

の譲渡し及び譲受け認可申請書

第27条第１項

第41条第１項

17 仲卸業者（関連事業者）の合併認

可申請書

第27条第２項

第41条第２項

18 仲卸業者（関連事業者）の分割認

可申請書

第27条第２項

第41条第２項

19 仲卸業務（関連事業業務）相続認

可申請書

第28条第１項

第42条第１項

20 仲卸業者（関連事業者）名称変更

等届出書

第30条第１項

第44条第１項

21 仲卸業者（関連事業者）死亡（解

散）届出書

第30条第２項

第44条第２項

22 仲卸業者（関連事業者）営業報告

書

第31条第１項

第45条第２項

23 売買参加者届出書 第33条第１項

24 売買参加者記載事項変更等届出書 第35条

25 関連事業業務許可申請書 第38条第１項

26 関連事業業務許可証 第39条第１項

27 入札票 第50条第１項

28 受託契約約款（変更）届出書 第54条第１項

29 市況等に関する月例報告書 第61条第４項

30 仲卸業者販売金額等月例報告書 第61条第５項

31 関連事業者業務実績月例報告書 第61条第６項

32 卸売業者以外の者からの買入物品

等販売届出書

第63条

33 販売後の受託物品確認証明申請書

兼証明書

第70条第２項

34 検査職員の身分証明書 第89条

　第１号様式中「第２条の５」を「第６条」に改める。

　第８号様式から第15号様式までを削る。

　第７号様式を第15号様式とする。

　第６号様式を第14号様式とする。

　第２号様式から第５号様式までを削る。

　第１号様式の２を第10号様式とし、同様式の次に次の

３様式を加える。
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第１１号様式 

 

 

卸売の代行承認申請書 

 

 

  年  月  日   

 

 

  （宛先）川崎市長 

 

      住 所           

商 号           

名 称        印  

 

 川崎市地方卸売市場業務条例第２２条の規定により、卸売の代行をさせる者の承認を

受けたいので、関係書類を添えて、次のとおり申請します。 

 

 

氏 名 又 は 名 称          

住      所  

取扱品目の部類                             部 

理      由  

主な取扱物品の産地及び仕入先市場 

取 扱 品 目 産     地 仕入先市場 
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第１２号様式 

 

 

仲卸業務許可申請書 

 

 

  年  月  日   

 

 

 （宛先）川崎市長 

 

住 所             

商 号             

氏名又は名称          印  

 

 川崎市地方卸売市場業務条例第２４条第１項の規定により、仲卸しの業務の許可を受け

たいので、関係書類を添えて、次のとおり申請します。 

 

 

資本金又は出資の額 
  

役 員 の 氏 名 

  

仲卸しの業務を行う

取 扱 品 目 の 部 類 
                    部 

取 扱 品 目 
  

注 申請者が個人であるときは、資本金又は出資の額及び役員の氏名の欄は記入しないでく

ださい。 
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第１３号様式 

 

 

仲卸業務許可証 

 

 

 

川崎市指令 第     号   

 

 

 

住 所             

商 号             

氏名又は名称          様  

 

 

     年  月  日付けで申請のあった川崎市地方卸売市場南部市場  部にお

ける仲卸しの業務については、川崎市地方卸売市場業務条例第２４条第１項の規定によ

り、次の条件を付けて許可します。 

 

 

      年  月  日 

 

 

川崎市長          印  

 

 

 条 件 

  売買参加章番号は    とします。 
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　第１号様式の次に次の８様式を加える。

第２号様式 

 

 

卸売業務許可申請書 

 

 

   年  月  日   

 

 

 （宛先）川崎市長 

 

住 所             

商 号             

名 称          印  

 

 川崎市地方卸売市場業務条例第１０条第１項の規定により、卸売の業務の許可を受けた

いので、関係書類を添えて、次のとおり申請します。 

 

 

資本金又は出資の額 
  

役 員 の 氏 名 

  

卸 売 の 業 務を 行 う 

取 扱 品 目 の 部 類 
                    部 

取 扱 品 目 
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第３号様式 

 

 

卸売業務許可証 

 

 

 

川崎市指令 第     号   

 

 

 

住 所              

商 号              

名 称           様  

 

 

     年  月  日付けで申請のあった川崎市地方卸売市場南部市場  部にお

ける卸売の業務については、川崎市地方卸売市場業務条例第１０条第１項の規定によ

り、次の条件を付けて許可します。 

 

 

      年  月  日 

 

 

川崎市長          印  

 

 

 条 件 
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第４号様式 

 

許可外部類物品取扱承認申請書 

 

   年  月  日  

（宛先）川崎市長 

住    所             

商    号             

氏名又は名称           印 

 

 川崎市地方卸売市場業務条例第１０条第５項（第２４条第５項）の規定により、許可に

係る取扱品目の部類以外の部類に属する物品を取扱うことについて承認を受けたいので、

次のとおり申請します。 

 

承 認 申 請 者 □ 卸売業者     □ 仲卸業者 

当 該 許 可 に 係 る 

取 扱 品 目 の 部 類 
 

承 認 を 受 け た い 

取 扱 品 目 の 部 類 
 

出  荷  者  等  

物    品    名  

入 荷 見 込 数 量 [ 単 位 ]       [  ]（１日当たり    [  ]） 

取 扱 期 間    年  月  日  から   年  月  日 

必 要 と す る 理 由  

備      考  
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第５号様式 

 
卸売業者の事業の譲渡し及び 

譲 受 け 認 可 申 請 書 

  

 

  年  月  日   

 

 

 （宛先）川崎市長 

 

 

譲渡人住所             

商 号             

名    称          印  

 

譲受人住所             

商 号             

名    称          印  

 

 川崎市地方卸売市場業務条例第１７条第１項の規定により、卸売業者の事業の譲渡し及

び譲受けの認可を受けたいので、関係書類を添えて、次のとおり申請します。 

 

譲 渡 す る 事 業 に 係 る 取 扱 品 目 の 部 類             部 

譲 渡 し 及 び 譲 受 け の 予 定 年 月 日   ・     ・   

譲 渡 し 及 び 譲 受 け を 必 要 と す る 理 由 

 

備 考 
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第６号様式 

卸売業者の合併認可申請書 

 

  年  月  日   

 

 （宛先）川崎市長 

 

住 所             

商 号             

名 称          印  

 

住 所             

商 号             

名 称          印  

 

 川崎市地方卸売市場業務条例第１７条第２項の規定により、卸売業者の合併の認可を

受けたいので、関係書類を添えて、次のとおり申請します。 

合 併 後 存 続 す る 法 人 又 は

合 併 に よ り 設 立 さ れ る 法

人 の 住 所 、 商 号 及 び 名 称 

住 所                   

商 号                   

名 称                   

取 扱 品 目 の 部 類                部 

合 併 の 方 法 及 び 条 件   

合 併 の 予 定 年 月 日   ・      ・   

合 併 を 必 要 と す る 理 由   

備 考  
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第７号様式 

卸売業者の分割認可申請書 

 

  年  月  日   

 

 

  （宛先）川崎市長 

 

 

住 所             

商 号             

名 称          印  

 

 

 

 川崎市地方卸売市場業務条例第１７条第２項の規定により、卸売業者の分割の認可を受

けたいので、関係書類を添えて、次のとおり申請します。 

分割後業務を承継する法

人の住所、商号及び名称 

住 所                       

商 号                       

名 称                       

取 扱 品 目 の 部 類             部 

分 割 の 方 法 及 び 条 件   

分 割 の 予 定 年 月 日     ・      ・     

分割を必要とする理由   

備 考  
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第８号様式 

 

卸売業者名称変更等届出書 

 

  年  月  日   

 

 （宛先）川崎市長 

 

住 所             

商 号             

名 称          印  

  

 川崎市地方卸売市場業務条例第１８条の規定により、関係書類を添えて、次のとおり

届け出ます。 

 

業
務 

□開始 □休止 

□再開 □廃止 

年月日 

  ・  ・   

理由 

 
新 旧 

名 称 
  

住 所 
  

商 号 
  

資 本 金 

又 は 

出 資 の 額 

  

役 員 

役職名 氏 名 役職名 氏 名 

注 該当する事項のみを記入してください。 
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第９号様式 

 

せ り 人 の 名 簿 

    年  月  日 

 （宛先）川崎市長 

住 所               

商 号               

名 称          印 

 

  川崎市地方卸売市場業務条例第２０条第１項の規定により、せり人の名簿を作成しま

したので、次のとおり提出します。 

   

氏   名 
卸売の業務に 
携わった期間 

備   考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

注 名簿に記載した事項に変更が生じたことによりせり人の名簿を提出する場合におい

ても、全てのせり人を記載してください。 
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　第16号様式から第34号様式までを次のように改める。

第１６号様式 

  
仲卸業者（関連事業者）の営業

等の譲渡し及び譲受け認可申請書 

  

 

  年  月  日   

 

 

 （宛先）川崎市長 

 

 

譲渡人住所             

商 号             

氏名又は名称          印  

 

譲受人住所             

商 号             

氏名又は名称          印  

 

 川崎市地方卸売市場業務条例第２８条第１項（第３９条において準用する第２８条）の

規定により、仲卸業者（関連事業者）の営業等の譲渡し及び譲受けの認可を受けたいので、

関係書類を添えて、次のとおり申請します。 

 

譲 渡 す る 営 業 等 に 係 る 取 扱 品 目 の 部 類             部 

譲 渡 し 及 び 譲 受 け の 予 定 年 月 日 ・     ・ 

譲 渡 し 及 び 譲 受 け を 必 要 と す る 理 由 

  

備 考 
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第１７号様式 

仲卸業者（関連事業者）の合併認可申請書 

 

  年  月  日   

 

 （宛先）川崎市長 

 

住 所             

商 号             

名 称          印  

 

住 所             

商 号             

名 称          印  

 

 川崎市地方卸売市場業務条例第２８条第２項（第３９条において準用する第２８条）の

規定により、仲卸業者（関連事業者）の合併の認可を受けたいので、関係書類を添えて、

次のとおり申請します。 

合 併 後 存 続 す る 法 人 又 は

合 併 に よ り 設 立 さ れ る 法

人 の 住 所 、 商 号 及 び 名 称 

住 所                   

商 号                   

名 称                   

取 扱 品 目 の 部 類             部 

合 併 の 方 法 及 び 条 件   

合 併 の 予 定 年 月 日     ・      ・     

合 併 を 必 要 と す る 理 由   

備 考  
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第１８号様式 

仲卸業者（関連事業者）の分割認可申請書 

 

  年  月  日   

 

 

  （宛先）川崎市長 

 

 

住 所             

商 号             

名 称          印  

 

 

 

 川崎市地方卸売市場業務条例第２８条第２項（第３９条において準用する第２８条）

の規定により、仲卸業者（関連事業者）の分割の認可を受けたいので、関係書類を添え

て、次のとおり申請します。 

分 割 後 業 務 を 承 継 す る 

法人の住所、商号及び名称 

住 所                       

商 号                       

名 称                       

取 扱 品 目 の 部 類             部 

分 割 の 方 法 及 び 条 件   

分 割 の 予 定 年 月 日     ・      ・     

分 割 を 必 要 と す る 理 由   

備 考  
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第１９号様式 

 
 

仲卸業務（関連事業業務）相続認可申請書 
 

  年  月  日   
 
  （宛先）川崎市長 
 
 

住 所             

氏 名          印  

（被相続人との続柄）      
 
 
 川崎市地方卸売市場業務条例第２９条第１項（第３９条において準用する第２９条）の

規定により、仲卸しの業務（関連事業の業務）の相続の認可を受けたいので、関係書類を

添えて、次のとおり申請します。 

 
 

被 相 続 人 氏 名   

被 相 続 人 住 所   

引き続き営もうとする取扱品目の部類                部 

業 務 開 始 の 予 定 年 月 日    ・    ・    

相 続 開 始 の 年 月 日    ・    ・    

備 考 
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第２０号様式 

 

仲卸業者（関連事業者）名称変更等届出書 

 

  年  月  日   

 

 （宛先）川崎市長 

                      住     所            

商 号             

氏名又は名称          印  

 

 川崎市地方卸売市場業務条例第３０条第１項（第３９条において準用する第３０条）の

規定により、関係書類を添えて、次のとおり届け出ます。 

 

業
務 

□開始 □休止 

□再開 □廃止 

年月日 

・  ・  ・ 

理由 

  
新 旧 

氏 名 又 は 名 称 
    

住 所 
    

商 号 
    

法

人

の

場

合 

資本金又は

出 資 の 額 

  

役 員 

役職名 氏 名 役職名 氏 名 

注 該当する事項のみを記入してください。 
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第２１号様式 

   

仲 卸 業 者 （ 関 連 事 業 者 ） 

死 亡 （ 解 散 ） 届 出 書  

  

 

 

 

  年  月  日   

 

 

 （宛先）川崎市長 

 

 

住 所             

相続人又は清算人          印  

 

 

 仲卸業者（関連事業者）が死亡（解散）したので、川崎市地方卸売市場業務条例第３

０条第２項（第３９条において準用する第３０条第２項）の規定により、関係書類を添

えて、次のとおり届け出ます。 

 

氏 名 又 は 名 称 

  

住 所 

  

理 由 □死亡  □解散 

死亡又は解散の年月日 ・    ・    ・ 

 



（第1,795号）令和２年(2020年)５月25日 川 崎 市 公 報

－2388－

第２２号様式 

 

仲卸業者（関連事業者）営業報告書 

年  月  日  

 （宛先）川崎市長 

 

川崎市地方卸売市場南部市場  部   

住        所                

商    号              

氏名又は名称          印   

 

 川崎市地方卸売市場業務条例第３１条の規定により  年  月  日から  年 

 月  日までの営業報告書を提出します。 

 

第１ 業務の状況 

 １ 事業の概要 

  （記載上の注意） 

   仲卸しの業務に係る売上高、経営収支の概要その他特記すべき事項を記載してく 

ださい。 

 ２ 総会及び取締役会等の決議事項等 

  (1) 総会の決議事項 

  開 催 年 月 日 決 議 事 項   

    

  （記載上の注意） 

   総会の定時・臨時の別、決議事項の概要等を記載し、決議事項のうちに商業登記 

を要する事項がある場合において、当該登記をしたときは、その登記年月日を併記 

してください。 

  (2) 取締役会等の決議事項等 

  開 催 年 月 日 決 議 事 項 等   

    

（記載上の注意） 

   株式会社にあっては取締役会等、株式会社以外にあっては業務執行者会議、理事 

会その他業務執行者の会議について出席人員、重要決議事項等を記載してください。 

   なお、この場合において重要決議事項等とは、会社法（平成１７年法律第８６号 

）に規定された法定決議事項、重要運営方針の決定、内部規程の制定改廃、大口の 

債務の負担（借入金、預り金、債務の保証、債務の引受け等）、大口の債権の設定 

及び大口の投資等をいいます。 

 ３ 内部組織に関する事項 

  (1) 事業運営組織 

  （記載上の注意） 

   組織図（取締役、監査役等の別を付記してください。）で示し、これに各部門を 

担当する役職員の氏名（部長以上）、担当業務の概要、従業員数等を付記してくだ 

さい。 

   なお、組織の変更があった場合には、変更の内容、変更した年月日、変更の理由 

等を付記してください。 
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  (2) 役員の略歴及び持株数又は出資口数 

      年  月  日現在 

  役名及

び職名 

氏 名 

（生年月日及び住所） 
略 歴 

持株数又は

出 資 口 数  

  

        

  (3) 役員及び従業員の状況 

  区 分 人 数 平均年齢 平均勤続年数   

役

員 

常 勤 人 歳 年 

非 常 勤       

小 計       

従

業

員 

営
業
関
係 

仲 卸 し の 業 務       

兼 業 業 務 
      

事 務 関 係       

小 計       

合 計       

臨時従業員年間平均雇用人数       

  （記載上の注意） 

１ 従業員との兼務役員は、役員の項に記載してください。 

２ 臨時従業員年間平均雇用人数の項には、当該事業年度において雇用した延べ日 

数を当該事業年度の営業日数で除して得た数値の小数点以下を四捨五入して整数 

で記載してください。 

  (4) 株主構成 

  
区 分 役 員 従 業 員 

売買参加者

及び買出人 
その他 合 計 

  

株 主 数 
          

所有株式数 
          

所有株式数 

の 割 合 
％ ％ ％ ％ 

１００．

０％ 

大口株主の名簿（上位１０位まで） 

  
氏名又は名称 住所又は所在地 所有株式数 

所有株式数 

の 割 合 

  

      ％ 

合 計       
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  （記載上の注意） 

株式会社以外の団体については、「株主」とあるのは「出資者」と、「所有株式 

数」とあるのは「出資口数」と読み替えて記載してください。 

 ４ 仲卸しの業務の状況 

  (1) 仲卸しの業務に係る取扱高及び売上損益 

  

区 分 

卸買受分販売 直荷引販売 仲卸しの業務合計   

金額 
卸 買 受 分

販 売 損 益 
金額 

直 荷 引 

販 売 損 益 
金額 

売 上 

総 利 益 

（損失）  

当 期 合 計

（Ａ） 
円 円 円 円 円 円 

前 年 同 期

（Ｂ） 

            

前 年 同 期 対 比 

（Ａ／Ｂ） 

％ ％ ％ ％ ％ ％ 

合計       

  (2) 販売代金の回収状況 

  

区 分 

前 期 末

残 高 

（Ａ） 

当 期 末

残 高 

（Ｂ） 

合 計 

 

（Ｃ） 

平均残高 

（Ｃ×１

／２） 

平 均

回 転 数 

平均回収

日 数 

  

売 掛 金 
円 円 円 円 回 日 

受 取 手 形 
            

合 計 
            

  （記載上の注意） 

   平均回転数及び平均回収日数は、次により算出してください。 

   平均回転数＝Ｍ×１／Ｎ 

   Ｍは、当期の仲卸しの業務に係る売上高 

   Ｎは、売掛金、受取手形又は合計の欄の各平均残高 

   平均回収日数＝Ｌ×１／Ｑ 

   Ｌは、当該事業年度の日数 

   Ｑは、売掛金、受取手形又は合計の欄の各平均回転数 

  (3) 販売先別割合 

  
区 分 

一 般

小 売 店 

大 規 模

小 売 店 
地方業者 

そ の 他

小 売 店 
合 計 

  

川 崎 市 内 ％ ％ ％ ％ ％ 

川 崎 市 外      

合 計     １００．０％ 
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  （記載上の注意） 

１ 大規模小売店は、スーパー、生協、百貨店等をいいます。 

２ 地方業者は、地方の市場、問屋等をいいます。 

３ その他小売店は、料理飲食店(料理屋・すし屋・食堂・レストラン)、旅館、ホ 

テル等をいいます。 

 ５ 兼業業務等の概況 

  (1) 兼業業務の概況 

  
業 務 の 内 容 業務実施の場所 売 上 高 兼業業務利益（損失） 

  

    円 円 

  (2) 他の法人に対する支配関係の概要 

  
法 人 の

名 称 
所 在 地 

事 業 の

内 容 

事 業

年 度 
資 本 金 売 上 高 

税 引 後 

当期利益

（損 失） 

利 益

配 当 

  

        円 円 円 円 

 

（％） 

第２ 貸借対照表及び損益計算書の内訳 

 １ 回収遅延売掛金明細表（仲卸しの業務） 

  相 手 方 当期末残高 
備考 

  

住 所 又 は 所 在 地 氏名又は名称 発 生 年 月 日 金 額 

      円   

合          計       

  （記載上の注意） 

   契約期限より３０日以上回収が遅延しており、かつ、その当期末残高が売掛金の 

当期末残高合計金額の１，０００分の１を超えるものを回収遅延売掛金としてくだ 

さい。また、備考の欄には、回収遅延の理由、相手方の業種等を記載してください。 

 ２ 在庫商品明細表 

  業 務 の 種 類 商 品 名 数 量 金額 仕入年月日 備考   

仲卸しの業務 

  
キログラム 円 

    

小 計         

兼 業 業 務 
          

合 計 
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  （記載上の注意） 

１ 商品名の欄には、当期末在庫高が当期末総在庫高に占める割合が１０分の１以 

上の商品について、その商品ごとに記載し、その他の在庫商品については、その 

他として記載してください。 

２ 仕入年月日の欄には、商品ごとに最初に仕入れた年月日及び最後に仕入れた年 

月日を記載してください。 

 ３ 短期貸付金及び長期貸付金明細表 

  業務

の 

種類 

科 目 

貸 付 先 貸 付 条 件 
当 期 末

残 高 

  

氏 名 又 は

名 称 

貸 付 先  

と の 関 係 
使途 利率 期間 担保 

仲

卸

し

の

業

務 

貸
付

金 

短

期 

      ％     円 

小 計             

貸
付

金 

長

期 

              

小 計             

計             

兼

業

業

務 

貸
付

金 

短

期 

              

小 計             

貸
付

金 

長

期 

              

小 計             

計             

合 計             

  （記載上の注意） 

   貸付先との関係の欄には、仲卸しの業務の役員、従業員、販売先、仕入先、親会 

社及び支配関係を持っている法人等を記載してください。 

   なお、この場合従業員に対する貸付金については、一括して記載してください。 

 ４ 短期借入金及び長期借入金明細表 

  

科 目 借 入 先 種 類 
借 入 条 件 

使 途 
当期末

残 高 

借 入 先

と の

関 係 

  

利率 期間 担保 

短
期

借
入
金 

    ％       円   

合計 
              

長
期

借
入
金 

                

合計 
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  （記載上の注意） 

   種類の欄には、証書借入、手形借入、当座借越等の区分を記載してください。 

 ５ 減価償却費明細表 

  業
務
の
種
類 

科目 

資産の

取 得

原 価 

当 期

償却額 

償却額

累 計 

資産の

期 末

残 高 

償 却

方 法 

償 却 範 囲 額

に 対 す る

過 不 足 額 備 考 

  

当期分 累 計 

仲

卸

し

の

業

務 

  円 円 円 円   円 円   

小計                 

兼
業

業
務 

                  

小計                 

合 計 
                

  （記載上の注意） 

１ 兼業業務の項は、各業務ごとに区分して記載してください。 

２ 売上原価に含めた減価償却費についても、この表に記載し、その旨及び金額を 

備考の欄に記載してください。 
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第２３号様式 

売買参加者届出書 

  年  月  日   

 （宛先）川崎市長 

住 所             

商 号             

氏名又は名称          印  

 

 川崎市地方卸売市場業務条例第３２条第１項の規定により、関係書類を添えて、次のと

おり届け出ます。 

店 舗 等 の 住 所 

 

売買参加を行う取扱品目

の     部     類 
               部 

常 時 売 買 に 参 加 す る 者

の     氏     名 

 

注 卸売業者の推薦書を添付してください。 
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第２４号様式 

 

売買参加者記載事項変更等届出書 

 

  年  月  日   

 

 （宛先）川崎市長 

住    所             

商 号             

氏名又は名称          印  

 

 川崎市地方卸売市場業務条例第３２条第２項の規定により、関係書類を添えて、次のと

おり届け出ます。 

変更又は廃止年月 日 ．       ． 

 

新 旧 

住 所 

  

商 号 

  

氏 名 又 は 名 称 

  

店 舗 等 の 住 所 

  

売 買 参 加 を 行 う 

取 扱 品 目 の 部 類 
     部     部 

常 時 売 買 に 参 加 

す る 者 の 氏 名 

  

売 買 参 加 の 廃 止 
理由 

備 考 

 

注（１）該当する事項のみを記入してください。 

（２）卸売行業者から卸売を受けることを廃止したときは、売買参加章及び売買参加補助

章を遅滞なく返還してください。 
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第２５号様式 

 

関連事業業務許可申請書 

 

  年  月  日   

 

  （宛先）川崎市長 

 

住 所             

商 号             

氏名又は名称          印  

 

 

 川崎市地方卸売市場業務条例第３３条第１項の規定により、第  種関連事業の業務

の許可を受けたいので、関係書類を添えて、次のとおり申請します。 

資本金又は出資の額 

  

役 員 の 氏 名 

  

関 連 事 業 の 種 類

及 び そ の 内 容 

第１種関連事業 

□条例第６条第１項各号の取扱品目以外の生鮮食料品等の

卸売の業務 

□保管の業務 

□貯蔵の業務 

□運搬の業務 

□包装資材販売業 

□調理道具販売業 

□花き資材販売業 

□その他 (         ) 

第２種関連事業 

□飲食店営業 

□理容業 

□銀行業 

□容器回収業 

□たばこ小売業 

□衣料品販売業 

□履物販売業 

□医薬品販売業 

□化粧品販売業 

□その他 (        ) 

注 申請者が個人であるときは、資本金又は出資の額及び役員の氏名の欄は記入しないで

ください。 
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第２６号様式 

 

 

関連事業業務許可証 

 

川崎市指令 第     号   

 

住 所             

商 号             

氏名又は名称          様  

 

     年  月  日付けで申請のあった川崎市地方卸売市場南部市場における第

  種関連事業の業務については、川崎市地方卸売市場業務条例第３３条第１項の規定に

より、次の条件を付けて許可します。 

 

 

      年  月  日 

 

 

川崎市長          印  

 

 条 件 
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第２７号様式 

 

 

入 札 票 

 

 

  年  月  日   

 

 

  卸売業者    様 

 

 

 

売買参加章番号        

 

 

 

 川崎市地方卸売市場業務条例施行規則第５０条第１項の規定により、次のとおり入札し

ます。 

入 札 金 額            円 

品 名 及 び 荷 印   

数 量   

備 考   
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第２８号様式 

 

 

 

受託契約約款（変更）届出書 

 

 

 

  年  月  日   

 

 

 

  （宛先）川崎市長 

 

住 所            

商 号            

名 称         印  

  

 

 

 

 川崎市地方卸売市場業務条例第４５条第１項の規定により、受託契約約款を定めた（変

更した）ので、別紙のとおり届け出ます。 
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第２９号様式 

 
市況等に関する月例報告書（  月分） 

 
  年  月  日   

 
 （宛先）川崎市長 

住 所          
商 号          

               名 称          
 
 川崎市地方卸売市場業務条例第５２条第３項の規定により、卸売をした物品の市況、数

量及び卸売金額を次のとおり報告します。 

１ 市況の概要 

卸売物品の種類 市 況 の 概 況 

    

２ 主要品目の市況の概要 

主 要 品 目 市 況 の 概 況 

    

３ 卸売実績 
（１）卸売先別の数量及び卸売金額 

 仲卸業者 売買参加者 自己買受 合 計 

数量（トン）     

卸売金額（千円）     
 

（２）売買取引方法別の数量及び卸売金額 

 せり売 入札 

相対取引 

合 計 商物一致

取  引 

商物分離

取  引 

数量（トン）      

卸売金額（千円）      
 

（３）受託品及び買付品別の数量及び卸売金額 

 

種

類 

品 名 
数 量（トン） 卸売金額（千円） 

備 考 
受託品 買付品 合 計 受託品 買付品 合 計 

  

                
                
小 計               
                
小 計               

合 計               
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第３０号様式 

 
仲卸業者販売金額等月例報告書（  月分） 

 
  年  月  日   

 
 （宛先）川崎市長 

住       所             

商 号            

氏名又は名称            

 
 川崎市地方卸売市場業務条例第５２条第４項の規定により、次のとおり報告します。 
 

種 類 

卸 売 業 者 か ら

の 買 受 物 品 等

販 売 高 

卸 売 業 者 以 外

か ら の 買 受 物

品 等 販 売 高 
合 計 

数 量 金額（円） 数 量 金額（円） 数 量 金額（円） 

              

合 計 

            

前 年 同 期 

            

前 年 同 期 比 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 
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第３１号様式 

 

 

関連事業者業務実績月例報告書（  月分） 

 

  年  月  日   

 

 （宛先）川崎市長 

住       所            

商 号            

氏名又は名称            

 

 川崎市地方卸売市場業務条例第５２条第５項の規定により、次のとおり報告します。 

 

品 名 等 数 量 金 額 （円） 備 考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

合 計 
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第32号様式

 

 

卸売業者以外の者からの買入物品等販売届出書（  月分） 

     年  月  日 

（宛先）川崎市長 

住       所                    

商    号              

氏名又は名称              

 

当市場の卸売業者以外の者から買い入れて、又は販売の委託を引き受けて販売した 

ので、川崎市地方卸売市場業務条例第５６条の規定により、次のとおり届け出ます。 

区分 品 名 数 量 仕入金額（円） 販売金額（円） 備 考 

買入 

物品 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

小  計     

受託 

物品 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

小  計     

合     計     
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第３３号様式 

 

販売後の受託物品確認証明申請書兼証明書 

 

 

  年  月  日   

 

 

  （宛先）川崎市長 

住 所           

 商 号           

名 称        印  

 

 川崎市地方卸売市場業務条例施行規則第７０条第２項の規定により、次のとおり証明書

の交付を申請します。 

委 託 者 名 
  

品 名 
  

荷 姿   入 荷 数 量   

等 級   数 量   

単 価   販 売 金 額   

変 更 後 単 価   変 更 後 金 額   

事 故 内 容 
  

出 荷 日    年  月  日 

到 着 日 時   月  日 午 
前 

後 
  時  分 

販 売 日 時   月  日 午 
前 

後 
  時  分 

検 査 日 時   月  日 午 
前 

後 
  時  分 

川崎市証明   第    号   

 

 川崎市地方卸売市場業務条例第６０条第１項ただし書の規定による確認の結果、上記の

とおり相違ないことを証明します。 

 

 

      年  月  日 

 

 

川崎市長          印  
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第３４号様式 
(表) 

 
 
 

検査職員の身分証明書 
 
 
 

第     号   
 
 

職及び氏名             
 
 

  年  月  日生   
 
 
 
 上記の者は、川崎市地方卸売市場業務条例第７０条第１項及び第２項の規定による立

入検査に従事する職員であることを証明します。 

 

   
 

縦 ３５mm 
横 ２５mm 

 
写 真   年  月  日   

 
川崎市長          印  
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(裏) 

 
 

川崎市地方卸売市場業務条例（抜粋） 

 
第７０条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認

めるときは、卸売業者、仲卸業者若しくは関連事業者に対し、その業務若しくは財

産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に、卸売業者、仲卸業者若

しくは関連事業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは

財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 市長は、市場施設の適正な利用を確保するため必要があると認めるときは、施設

利用者に対し、その指定又は許可を受けた市場施設の利用に関し報告若しくは資料

の提出を求め、又は市の職員に施設利用者が利用する市場施設に立ち入り、その利

用状況を検査させることができる。 
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　第35号様式を削る。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、令和２年６月21日から施行する。

　（経過措置）

２ 　この規則による改正前の規則の規定により調製した

帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要

な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することが

できる。

　　　───────────────────

　川崎市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

　　令和２年５月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第44号

　　　川崎市営住宅条例施行規則の一部を改正す

　　　る規則

　川崎市営住宅条例施行規則（昭和37年川崎市規則第57

号）の一部を次のように改正する。

　別表第１高石の項中「226」を「202」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和２年５月18日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

　　令和２年５月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第45号

　　　川崎市事務分掌規則の一部を改正する規則

　川崎市事務分掌規則（昭和47年川崎市規則第19号）の

一部を次のように改正する。

　第５条の表中

「　　　産業振興部　　　　　　　　」

を

「　　　産業振興部

　⑴川崎じもと応援券に関すること。」

に改める。

　第７条の表中

「　　　総務部　　　　　　　　　　」

を

「　　　総務部

　⑴特別定額給付金に関すること。」

に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

告 示

川崎市告示第254号

　川崎市個人情報保護条例（昭和60年川崎市条例第26

号）第８条第１項の規定による個人情報ファイルの届出

について、同条第７項の規定に基づき公表します。

　　令和２年４月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　届出の状況

　⑴ 　個人情報ファイル（新規）

　　ア 　市　　長　　　　７件

　⑵ 　個人情報ファイル（変更）

　　ア 　市　　長　　　　１件

２ 　届出書

　　別紙のとおり（省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第255号

　川崎市個人情報保護条例（昭和60年川崎市条例第26

号）第11条第３項の規定による保有個人情報の目的外利

用等の届出について、同条第５項の規定に基づき公表し

ます。

　　令和２年４月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　届出の状況

　⑴ 　外部提供

　　ア 　市　　長　　　　４件

　　イ 　病院事業管理者　２件

　　ウ 　消　防　長　　　１件

　　エ 　教育委員会　　　１件

２ 　届出書

　　別紙のとおり（省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第256号

　川崎市長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条、

第６条の規定により行う予防接種については、次表のと

おり予防接種個別協力医療機関医師に関する事項の変更

が承諾されましたので、予防接種法施行令（昭和23年政

令第197号）第４条第２項の規定に基づき告示します。

　　令和２年５月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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医　師　名
予防接種を行う主たる場所

病院・医院名 所在地

変更前

北村　隆信

北村クリニック 川崎市麻生区王禅

寺東３－26－６　

王禅寺メディカル

１Ｆ

変更後 堀野メディカル

クリニック

変更前

宮沢　啓貴

わかば子供クリ

ニック

川崎市中原区西加

瀬17－８　エクセ

レントビュー元住

吉１Ｆ
変更後 わかばこどもク

リニック

変更前 北川　博昭 聖マリアンナ医

科大学病院

川崎市宮前区菅生

２－16－１
変更後 大坪　毅人

変更前 鈴木　通博 川崎市立多摩病

院

川崎市多摩区宿河

原１－30－37
変更後 長島　悟郎

変更前 田島　廣之 日本医科大学武

蔵小杉病院

川崎市中原区小杉

町１－396
変更後 谷合　信彦

　　　───────────────────

川崎市告示第257号

　川崎市長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条、

第６条の規定により行う予防接種については、次表に掲

げる医師が同表に掲げる場所等で当該業務を行うので、

予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）第４条第１

項の規定に基づき告示します。

　　令和２年５月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

医　師　名
予防接種を行う主たる場所

病院・医院名 所在地

郷田　素彦 市電通りごうだクリ

ニック

川崎市川崎区田島町

23－１

野矢　三樹 きっとスマイルこど

もクリニック

川崎市多摩区南生田

４－６－６

　　　───────────────────

川崎市告示第258号

　令和２年第３回川崎市議会臨時会を次のとおり招集し

ます。

　　令和２年５月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　日　　時　　令和２年５月13日（水曜日）　午前10

時

２ 　場　　所　　川崎市役所内市議会議場

３ 　付議事件

　⑴　令和２年度川崎市一般会計補正予算

　　　───────────────────

川崎市告示第259号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に

より医療機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第

14条第４項において生活保護法の規定の例によるとされ

ている医療支援給付の医療機関の指定を行いましたの

で、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示します。

（別表省略）

　　令和２年５月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第260号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の

規定により施術機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項において生活保護法の規定の例による

とされている医療支援給付の施術機関の指定を行いまし

たので、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示しま

す。（別表省略）

　　令和２年５月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第261号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の廃止並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の廃止を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき告

示します。（別表省略）

　　令和２年５月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第262号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項に

おいて準用する同法第50条の２の規定により指定施術機

関の廃止並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項

において生活保護法の規定の例によるとされている医療

支援給付の指定施術機関の廃止を行いましたので、同法

第55条の３第２号の規定に基づき告示します。（別表省略）

　　令和２年５月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────
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川崎市告示第263号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項に

おいて準用する同法第50条の２の規定により指定施術機

関の変更並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項

において生活保護法の規定の例によるとされている医療

支援給付の指定施術機関の変更を行いましたので、同法

第55条の３第２号の規定に基づき告示します。（別表省略）

　　令和２年５月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第264号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に

より医療機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第

14条第４項において生活保護法の規定の例によるとされ

ている医療支援給付の医療機関の指定を行いましたの

で、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示します。

（別表省略）

　　令和２年５月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第265号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の廃止並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の廃止を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき告

示します。（別表省略）

　　令和２年５月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第266号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の変更並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の変更を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき別

表のとおり告示します。（別表省略）

　　令和２年５月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第267号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和２年５月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　5,000円

　　　自動二輪車　　　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第268号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

２項の規定に基づき、富士見公園における、次に掲げる

使用料の収納事務を委託したので告示します。

　　令和２年５月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　受託者の所在地及び名称

　　　川崎市中原区宮内４丁目１番２号

　　　公益財団法人　川崎市スポーツ協会

　　　会長　中山　紳一

２ 　委託事務
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　　　富士見公園内相撲場の使用料の収納事務

３ 　委託期間

　　　令和２年４月１日から令和３年３月31日まで

　　　ただし、休場日は除く。

　　　───────────────────

川崎市告示第269号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年５月14日から令和２年５月28日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年５月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　市道

旧・新

別
路線名 区　　　　　　間

敷地の

幅員

（ｍ）

延長

（ｍ）
備考

旧
宿 河 原

第291号線

川崎市多摩区宿河

原２丁目385番５先
2.42 3.00

川崎市多摩区宿河

原２丁目385番５先

新
宿 河 原

第291号線

川崎市多摩区宿河

原２丁目382番６先
2.42 3.00

隅き

り部川崎市多摩区宿河

原２丁目382番６先

　　　───────────────────

川崎市告示第270号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和２年５月14日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和　　２年５月14日から令和２年５月28日まで一

般の縦覧に供します。

　　令和２年５月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路　線　名 供　用　開　始　の　区　間 備　考

宿河原

第291号線

川崎市多摩区宿河原２丁目382番６先
隅きり部

川崎市多摩区宿河原２丁目382番６先

　　　───────────────────

川崎市告示第271号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年５月14日から令和２年５月28日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年５月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧・新

別
路線名 区　　　　　　間

敷地の

幅員

（ｍ）

延長

（ｍ）
備考

旧
菅 馬 場

第22号線

川崎市多摩区菅馬場

１丁目3820番６先
5.00 30.53

川崎市多摩区菅馬場

１丁目3820番６先

新
菅 馬 場

第22号線

川崎市多摩区菅馬場

１丁目3819番先
6.00 30.53

川崎市多摩区菅馬場

１丁目3819番先

　　　───────────────────

川崎市告示第272号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和２年５月14日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年５月14日から令和２年５月28日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年５月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路　線　名 供　用　開　始　の　区　間 備　考

菅馬場

第22号線

川崎市多摩区菅馬場１丁目3819番先

川崎市多摩区菅馬場１丁目3819番先

　　　───────────────────

川崎市告示第273号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年５月14日から令和２年５月28日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年５月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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道路の種類　市道

旧・新

別
路線名 区　　　　　　間

敷地の

幅員

（ｍ）

延長

（ｍ）
備考

旧
東百合丘

第95号線

川崎市麻生区東百合

丘２丁目7278番１先
1.82 24.73

川崎市麻生区東百合

丘２丁目7278番１先

新
東百合丘

第95号線

川崎市麻生区東百合

丘２丁目7278番３先 2.99

～

3.24

24.73

隅き

りを

含む川崎市麻生区東百合

丘２丁目7278番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第274号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和２年５月14日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年５月14日から令和２年５月28日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年５月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路線名 供　用　開　始　の　区　間 備　考

東百合丘

第95号線

川崎市麻生区東百合丘２丁目7278番３先 隅きり

を含む川崎市麻生区東百合丘２丁目7278番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第275号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年５月14日から令和２年５月28日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年５月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧・

新

別

路線名 区　　　　　　間

敷地の

幅員

（ｍ）

延長

（ｍ）
備考

旧
上 麻 生

第284号線

川崎市麻生区上麻

生７丁目187番１先
2.73 8.98

川崎市麻生区上麻

生７丁目187番１先

新
上 麻 生

第284号線

川崎市麻生区上麻

生７丁目187番36先
4.00 8.98

川崎市麻生区上麻

生７丁目187番36先

　　　───────────────────

川崎市告示第276号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和２年５月14日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和２年５月14日から令和２年５月28日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和２年５月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

路線名 供　用　開　始　の　区　間 備　考

上 麻 生

第284号線

川崎市麻生区上麻生７丁目187番36先

川崎市麻生区上麻生７丁目187番36先

　　　───────────────────

川崎市告示第277号

　コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付

に係る手数料の徴収及び収納事務委託について

　地方自治法施行令（昭和22年政令代16号）第158条第

１項の規定により、コンビニエンスストア等における証

明書等の自動交付に係る手数料の徴収及び収納事務を委

託したので、同条第２項の規定により告示します。

　　令和２年５月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　受託者の所在地及び名称

　　東京都千代田区一番町25番地

　　地方公共団体情報システム機構

２ 　委託する事務の種類

　 　コンビニエンスストア等における証明書等の自動交

付に係る手数料徴収及び収納事務委託

３ 　委託する期間

　　令和２年４月１日から令和３年３月31日まで

　　　───────────────────
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川崎市告示第278号

　川崎市長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条、

第６条の規定により行う予防接種については、次表に掲

げる医師が同表に掲げる場所等で当該業務を行うので、

予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）第４条第１

項の規定に基づき告示します。

　　令和２年５月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

医　師　名
予防接種を行う主たる場所

病院・医院名 所在地

堀　　秀之 すばる診療所 川崎市多摩区登戸598－２

野中　勇志 椿クリニック 川崎市高津区下作延

２－４－６

溝口鈴木歯科ビル２階

　　　───────────────────

川崎市告示第279号

　川崎市長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条、

第６条の規定により行う予防接種については、次表のと

おり予防接種個別協力医療機関医師に関する事項の変更

が承諾されましたので、予防接種法施行令（昭和23年政

令第197号）第４条第２項の規定に基づき告示します。

　　令和２年５月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

医　師　名
予防接種を行う主たる場所

病院・医院名 所在地

変更前

廣澤　彰 ヒロクリニック

川崎市中原区小杉御

殿町２－53－３小杉

スカイビル２Ｆ

変更後

川崎市中原区新丸子

東１－826新丸子東

口ビル１Ｆ

　　　───────────────────

川崎市告示第280号

　　　川崎市市民文化局刊行物の有償頒布業務に

　　　係る収納事務の委託

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

１項の規定により、川崎市市民文化局刊行物の頒布代金

の収納事務を委託したので、同施行令第158条第２項の

規定により告示します。

　　令和２年５月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　受託者の所在地及び名称

　　所在地　：　東京都目黒区東山１丁目５番４号

　　　　　　　　ＫＤＸ中目黒ビル６階

　　名　称　：　アクティオ株式会社

２ 　委託する事務の種類

　　川崎市市民文化局刊行物の頒布代金の収納事務

３ 　委託する期間

　　令和２年４月１日から令和３年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第281号

　　　小黒恵子童謡歌集の有償頒布業務に係る収

　　　納事務の委託

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

１項の規定により、小黒恵子童謡歌集の頒布代金の収納

事務を委託したので、同施行令第158条第２項の規定に

より告示します。

　　令和２年５月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　受託者の所在地及び名称

　　所在地　：　川崎市中原区井田杉山町24－８

　　名　称　：　特定非営利活動法人アクト川崎

２ 　委託する事務の種類

　　小黒恵子童謡歌集の頒布代金の収納事務

３ 　委託する期間

　　令和２年４月１日から令和３年３月31日まで

公 告

川崎市公告第375号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和２年４月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市多摩区菅三丁目546番１

 ほか６筆の一部　　

 924平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市多摩区菅三丁目２番１号

　　田代　ミツ

３ 　予定建築物の用途

　　保育所、共同住宅

 計画戸数：25戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和２年３月19日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第130号

　　　───────────────────

川崎市公告第376号

　地方公務員法（昭和25年法律第261号）第29条第１項

第１号及び第２号の規定に基づき、次の者を懲戒処分と

しましたが、所在を知ることができないため職員の懲戒

の手続及び効果に関する規則第２条第２項の規定により
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公告します。

　　令和２年５月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

被処分者所属
被処分者

職・氏名
処分の種類 処分効力発生日

麻生区役所

区民サービス部

保険年金課

事務職員

宮本　尚英
免職 令和２年５月16日

　　　───────────────────

川崎市公告第377号

　　　大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条

第１項の規定に基づき、大規模小売店舗の変更の届出が

なされたので、同法第６条第３項の規定において準用す

る同法第５条第３項の規定により次のとおり公告します。

　　令和２年５月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　川崎ダイスビル

　　川崎市川崎区駅前本町８番、９番

２ 　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　有限会社菱屋商店

　　代表取締役　村上　禎男

　　川崎市川崎区駅前本町８番12

　　他７者

３ 　変更した事項

　 　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名また

は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）

氏名又は名称 代表者 住　所

有限会社　花尚
代表取締役

小柴　尚文

神奈川県川崎市川崎区

駅前本町８番12号

― ― ―

　　（変更後）

氏名又は名称 代表者 住　所

有限会社　花尚
代表取締役

小柴　尚文

神奈川県川崎市川崎区

駅前本町８番12号

ＨＯＹＡ

株式会社

代表取締役

鈴木　　洋

東京都新宿区六丁目

10番１号

桑高　公子
神奈川県横浜市金沢区

東朝比奈１－50－11

　　他計19者

４ 　変更の年月日

　　令和２年４月１日

５ 　変更する理由

　 　大規模小売店舗において小売業を行う者の変更によ

るもの

６ 　届出の年月日

　　令和２年４月28日

７ 　届出及び添付書類の縦覧場所

　　経済労働局産業振興部商業振興課

　　（川崎フロンティアビル10階）

８ 　届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯

　 　令和２年５月１日から令和２年９月１日の午前８時

30分から午後５時まで。

　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。

９ 　法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店

舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた

めに配慮すべき事項について意見を有する者は、当該

公告の日から４月以内に、川崎市に対し意見書の提出

によりこれを述べることができます。

10 　意見書の提出期限及び提出先

　　令和２年９月１日

　　川崎市経済労働局産業振興部商業振興課

　　　───────────────────

川崎市公告第378号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和２年５月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区宮崎三丁目３番３

 ほか１筆の一部　　

 2,026平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都千代田区飯田橋３－３－７

　　セントラル総合開発　株式会社

　　代表取締役　田中　洋一

　　東京都中央区銀座６－２－１

　　三信住建　株式会社

　　代表取締役　信田　博幸

３ 　予定建築物の用途

　　共同住宅

 計画戸数：43戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成30年２月５日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第146号

　　平成30年６月29日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第45号（変更）

　　平成30年７月31日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第68号（変更）

　　令和２年４月14日
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　　川崎市指令　ま宅審（イ）第２号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第379号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年５月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生休日急患診療所昇降機設備改修工事

履行場所 川崎市麻生区万福寺１丁目５番３号

履行期限 契約の日から令和２年11月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「昇降機設置」で登録され

ていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

⑻ 　川崎市発注のエレベーター設置工事の完工実績（元請に限る。）を平成17年４月１日以降に有す

ること。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年６月３日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 港湾振興会館テニスコート照明改修その２工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島38番地１

履行期限 契約の日から令和２年12月22日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「照明灯設備」ランク「Ｂ」

で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100
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入札日時等 令和２年５月25日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津小学校ほか３校給食室食器洗浄機改修工事

履行場所 川崎市高津区溝口４丁目19番１号ほか３校

履行期限 契約の日から令和２年９月25日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川

崎市上下水道指定）」ランク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

⑽ 　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年５月29日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第380号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年５月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 宮前平小学校わくわくプラザ倉庫棟賃

貸借

　⑵ 　履行場所　 川崎市宮前区宮前平３丁目14－１宮前

平小学校内

　⑶ 　賃借期間　令和３年１月４日から令和７年３月31日

　⑷ 　概　　要　詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度製造の請負・物件の供給等有資格

業者名簿の業種「リース」種目「仮設ハウス」に登

載されており、かつＢもしくはＡの等級に格付けさ

れていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本市又は他官公庁等において、賃貸借に関する本

件類似の契約実績（元請に限る）を平成27年４月１

日以降に有し、すべてを誠実に履行していること。

３ 　入札参加申込書の提出

　 　この入札に参加を希望するものは、一般競争入札参

加申込書を提出してください（入札参加資格を証する
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書類（契約書の写し等）を添付してください）。

　⑴ 　入札説明書等の配布

　　 　入札説明書は川崎市のホームページからダウンロ

ードできます（「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「入札公

表」の中にあります）。なお、インターネットから

入手できない者には、申し出により無償で入札説明

書を配布します。

　⑵ 　提出場所

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所第３庁舎14階

　　　こども未来局青少年支援室　施設整備・企画担当

　　　電話　044－200－1988（直通）

　　　ＦＡＸ044－200－3931

　　　電子メール：45sien@city.kawasaki.jp

　⑶ 　提出期間

　　 　令和２年５月11日（月）午前８時30分から令和２

年５月20日（水）午後５時までとします。

　⑷ 　提出方法

　　 　書留郵便による郵送のみとします（締切日時必

着）。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、一般競争入札参加申込書を提出し、

参加資格があると認めた者には、令和２年５月25日

（月）までに、確認通知書を交付します。資格業者名

簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録してい

る場合は、電子メールで送付します。

５ 　仕様書等に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　質問の受付は電子メールのみとします。電話・来

庁等による質問は受付しません。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年５月20日（水）午前８時30分から令和２

年５月27日（水）午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールのみとします。

　　　電子メールアドレス：45sien@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　ア 　回答日

　　　　令和２年６月１日（月）

　　イ 　回答方法

　　　 　確認通知書の交付を受けた者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を電子メー

ルにて送付します。なお、回答後の再質問は受付

しません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類等につい

て、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、月額の賃貸借料ではなく、契約金総額

（税抜）で行います。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して郵送して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、この金額の10％（消費税及び地方消費税）

に相当する額を加算した金額を契約金額とするの

で、入札者は見積もった契約金額の110分の100に

相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　 　書留郵便による郵送のみとします（書留郵便によ

る郵送以外は無効となります）。

　　ア 　提出締切日　令和２年６月15日（月）必着

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　〒210－8577

　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　川崎市役所第３庁舎14階こども未来局

　　　　青少年支援室施設整備・企画担当

　⑶ 　開札の日時

　　ア 　開札日時　令和２年６月17日（水）　10時00分

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑺ 　開札結果の連絡方法

　　 　令和２年６月17日（水）に、確認通知書の交付を

受けた者に、電子メールにて開札結果を送付いたし

ます。また、翌日以降に、川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）で閲覧することができます。
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８ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除とします。

　　イ 　ア以外の場合は契約金額の10％を納入しなけれ

ばなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市のホームページの「入札情報かわさ

き」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び質問書の様式は、

川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

　　　───────────────────

川崎市公告第381号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和２年５月11日

 川崎市長　　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　還元気化水銀測定装置一式賃貸借

　⑵ 　履行場所　川崎市環境総合研究所

　　　　　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑶ 　履行期間　 令和２年10月１日から令和９年９月30

日まで

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

していなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登録されている

こと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この物品を契約締結後、確実に納入することがで

きること。

　⑸ 　過去５年間に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　川崎市環境総合研究所地域環境・公害監視課

　　　担当　武部

　　　郵便番号　210－0821

　　　住　所　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　電　話　　044－276－9096

　　　ＦＡＸ　　044－288－3156

　　　E-mail　　30sotii@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年５月11日（月）から令和２年５月20日

（水）まで

　　 　午前９時から正午及び午後１時から午後５時

（土、日曜日・祝日は除く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　装置のカタログ等仕様のわかるもの

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書、

仕様書は、インターネットからダウンロードするこ

とができます。（「入札情報かわさき」の「入札情報」

物品の欄にある「入札公表」の中にあります。）ダ

ウンロードができない場合には、上記３　⑵の期間

に、３⑴の場所で配布します。

　　 （「入札情報かわさき」http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、平成31・32年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに令

和２年５月28日（木）までに送付します。委任先メー

ルアドレスを登録していない場合は、直接受取りに来

るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　 　令和２年５月28日（木）午前９時～正午及び午後

１時～午後５時

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間
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　　 　令和２年５月28日（木）午前９時から令和２年６

月８日（月）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式により、電子メール又はＦＡＸに送付してく

ださい。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和２年６月11日

（木）までに、全参加者あてに電子メール又はＦＡ

Ｘにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84か月で乗

じる方法で見積もりしてください。その他の事項に

ついては、川崎市競争入札参加者心得によります。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和２年６月24日（水）10時00分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境総合研究所研修室

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行

うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

札 情 報 か わ さ き 」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３　⑴ 　に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第382号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和２年５月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　水蒸気蒸留装置一式賃貸借

　⑵ 　履行場所　川崎市環境総合研究所

　　　　　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑶ 　履行期間　 令和２年11月１日から令和９年10月31

日まで

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

していなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登録されている

こと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この物品を契約締結後、確実に納入することがで

きること。

　⑸ 　過去５年間に、本市又は他官公庁において同規模
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の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　川崎市環境総合研究所地域環境・公害監視課

　　　担当　武部

　　　郵便番号　210－0821

　　　住　　所　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　電　　話　044－276－9096

　　　ＦＡＸ　　044－288－3156

　　　E-mail　　30sotii@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年５月11日（月）から令和２年５月20日

（水）まで

　　 　午前９時から正午及び午後１時から午後５時

（土、日曜日・祝日は除く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　装置のカタログ等仕様のわかるもの

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書、

仕様書は、インターネットからダウンロードするこ

とができます。（「入札情報かわさき」の「入札情

報」物品の欄にある「入札公表」の中にあります。）

ダウンロードができない場合には、上記３⑵の期間

に、３⑴の場所で配布します。

　　 （「入札情報かわさき」http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、平成31・32年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに令

和２年５月28日（木）までに送付します。委任先メー

ルアドレスを登録していない場合は、直接受取りに来

るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　 　令和２年５月28日（木）午前９時～正午及び午後

１時～午後５時

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和２年５月28日（木）午前９時から令和２年６

月８日（月）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式により、電子メール又はＦＡＸに送付してく

ださい。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和２年６月11日

（木）までに、全参加者あてに電子メール又はＦＡ

Ｘにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84か月で乗

じる方法で見積もりしてください。その他の事項に

ついては、川崎市競争入札参加者心得によります。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和２年６月24日（水）10時30分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境総合研究所研修室

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行

うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金
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　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

札 情 報 か わ さ き 」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第383号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和２年５月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公表します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　令和２年度川崎市ダイオキシン類対策調査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内（大師測定局他計28か所）

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和３年３月23日（火）まで

　⑷ 　業務概要

　　 　ダイオキシン類対策特別措置法第26条に基づいた

環境中のダイオキシン類濃度測定及び同法第34条に

基づいた排ガス・排出水中のダイオキシン類濃度測

定

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「調査・測定」・種目「計

量証明」に登載されていること。

　⑷ 　過去３年以内に、本市又は他官公庁において類似

の委託業務契約実績があり、かつ誠実に履行した実

績を有すること。

　⑸ 　入札期日において、計量法特定計量証明事業者認

定制度（ＭＬＡＰ）のダイオキシン類の濃度の計量

証明事業に係る全ての認定の区分において、認定を

受けていること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出並びに仕様書の

閲覧

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　閲覧・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎17階

　　　川崎市環境局環境対策部大気環境課

　　　担　当：佐藤、坂本

　　　電　話：044－200－2516

　　　ＦＡＸ：044－200－3922

　　　E-mail：30taiki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・閲覧・提出期間

　　ア 　配布・閲覧・提出日

　　　 　令和２年５月11日（月）から令和２年５月18日

（月）まで（土・日曜日を除く）

　　イ 　配布・閲覧・提出時間

　　　 　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時

までを除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の契約実績を確認できる契約書等の写

し

　　ウ 　上記２⑸を確認できる書類の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　競争入札参加申込書及び入札説明書は、川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）において、

本件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロ

ードすることができます。ダウンロードができない

場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所で配布し

ます。

４ 　仕様書の配布

　 　上記３⑵の期間中に３⑶を提出した者に、３⑴の場

所で配布します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち、参加資格

があると認められた者には、平成31・32年度川崎市競
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争入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに

令和２年５月22日（金）までに送付します。

６ 　仕様・入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　受付期間

　　 　令和２年５月25日（月）から令和２年５月28日

（木）午後５時まで

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、上記３⑴にあるＦＡＸ

又は電子メールアドレスあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合、令和２年６月１日（月）まで

に、当該競争入札参加資格を有する全ての者に、電

子メール又はＦＡＸにて質問内容及びその回答を送

付します。なお、原則、受付期間を過ぎて出された

問い合わせには回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札金額

　　 　税抜きの総額で行います。なお、契約金額は入札

金額に100分の10に相当する額を加算した金額とし

ます。

　⑵ 　入札・開札の日時

　　　令和２年６月４日（木）午後２時00分

　⑶ 　入札・開札の場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階　環境局会議室

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします）

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33号各号のいずれかに該当する場合は免除とし

ます。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　 　必要とします。

10 　入札及び契約条項等の閲覧

　 　川崎市競争入札参加者心得及び川崎市契約規則

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページ

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」において

閲覧することができます。

11 　その他

　⑴ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　⑷ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第384号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和２年５月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　入札件名

　　　イオンクロマトグラフ分析装置賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市環境総合研究所

　　　川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑶ 　履行期間

　　　令和２年10月１日から令和９年９月30日まで

　⑷ 　調達物品の概要

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等
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有資格業者名簿の業種「リース」に登載されている

こと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品を契約締結後、確実に納入すること

ができること。

　⑸ 　過去５か年に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　郵便番号　210－0821

　　　住　　所　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　　　　　　川崎市環境総合研究所

　　　　　　　　地域環境・公害監視課　福永

　　　電　　話　044－276－9096

　　　ＦＡＸ　　044－288－3156

　　　E-mail　　30sotii@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　 　令和２年５月11日（月）から令和２年５月20日

（水）まで（閉庁日を除く）

　　イ 　配布・提出時間

　　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑸の内容を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　納入予定物品の仕様を確認できるもの（カタロ

グ等の資料）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　競争入札参加申込書は、インターネットからもダ

ウンロードすることができます。（「入札情報かわさ

き」の「入札情報」の物品の欄の「入札公表」の中

にあります「入札情報かわさき」http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html。）

　⑸ 　競争入札参加申込書及び入札説明書、仕様書の入

手方法

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書、

仕様書は、インターネットからダウンロードするこ

とができます。

　　 （「 入 札 情 報 か わ さ き 」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「入札情報」

の物品の欄の「入札公表」の中にあります。）ダウ

ンロードができない場合には、上記３⑵の期間に、

３⑴の場所で配布します。

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、平成31・32年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに令

和２年５月29日（金）までに送付します。委任先メー

ルアドレスを登録していない場合は、次の公布日、場

所に直接受取りに来るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　 　令和２年５月29日（金）午前９時から正午及び午

後１時から午後５時まで

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ。

５ 　仕様・入札に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和２年５月29日（金）から令和２年６月９日

（火）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式により、電子メール又はＦＡＸにて送付して

ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和２年６月12日

（金）までに、参加全者あて、電子メール又はＦＡ

Ｘにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84か月で乗

じる方法で見積もりしてください。その他の事項に

ついては、川崎市競争入札参加者心得によります。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和２年６月24日（水）午後１時00分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境局環境総合研究所研修室

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金
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　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行

うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

札 情 報 か わ さ き 」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３　⑴ 　に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第385号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和２年５月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　入札件名

　　　ＥＤＸ付電子顕微鏡装置一式賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市環境総合研究所

　　　川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑶ 　履行期間

　　　令和２年10月１日から令和９年９月30日まで

　⑷ 　調達物品の概要

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登載されている

こと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品を契約締結後、確実に納入すること

ができること。

　⑸ 　過去５か年に、本市又は他官公庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　郵便番号　210－0821

　　　住　　所　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　　　　　　　　川崎市環境総合研究所

　　　　　　　　地域環境・公害監視課　山田

　　　電　　話　044－276－9096

　　　ＦＡＸ　　044－288－3156

　　　E-mail　　30sotii@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　ア 　配布・提出日

　　　 　令和２年５月11日（月）から令和２年５月20日

（水）まで（閉庁日を除く）

　　イ 　配布・提出時間

　　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑸の内容を確認できる契約書等の写し

　　ウ 　納入予定物品の仕様を確認できるもの（カタロ

グ等の資料）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　　 　競争入札参加申込書は、インターネットからもダ

ウンロードすることができます。（「入札情報かわさ
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き」の「入札情報」の物品の欄の「入札公表」の中

にあります「入札情報かわさき」http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html。）

　⑸ 　競争入札参加申込書及び入札説明書、仕様書の入

手方法

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書、

仕様書は、インターネットからダウンロードするこ

とができます。

　　 （「 入 札 情 報 か わ さ き 」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「入札情報」

の物品の欄の「入札公表」の中にあります。）ダウ

ンロードができない場合には、上記３⑵の期間に、

３⑴の場所で配布します。

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、平成31・32年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに令

和２年５月29日（金）までに送付します。委任先メー

ルアドレスを登録していない場合は、次の公布日、場

所に直接受取りに来るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　 　令和２年５月29日（金）午前９時から正午及び午

後１時から午後５時まで

　⑵ 　場所

　　　上記３⑴に同じ。

５ 　仕様・入札に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和２年５月29日（金）から令和２年６月９日

（火）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式により、電子メール又はＦＡＸにて送付して

ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和２年６月12日

（金）までに、参加全者あて、電子メール又はＦＡ

Ｘにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84か月で乗

じる方法で見積もりしてください。その他の事項に

ついては、川崎市競争入札参加者心得によります。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和２年６月24日（水）午後２時00分

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市環境局環境総合研究所研修室

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター３階

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行

うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

札 情 報 か わ さ き 」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの
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とし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第386号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和２年５月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 トイレ改修工事に伴う仕上塗材成分分

析調査業務委託（南加瀬小学校ほか31

校）

　⑵ 　履行場所　 川崎市立南加瀬小学校（幸区南加瀬４

丁目24－１）ほか31校

　⑶ 　履行期間　令和２年７月31日（金）まで

　⑷ 　業務概要　仕様書のとおり

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度業務委託有資

格業者名簿の業種「調査・測定」、種目「その他調

査測定」に登載されていること。

　⑷ 　この業務について、本市または他官公庁において

類似の契約実績があること。

　⑸ 　公益社団法人日本作業環境測定協会の石綿分析技

術評価事業のＡランク若しくはＢランクの認定分析

技術者、又はアスベスト偏光顕微鏡実技研修エキス

パートコース修了者若しくはアスベスト偏光顕微鏡

インストラクターが所属していること。

３ 　入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申し込みをしなければなりません。提出された

書類等に関し、説明を求められたときはこれに応じな

ければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市教育委員会事務局教育環境整備推進室

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル５階　　平岡担当

　　　電話：044－200－3319

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年５月11日（月）～令和２年５月15日（金）

（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷を証明する契約書等の写し

　　ウ 　上記２⑸に示した資格者証等の写し

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、実績等の確認

ができないため無効となる場合がありますので

ご注意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参、もしくは郵送。

　　 　競争入札参加申込書等は、上記⑴の場所で配布し

ています。また、「入札公表詳細」から競争入札参

加申込書をダウンロードすることができます。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、平成31・32年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の委任

先メールアドレスに、確認通知書を５月18日（月）ま

でに送付します。なお、当該委任先メールアドレスを

登録していない者にはＦＡＸで送付します。

５ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

　　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の配布・提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ 　質問書の配布・提出期間

　　　　令和２年５月18日（月）～令和２年５月20日（水）

　　ウ 　質問書の提出方法

　　　　持参、もしくは郵送

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和２年５月22日（金）

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、

全ての質問及び回答を平成31・32年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メー

ルアドレスに送付します。なお、当該委任先メー

ルアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付

します。

　　　 　なお、回答後の再質問は受付しません。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、入札参

加資格を喪失します。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　 　入札金額は、税抜の総額で行います。入札は所定

の入札書をもって行い、入札書は入札件名を記載し
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た封筒に封印して提出してください。

　⑵ 　入札書の提出場所

　　　川崎市教育委員会事務局教育環境整備推進室

　　 　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル５階　　平岡担当

　⑶ 　入札書の受付期間

　　 　令和２年５月26日（火）から令和２年５月28日

（木）午前10時まで

　　 　午前９時から正午、午後１時から午後５時（５月

28日は午前９時から10時まで）

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参、もしくは郵送

　⑸ 　入札保証金

　　　免除

　⑹ 　開札の日時・場所

　　　令和２年５月28日（木）午前10時

　　　川崎市教育委員会事務局教育環境整備推進室

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル５階

　⑺ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限内で、最低価格をもって有効な入札

を行った入札者を落札者とします。ただし、著しく

低価格の場合は調査をおこなうことがあります。

　⑻ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

　⑼ 　その他

　　 　開札結果は後日、川崎市ウェブサイト「入札情報

かわさき」にて公表します。

　　 　入札を辞退する場合は、「入札辞退届」を提出し

てください。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付を免除します。

　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

９ 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契

約関係規定」で閲覧することができます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第387号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和２年５月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 校舎改修工事に伴う仕上塗材成分分析

調査業務委託（下小田中小学校ほか４

校）

　⑵ 　履行場所　 川崎市立下小田中小学校（中原区下小

田中３丁目35－１）ほか４校

　⑶ 　履行期間　令和２年７月31日（金）まで

　⑷ 　業務概要　仕様書のとおり

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度業務委託有資

格業者名簿の業種「調査・測定」、種目「その他調

査測定」に登載されていること。

　⑷ 　この業務について、本市または他官公庁において

類似の契約実績があること。

　⑸ 　公益社団法人日本作業環境測定協会の石綿分析技

術評価事業のＡランク若しくはＢランクの認定分析

技術者、又はアスベスト偏光顕微鏡実技研修エキス

パートコース修了者若しくはアスベスト偏光顕微鏡

インストラクターが所属していること。

３ 　入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申し込みをしなければなりません。提出された

書類等に関し、説明を求められたときはこれに応じな

ければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　川崎市教育委員会事務局教育環境整備推進室

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル５階　　平岡担当

　　　電話：044－200－3319
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　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年５月11日（月）～令和２年５月15日（金）

（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷を証明する契約書等の写し

　　ウ 　上記２⑸に示した資格者証等の写し

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、実績等の確認

ができないため無効となる場合がありますので

ご注意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参、もしくは郵送。

　　 　競争入札参加申込書等は、上記⑴の場所で配布し

ています。また、「入札公表詳細」から競争入札参

加申込書をダウンロードすることができます。

　　 　なお、競争入札参加申込書等の郵送による提出は

認めません。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、平成31・32年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の委任

先メールアドレスに、確認通知書を５月18日（月）ま

でに送付します。なお、当該委任先メールアドレスを

登録していない者にはＦＡＸで送付します。

５ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

　　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の配布・提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ 　質問書の配布・提出期間

　　　　令和２年５月18日（月）～令和２年５月20日（水）

　　ウ 　質問書の提出方法

　　　　持参、もしくは郵送

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和２年５月22日（金）

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、

全ての質問及び回答を平成31・32年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メー

ルアドレスに送付します。なお、当該委任先メー

ルアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付

します。

　　　 　なお、回答後の再質問は受付しません。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、入札参

加資格を喪失します。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札金額・方法等

　　 　入札金額は、税抜の総額で行います。入札は所定

の入札書をもって行い、入札書は入札件名を記載し

た封筒に封印して提出してください。

　⑵ 　入札書の提出場所

　　　川崎市教育委員会事務局教育環境整備推進室

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル５階　　平岡担当

　⑶ 　入札書の受付期間

　　 　令和２年５月26日（火）から令和２年５月28日

（木）午前10時30分まで

　　 　午前９時から正午、午後１時から午後５時（５月

28日は午前９時から10時30分まで）

　⑷ 　入札書の提出方法

　　　持参、もしくは郵送

　⑸ 　入札保証金

　　　免除

　⑹ 　開札の日時・場所

　　　令和２年５月28日（木）午前10時30分

　　　川崎市教育委員会事務局教育環境整備推進室

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル５階

　⑺ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限内で、最低価格をもって有効な入札

を行った入札者を落札者とします。ただし、著しく

低価格の場合は調査をおこなうことがあります。

　⑻ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

　⑼ 　その他

　　 　開札結果は後日、川崎市ウェブサイト「入札情報

かわさき」にて公表します。

　　 　入札を辞退する場合は、「入札辞退届」を提出し

てください。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付を免除します。
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　　 　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

９ 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契

約関係規定」で閲覧することができます。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第388号

　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し

ます。

　　令和２年５月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに関する事項

　⑴ 　件　　名

　　　令和２年度川崎市図書館システム開発支援業務

　⑵ 　委託内容

　　 　現行の図書館システムの課題の解決並びに安全か

つ円滑なシステムの更新、最新の情報通信技術の動

向やシステム運用の実態に関する専門的な知識につ

いて受注者による支援を求める。

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日～令和３年３月31日

　⑷ 　履行場所

　　　川崎市立図書館並びに川崎市立学校ほか

　⑸ 　業務規模概算額

　　 　9,999,999円（消費税及び地方消費税を含む。）

２ 　担当部局

　 　川崎市教育委員会事務局生涯学習部中原図書館　図

書館ネットワークシステム担当

　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301

　　武蔵小杉西街区ビル６階

　　電話番号　044－722－4934

　　メールアドレス　88nakato1@city.kawasaki.jp

３ 　プロポーザル参加資格

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

おいて、業種「電算関連業務」種目「その他の電算

関連業務」に登録されていること。

　⑷ 　過去10年間に同種の公的機関におけるシステム開

発支援の実績があること。

４ 　公募型プロポーザル説明書及び仕様書等の縦覧

　 　公募型プロポーザル説明書及び仕様書等を以下の通

り縦覧に供する。

　 　縦覧を希望する場合は、２の担当部局へ事前に電話

連絡のうえ、その指示に従い縦覧すること。

　⑴ 　縦覧期間

　　　令和２年５月11日（月）から５月21日（木）

　　 　平日の午前９時30分から正午までと午後１時から

午後５時まで（閉庁日を除く。）

　⑵ 　縦覧場所

　　　２の担当部局と同じ

　⑶ 　縦覧資料の貸与

　　 　縦覧資料の貸与を希望する場合には、５により提

出する参加意向申出書に、その旨を記載して提出す

ること。縦覧資料の貸与は、ゆうパック等の受取人

着払いで参加資格確認結果通知日に、参加資格があ

ると認められたものに発送することにより行う。

　　 　貸与した縦覧資料は、複製を禁ずる。また、提案

書類を提出する際に返却するものとする。

５ 　参加意向申出書の提出

　 　プロポーザルへの参加を希望する者は、次により参

加意向申出書を提出すること。

　⑴ 　配布場所及び提出先

　　　２の担当部局と同じ

　　　 （参加意向申出書は川崎市ホームページからもダ

ウンロードが可能）

　⑵ 　配布期間

　　 　令和２年５月11日（月）～５月21日（木）

　　※ 縦覧資料の貸与を希望する者は、参加意向申出書

にその旨記載し提出すること。

　　※ 来庁する場合の受付時間は、平日の午前９時30分

から正午までと午後１時から午後５時までとす

る。（閉庁日を除く。）

　⑶ 　添付資料

　　 　過去10年間に同種の公的機関におけるシステム開

発支援の実績を証明する契約書等（複写可）書類

　⑷ 　提出期限及び提出方法

　　　令和２年５月21日（木）午後５時まで持参又は郵送

　　 　郵送の際は、簡易書留扱いで送付するものとし、

令和２年５月21日（木）午後５時までの必着とする。

　⑸ 　参加資格確認結果通知日

　　 　提出された書類に基づき参加資格を確認し、令和
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２年５月26日（火）に参加資格確認結果通知書を電

子メールで送付する。

６ 　本件に関する質問の方法

　 　本プロポーザルに関する事項について質問のある場

合は、次により質問書を提出すること。

　⑴ 　受付期間

　　 　令和２年５月26日（火）～５月29日（金）午後５

時まで

　⑵ 　提出先

　　 　川崎市教育委員会事務局生涯学習部中原図書館

（図書館ネットワークシステム担当）メールアドレ

ス（88nakato1@city.kawasaki.jp）

　⑶ 　提出方法

　　 　質問書に、質問と必要事項を記入の上、電子メー

ルに添付して送付すること。

　⑷ 　回答方法

　　　電子メール

　⑸ 　質問回答日

　　　令和２年６月２日（火）

７ 　提案書類

　 　参加意向申出書を提出し、参加資格確認結果通知書

で参加資格有とされた者は、次のとおり提案書類を提

出するものとする。

　⑴ 　提案書類

　　ア 　企画書　12部

　　　 　企画書は、本件業務仕様書に沿って作成するこ

と。

　　イ 　実施体制及び人員体制　12部

　　　 　人員体制については、業務に従事する人員の

「職位及び職位別人数」「本件業務に必要と考え

られる資格又は経歴」「本件業務に係る作業内容」

等を示すこと。また、実施体制についてはスケジ

ュールを含み記載すること。

　　ウ 　見積書　１部

　　　 　見積書には明細書を添付すること。また、合計

金額は消費税額及び地方消費税額を含む価格と

し、外税で計算すること。

　⑵ 　提出日時・提出場所

　　ア 　提出期限及び提出方法

　　　 　令和２年６月５日（金）午後５時まで郵送（必

着）

　　　 　郵送の際は、簡易書留扱いまたはゆうパック

（セキュリティサービス）等で送付すること。

　　イ 　提出場所

　　　２の担当部局と同じ

　⑶ 　その他

　　ア 　企画書の書式等

　　（ア）Ａ４サイズ（縦横は自由）

　　（イ）表紙を除いて30ページ以内

　　（ウ）フォントサイズは10.5ポイント以上

　　（エ ）わかりやすい表記を心掛け、専門用語を使用

する場合は注釈をつけること

　　（オ）散逸しないような形で綴ること

　　イ 　本プロポーザルにおいて提出された書類は返却

しない。

　　ウ 　提案書類の提出後、本市の判断により補足資料

の提出を求めることがある。

　　エ 　提案書類の作成及び提出等に係る費用は、提案

者の負担とする。

　　オ 　指定した日時までに提出されない場合は、辞退

したものとみなす。

　　カ 　各提案者からの提案数は１案のみとし、複数案

の提出はできないものとする。

８ 　選定委員会

　⑴ 　実施日時

　　　令和２年６月（予定）

　⑵ 　実施場所

　　　川崎市立中原図書館　多目的室

　⑶ 　実施方法

　　　提案書類の審査及び電話等会議とする。

　⑷ 　電話等会議について

　　 　提案書類に疑義がある場合は、後日指定する日時

に、参加意向申出書に記載された連絡担当者宛に電

話またはメールをする。指定した日時には連絡担当

者は電話またはメールを受信できる場所に待機し、

直ちに回答できる体制を整えること。

　⑸ 　その他

　　ア 　日時等詳細については後日決定する。

　　イ 　選定委員会は非公開とする。

　　ウ 　辞退する場合は、選定委員会当日までに辞退届

を提出すること。

　　エ 　新型コロナウィルス感染予防のため、開催方式

が変更になる場合がある。その際は、提案者に別

途通知する。

９ 　評価方法

　 　川崎市図書館システム開発支援業務選定委員会が、

提案書類及び選定委員会の内容について次の評価項目

に基づき採点し、合計得点の最も高い者を本業務に最

も適した提案者として特定する。

　⑴ 　趣旨

　⑵ 　提案内容

　⑶ 　実施体制

　⑷ 　見積りに関すること

　　 　なお、合計得点の最も高い者が２人以上あるとき

は、⑵の得点が高い者を、⑵の値も同点のときは⑶

の得点が高い者を、⑵及び⑶の値も同点のときは当
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該者により、くじを引いて本業務に最も適した提案

者を特定する。

10 　結果通知

　 　令和２年６月30日（火）までに、本業務に最も適し

た提案者として特定された者及び特定されなかった者

に対して、書面により結果を通知する。なお、特定さ

れた場合であっても、提案内容の履行を保証するもの

ではない。

11 　その他

　⑴ 　本受託業務の受託者は、本委託業務の履行により

知りえた情報により、入札の公平性を阻害又は阻害

するおそれがある業務の入札に参加することはでき

ない。

　⑵ 　委託内容の仕様については、「令和２年度川崎市

図書館システム開発支援業務仕様書」による。

　⑶ 　次に掲げる事項に該当する場合、提案者は失格と

する。

　　ア 　提案書類の提出方法、提出先、提出期限に適合

しないもの

　　イ 　提案書類に不足があるもの

　　ウ 　虚偽の内容が記載されているもの

　　エ 　仕様書に適していないもの

　　オ 　本プロポーザルに関し、川崎市図書館システム

開発支援業務選定委員会との接触があった者

　　カ 　選定委員会において必要に応じて実施される電

話等会議に出席しなかった者

　⑷ 　手続において使用する言語及び通貨

　　ア 　言語　日本語

　　イ 　通貨　日本国通貨

　⑸ 　契約手続等

　　ア 　契約書の作成　要

　　イ 　契約保証金　免除

　　ウ 　前払金　否

　⑹ 　提案者が自らの評価点について開示を希望する場

合は、結果通知日から起算して２日以内に、本市に

照会することができる。この場合、開示結果は照会

者の評価点のみとする。

　　　───────────────────

川崎市公告第389号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和２年５月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　川崎市立学校施設基礎調査業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市立白幡台小学校（川崎市宮前区

南平台13－１）ほか４校

　⑶ 　履行期間　令和３年３月19日限り

　⑷ 　委託概要　 学校施設改修に向けての現況調査等

（仕様書参照）

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「建築設計」種目「意匠設計」で登録されてい

ること。

　⑷ 　本市と平成22年度以降に学校施設（校舎）に係る

基本構想、基礎調査、基本計画いずれかの契約実績

があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。又

は、平成27年度以降に官公庁（本市を含む）と、延

床面積5,000㎡以上の学校施設（校舎）の校舎改修、

増改築等の設計・工事監理いずれかの契約実績があ

り、かつ誠実に履行した実績を有すること。

　⑸ 　建築士法（昭和25年法律第202号）に定める一級

建築士（実務経験５年以上の者に限る）が複数所属

していること。

３ 　入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0004

　　　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　再生整備担当　佐々木、中村

　　　電　話　044－200－3279

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　　※ 一般競争入札参加申込書は川崎市ウェブサイト

「入札情報」の「入札情報かわさき」からダウン

ロードすることもできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年５月12日（火）～令和２年５月20日（水）

９：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00（土日を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷ に示した資格を証明する書類（契約書の写

し等）

　　ウ 　２⑸に示した資格を証明する書類（資格証の写

し、実務経歴書等）

　　　※ 　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。

　　　※ 　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。
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　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　仕様書の閲覧

　　３⑴の場所で３⑵の期間閲覧できます。

５ 　仕様書の配布

　 　本件の仕様書は、川崎市ウェブサイト「入札情報」、

「入札情報かわさき」からＰＤＦファイルをダウンロ

ードしてください。ダウンロードできない場合は、３

⑶の期間に３⑷の場所で配布します。

６ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

登録されている委任先メールアドレス

　　 （当該委任先メールアドレスを登録していない者に

はＦＡＸにより送付）

　⑵ 　日時

　　　令和２年５月22日（金）までに交付

７ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡してく

ださい。

　　※ 　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　 　令和２年５月12日（火）～令和２年５月25日（月）

　９：00～12：00、13：00～17：00時（土日を除く）

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和２年５月28日（木）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

８ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

９ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑵ 　入札・開札の日時　令和２年６月９日（火）

　　　　　　　　　　　　14：00

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　　　　　　川崎市第４庁舎

　　　　　　　　　　　　４階第７会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。

10 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金　　 契約金額の10％

　　　　　　　　　 　ただし、川崎市金銭会計規則第８

条に定める有価証券の提供、又は金

融機関若しくは保証事業会社の保証

をもって契約保証金の納付に変える

ことができます。

　　　　　　　　　 　また、川崎市契約規則第33条各号

に該当する場合は、契約保証金の納

付を免除します。

　⑶ 　前払金　　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札

情報　かわさき」の「契約関係規定」で閲覧するこ

とができます。

11 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第390号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年５月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 動画編集用パーソナルコンピュータの

賃貸借及び保守業務
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　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市総務企画局シ

ティプロモーション推進室

　⑶ 　履行期限　契約締結日から令和７年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本業務は、川崎市総務企画局シティプロモーショ

ン推進室に設置する動画編集用パーソナルコンピュ

ータの賃貸借及び保守に関する業務となります。

　　　詳細は、委託仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　平成31・32年度製造の請負・物件の供給等有資格

業者名簿に業種「リース」種目「事務用機器」に搭

載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

　 　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次

の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確

認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書

を配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり

所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により

提出してください。

　・ 「入札情報かわさき」http://www.city.kawasaki.

jp/233300/

　　なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室

　　　ブランド戦略担当

　　　電　話　044－200－0848

　　　ＦＡＸ　044－200－3915

　　　e-mail　17brand@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年５月11日（月）８：30から令和２年５月

22日（金）17：00まで

　　 　ただし、閉庁日（土曜日、日曜日及び祝日）なら

びに平日の正午から午後１時までを除きます。

　⑶ 　提出方法　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所　３⑴に同じ

　⑵ 　日時　令和２年５月28日（木）13：00から17：00

まで

 　 　ただし、業者登録で電子メールのアドレスを登録

した場合は、同日中までに電子メールで配信されま

す。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年５月11日（月）８：30から令和２年５月

29日（金）17：00まで

　　 　ただし、閉庁日（土曜日、日曜日及び祝日）なら

びに平日の正午から午後１時までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

持参先等は３⑴に同じ。

　　 　なお、電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、

送付した旨を３⑴の問い合わせ先に電話にて御連絡

ください。

　　　また、郵送の場合は５⑵の期間内に必着のこと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和２年６月４日（木）17：00までに、一般競争

入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メ

ール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、こ

の入札の参加資格を満たしていない者からの質問に

関しては回答しません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札はリース総額（税抜き）を入札金額として

行います。入札者は見積もった契約金額の110分

の100に相当する金額を入札書に記載してくださ

い。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札
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書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和２年６月11日（木）10：30

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎11階会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　持参又は、郵送とします。

　⑷ 　入札保証金　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じ。

　⑵ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第391号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和２年５月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市高津区久本一丁目506番１

 ほか８筆の一部　　

 1,898平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市高津区梶ヶ谷三丁目13番地31

　　株式会社　末長組

　　代表取締役　根本　裕之

３ 　予定建築物の用途

　　共同住宅

 計画戸数：61戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成30年４月10日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第２号

　　平成30年12月３日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第126号（変更）

　　令和１年６月17日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第25号（変更）

　　令和２年３月17日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第127号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第392号

　　　道路位置の廃止について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定による道路を次のとおり廃止します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　令和２年５月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名

横浜市都筑区中川八丁目３番27号

株式会社　シャンブル・ヴェール

代表取締役　水口　宏子

道路位置の

地名・地番

川崎市多摩区菅野戸呂1739番５

 別図省略

幅 　 　 員

4.00メートル

延　長

7.55メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指

第601号

廃　止

年月日

令和２年

５月12日

　　　───────────────────

川崎市公告第393号

　　　入　　札　　公　　告

業務委託契約に関する一般競争入札について次のとおり

公告します。

　　令和２年５月13日

 川崎市長　　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　汚泥処分業務委託

　⑵ 　履行期間
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　　　令和２年７月17日から令和３年３月31日まで

　⑶ 　概　　要

　　 　給食室内部の排水管から学校敷地内の最終排水管

（埋設管）までの排水導入管内部や、最終枡及びグ

リストラップ又は排水槽内部の洗浄の際に排出され

た汚泥やグリス等の処分業務を委託する。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において「平成31・32年度川崎市業者委

託有資格業者名簿」に業種「廃棄物関連業務」・種

目「産業廃棄物」で登載されていること。

　⑶ 　処分場所の自治体における、産業廃棄物処分業の

「汚泥」及び「廃油」の処分業務許可を有している

こと。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　川崎市又は横浜市、東京都区内に中間処理又は最

終処分場所があること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　〒210－0004

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　　明治安田生命ビル10階

　　　　　　　　　川崎市教育委員会事務局

　　　　　　　　　健康給食推進室〔学校給食〕

　　　　　　　　　担当　太田

　　イ 　閲覧期間　 令和２年５月13日（水）～令和２年

５月19日（火）

　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日、祝日等の本市閉

庁日を除く。）

　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１時00分

～午後５時

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市教育委員会ホームページ

「その他」の「汚泥処分業務委

託受託事業者公募」（アドレス　

http://www.city.kawasaki.jp/880/

page/0000117235.html）

　　イ 　閲覧期間　 令和２年５月13日（水）午前９時～

令和２年５月19日（火）午後５時

４ 　入札説明書等の配布、競争参加申込書提出及び問合

せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加申込書を提出しなければなりません。

　 　また、提出された競争参加申込書等を審査した結

果、当該業務の入札に参加することが認められた者に

限り、入札に参加することができます。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局

　　　健康給食推進室〔学校給食〕：太田担当

　　　電　話：044－200－3299（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　　　E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　　　 （ただし、本メールアドレスに電子メールを送信

する場合は必ず開封確認メッセージを要求してく

ださい。）

　　 　入札説明書、競争参加申込書は、上記３⑵アのと

おり、インターネットからダウンロードすることが

できます。

　⑵ 　提出期間

　　　上記３⑴イに同じ。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争参加申込書

　　　 　上記３⑵アのとおり、インターネットからダウ

ンロードすることができます。ダウンロードでき

ない場合は、上記⑴の場所で上記３⑴イの期間に

配布します。

　　イ 　処分場所の自治体における産業廃棄物処分業許

可証の写し

　　　 　「汚泥」及び「廃油」の処分業務許可が分かる

ものを提出してください。

　　　 　中間処理施設を有している場合は、中間処理施

設の産業廃棄物処分業許可証の写しも提出してく

ださい。

　　　 　許可証の更新手続きをしている場合は、更新手

続きに関する書類の写しを提出してください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参又は書留郵便にて提出してください。

　⑸ 　その他

　　ア 　提出された競争参加申込書等は返却しません。

　　イ 　提出された競争参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。

　　ウ 　競争参加申込書等に関する問合せ先は、上記３

⑴アの場所とします。

５ 　資料の縦覧

　　３⑴アの場所、３⑴イの期間で縦覧に供します。

６ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認通知書は、競争参加申込

書等を提出した者に、令和２年５月22日（金）までに

送付します。



川 崎 市 公 報 （第1,795号）令和２年(2020年)５月25日

－2435－

　⑴ 　令和２年度「業務委託有資格業者名簿」に電子メ

ールアドレスを登録している場合は、電子メールに

て送付。

　⑵ 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

７ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　 　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込みを済

ませた方に限ります。また、入札参加者以外へは回

答しませんので御注意ください。

　　ア 　問合せ先

　　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事

項を記入し、４⑴の場所へ持参又は４⑴の連絡先

へ電子メール若しくはＦＡＸで送付してください。

　　　 　なお、質問書は、上記３⑵アのとおり、インタ

ーネットからダウンロードすることができます。

　　イ 　質問受付期間

　　　　令和２年５月22日（金）～令和２年５月26日（火）

　　　　（土曜日、日曜日、祝日等の本市閉庁日を除く。）

　　　 　午前８時30分～正午、午後１時00分～午後５時

　⑵ 　回答

　　ア 　回答予定日　令和２年６月１日（月）まで

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした回答書を電子ファイル

にし、競争入札参加資格があると認められた入札

参加者に対して電子メール又はＦＡＸで回答しま

す。質問がなかった場合には、連絡はいたしませ

ん。なお、回答後の再質問は受け付けません。

８ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められたものが、次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格申請書について、虚偽の申

請をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札・開札の場所及び日時

　　ア 　日時　令和２年６月３日（水）午前10時

　　イ 　場所　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　明治安田生命ビル10階　会議室

　⑵ 　入札の方法・金額等

　　ア 　所定の入札書により入札してください。なお、

代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の

代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押

印（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要で

す。また、入札書には、住所、商号又は名称、代

表者の役職及び氏名を明示し、本市の業者登録に

使用した印鑑による押印及び封印をしてください。

　　イ 　入札は、１㎥あたりの単価（税抜）を入札金額

として行います。なお、この金額には契約期間内

のサービス提供及びサービス導入に際して必要と

なる各種作業等に係る一切の費用を含め見積るも

のとします。

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札をした者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑹ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関

する権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任を

受けた書類（委任状）を事前に提出しなければなり

ません。

　　 　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入

札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり

ますので、必ず持参してください。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

10 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免
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除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の契約

関係規定において閲覧することができます。

11 　その他

　⑴ 　この公表に定めるもののほかは、川崎市契約条

例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

の定めるところによります。

　⑵ 　当該契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　その他問合せ窓口は４⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第394号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年５月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 日本民家園管理事務所外壁その他改修工事

履行場所 川崎市多摩区枡形７丁目１番１号

履行期限 契約の日から令和３年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」

又は「Ｃ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、

本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術

者を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年６月12日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎港コンテナターミナル照明鉄塔基礎新設その他その２工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島92番地

履行期限 契約の日から令和３年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」

で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、

本案件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術

者を要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満

となった場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年６月19日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 宮内中学校用務員作業所改築及び囲障改修その他工事

履行場所 川崎市中原区宮内４丁目13番１号

履行期限 契約の日から令和３年１月29日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」

で登録されていること。
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参 加 資 格

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年６月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 登戸小学校防球ネット新設その他工事

履行場所 川崎市多摩区登戸1329番地

履行期限 契約の日から令和２年９月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「とび・土工」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年６月３日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 東小倉小学校校舎増築その他工事

履行場所 川崎市幸区東小倉１番１号

履行期限 契約の日から令和４年１月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
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参 加 資 格

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金

の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年６月18日　17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「総合評価一般競争入札【特別簡易型】のお知

らせ」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　本工事は、川崎市契約条例第５条に基づき、契約の締結に当たり、市議会の議決を要しますので、

市議会（令和２年９月ごろ）で議決を得たときに契約を締結します。

⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特定工事請

負契約に該当します。特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を

定めます。

⑸ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 柿生小学校校舎増築その他工事

履行場所 川崎市麻生区片平３丁目３番１号

履行期限 契約の日から令和４年２月28日まで

参 加 資 格

本工事の入札は、混合入札により執行します。

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び

「構成員２」という。）により結成されている共同企業体又は単体企業でなければなりません。

ただし、共同企業体の出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員

の割合を上回らなければいけません。

⑴ 　共同企業体の資格条件

　ア 　全ての構成員に必要な条件

　（ア）川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　（イ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　（ウ）建設業退職金共済制度に加入していること。

　（エ）平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
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参 加 資 格

　（オ ）平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」

で登録されていること。

　（カ ）「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小

企業者であること。

　（キ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　（ク ）本工事の一般競争入札参加資格確認申請に当たって、本工事の他の共同企業体の構成員に

なっていないこと。

　イ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　（ア）建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　（イ）監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　ウ 　共同企業体の構成員２に必要な条件

　（ア）建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　（イ）主任技術者（業種「建築」）を専任で配置できること。

⑵ 　単体企業の資格条件

　 　上記⑴ア「全ての構成員に必要な条件」及び上記⑴イ「共同企業体の代表者に必要な条件」を

全て満たしていること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年６月18日　17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「総合評価一般競争入札【特別簡易型】のお知

らせ」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　本工事は、川崎市契約条例第５条に基づき、契約の締結に当たり、市議会の議決を要しますので、

市議会（令和２年９月ごろ）で議決を得たときに契約を締結します。

⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特定工事請

負契約に該当します。特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を

定めます。

⑸ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生中学校消防用設備改修工事

履行場所 川崎市麻生区上麻生４丁目39番１号

履行期限 契約の日から令和３年１月22日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「消防」種目「消火栓設備」で登録され

ていること。
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参 加 資 格

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　消防施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「消防施設」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和２年６月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第395号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和２年５月14日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区野川本町二丁目820番１

 の一部　ほか３筆の一部　　

 880平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市宮前区犬蔵二丁目２番12号

　　さくら建設株式会社

　　代表取締役　白井　重雄

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：５戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和１年12月12日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第90号

　　令和２年１月29日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第106号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第396号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年５月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 高度救命処置用資機材（緊急消防援助隊資機材）

履行場所 消防局の指示する場所（川崎市市内）

履行期限 令和２年11月30日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「医療機器」種目「医

療機器」に登載されており、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

⑷ 　川崎市内に本社を有すること。

⑸ 　「官公需についての中小企業の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業

であること。

⑹ 　平成22年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でもかまいません。

⑺ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）
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入札日時等 令和２年６月30日　11時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第397号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年５月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和２年度川崎市マイナンバーカードセンターに

係る統合端末等の賃貸借及び保守に関する契約

　⑵ 　履行場所

　　　市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課　ほか

　⑶ 　履行期間

　　　令和２年８月１日から令和５年７月31日まで

　⑷ 　調達物品の概要

　　　詳細については、仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登載されており、

かつ、Ａの等級に格付けされていること。

　⑶ 　入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格者指

名停止等要綱による指名停止の措置を受けていない

こと。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績が過去２年間で２回以上あること。

　⑸ 　この調達物品及び数量を確実かつ速やかに納入す

ることができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後、本市の求めに応じて、ア

フターサービスを速やかに提供できること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出、仕

様書の縦覧

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出場

所及び問い合わせ先

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　川崎市市民文化局戸籍住民サービス課　担当　嶋津

　　　電　話：044－200－2259（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3912

　　　E-Mail：25koseki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出期間

　　 　令和２年５月26日（火）から令和２年６月３日

（水）まで（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く、毎

日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　類似契約実績の調達内容を確認できる契約書等

の写し

　　ウ 　本業務の実施体制

　⑷ 　一般競争入札参加資格確認申請書の提出方法

　　　上記３⑴あて持参により提出

　⑸ 　その他

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書の配付・提出期

間中、上記３⑴の場所にて仕様書を縦覧に供します。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交

付、仕様に関する問い合わせ

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加

資格があると認められた者には、次により一般競争入

札参加資格確認通知書及び仕様書を交付し、仕様に関

する問い合わせを受け付けます。

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交

付場所及び問い合わせ先

　　 　上記３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　令和２年６月５日（金）　午前８時30分から正午

まで及び午後１時から午後５時15分まで

　⑶ 　仕様に関する問い合わせ期間

　　 　令和２年６月５日（金）から令和２年６月11日

（木）まで（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く、毎

日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで）

　⑷ 　仕様に関する問い合わせ方法
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　　 　入札説明書に添付の質問書にて、上記３⑴の

E-mailアドレス宛て送付してください。なお、その

際には、質問書を送付した旨を担当宛て御連絡くだ

さい。

　⑷ 　仕様に関する問い合わせへの回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和２年６月18日（木）ま

でに電子メールにより全社宛て送付します。

５ 　商品説明書（カタログ等）の提出

　 　この入札の参加者は、導入予定機種、導入予定ソフ

ト等のカタログ１部を、令和２年６月22日（月）（土

曜日、日曜日及び祝祭日を除く、毎日午前８時30分か

ら正午まで及び午後１時から午後５時15分まで）まで

に上記３⑴の場所に提出しなければなりません。ま

た、入札の参加者は、開札日の前日までの間において、

本市から該当書類に関し説明を求められたときには、

これに応じなければなりません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　本契約に要する経費の総額を入札金額として行

います。入札金額の見積もりの際、次の事項を算

定基準としてください。

　　（ア）ハードウェアの本体価格及び保守料金

　　（イ）ソフトウェアの本体価格及び保守料金

　　（ウ ）ハードウェア及びソフトウェアのセットアッ

プ費用

　　（エ）調達物品の導入及び設置に係る費用

　　（オ）ハードウェア及びソフトウェアの保険料

　　（カ ）その他契約書及び仕様書に基づく調達物品の

リースに係る費用

　　イ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、この金額の100分の10に相当する額（消費

税額及び地方消費税額）を加算した金額をもって

落札価格とするので、入札者は、見積った契約希

望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名を記載した封筒に封印して提出してくださ

い。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和２年６月24日（水）　午前11時

　　イ 　場所

　　　　川崎市市民文化局会議室

　⑶ 　郵送による場合の入札書の受領期限及び宛先

　　ア 　期限

　　　　令和２年６月23日（火）午後５時15分必着

　　イ 　宛先

　　　　上記３⑴に同じ

　　　 　なお、郵送による入札を行う場合は、「入札書

在中」と明記した封筒に入札書を入れて、必ず書

留郵便にて送付するとともに、入札書を送付した

旨を担当宛て御連絡ください。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行なった入札及び

川崎市競争入札参加者心得第７条に該当する入札は

無効とします。

８ 　開札に立会う者に関する事項

　 　開札に立会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任をした書類を

事前に提出しなければなりません。また、開札におい

ては、一般競争入札参加資格確認通知書を必ず持参し

てください。

９ 　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札は、川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立会わ

ない者を除きます。

10 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを必要とします。

　⑶ 　契約書の提出

　　 　落札者は契約書２通を作成し、令和２年７月20日

（月）午後５時15分までに上記３⑴の場所に持参し

てください。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
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は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報」（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/

epc/index.htm）の「契約関係規定」で閲覧するこ

とができます。

11 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　この入札説明書は、この入札の目的以外に使用し

てはなりません。

　⑶ 　この入札説明書は複写を禁じます。また、開札後

直ちに回収します。

　⑷ 　この入札への参加者が、２社以上にならないとき

は、この入札を中止することがあります。

　⑸ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑹ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとしま

す。また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、そ

の損失の補償を本市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑺ 　その他問い合わせ窓口は、上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第398号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年５月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 警防バス（支援車Ⅲ型）

履行場所 消防局の指定する場所（川崎市市内）

履行期限 令和３年２月26日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の買入れ等有資格業者名簿の業種「自動車」に登載さ

れており、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

⑷ 　平成22年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契約実績でも構いません。

⑸ 　この購入（製造）物品の納入後、保守、点検、修理、その他アフターサービスを本市の求めに

応じて、速やかに提供できること。

⑹ 　検査を行う設備を日本国内に有しており、本市の求めにより職員の立会いの下に、検査に応じ

られること。

⑺ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し、確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話番号　044－200－2091

入札日時等 令和２年６月29日　11時00分（川崎市役所入札室　砂子平沼ビル７階）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」をご覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第399号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年５月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市公告第400号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年５月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 道路台帳調書補正委託

履行場所 川崎市内

履行期限 令和３年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「地図調製」で登録されて

いる者。

⑹ 　主任技術者として、測量士の資格を有する者を配置すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

競争入札に

付する事項

件　　 名 ポンプ積載車

履行場所 消防局の指定する場所（川崎市市内）

履行期限 令和３年２月26日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の買入れ等有資格業者名簿の業種「自動車」に登載さ

れており、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

⑷ 　平成22年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契約実績でも構いません。

⑸ 　この購入（製造）物品の納入後、保守、点検、修理、その他アフターサービスを本市の求めに

応じて、速やかに提供できること。

⑹ 　検査を行う設備を日本国内に有しており、本市の求めにより職員の立会いの下に、検査に応じ

られること。

⑺ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し、確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話番号　044－200－2091

入札日時等 令和２年６月29日　11時00分（川崎市役所入札室　砂子平沼ビル７階）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 契約課ホームページ「入札情報　かわさき」をご覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────



（第1,795号）令和２年(2020年)５月25日 川 崎 市 公 報

－2446－

入札日時等 令和２年６月11日　14時30分（財政局資産管理部契約課（委託契約係））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平瀬川支川護岸改修（設計）委託

履行場所 川崎市多摩区長沢３丁目８番地先

履行期限 契約の日から150日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「河川、砂

防及び海岸・海洋部門」で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和２年６月11日14時30分（財政局資産管理部契約課（委託契約係））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第283号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和２年５月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　川崎市区役所事務サービスシステム再構築業務委託

２ 　履行期間

　　令和２年４月６日から令和４年３月31日まで

３ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

４ 　契約の相手方を決定した日

　　令和２年３月26日

５ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　富士通　株式会社　川崎支店

　　支店長　村瀬　満高

　　川崎市川崎区東田町８番地　パレール三井ビル

６ 　契約金額

　　664,400,000円

７ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第284号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和２年５月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　国民健康保険システム改修業務委託

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和２年３月24日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　日本電気　株式会社　神奈川支社

　　支社長　辻　貴夫
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　　横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号

　　クイーンズタワーＣ

５ 　契約金額

　　33,773,300円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７ 　随意契約理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第285号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和２年５月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　福祉総合情報システム１次運用保守業務委託

２ 　契約に関する事務担当部局

　　健康福祉局総務部保健福祉システム課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月１日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　富士通　株式会社　川崎支店

　　支店長　村瀬　満高

　　川崎市川崎区東田町８番地　パレール三井ビル

５ 　契約金額

　　124,419,951円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７ 　随意契約の理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第286号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年５月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　災害用外傷セット更新委託

　⑵ 　履行場所　健康福祉局保健医療政策室等

　⑶ 　契約期間　契約締結の日から令和２年12月28日まで

　⑷ 　業務の概要　 災害時医療救護活動用の災害用外傷

セットの更新に関する業務です。

　　　　　　　　　 セット内容等の詳細は「入札説明

書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

おいて、業種「医療関連業務」に登載されていること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号。以

下「契約規則」といいます。）第２条の規定に該当

しないこと。

　⑶ 　入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格指名

停止等要綱による指名停止の措置を受けていないこ

と。

　⑷ 　過去５年間で、官公庁又は医療法（昭和23年７月

30日法律第205号）第１条の５に定める病院におい

て、類似の業務を受託した実績を有し、かつ、本件

業務を確実に履行する能力を有すること。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書等

の配布、提出及び問い合わせ先

　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」又は次の

配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確認

申請書、仕様書、質問書等が添付された入札説明書を

配布します。

　 　また、この入札に参加を希望するものは、所定の一

般競争入札参加資格確認申請書、「２⑷」の契約実績

を証する書類（契約書の写し等業務内容がわかるも

の）を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒212－0013 　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　川崎市役所健康福祉局保健医療政策室　担当　浅野

　　　電話番号　044－200－0562

　　　ＦＡＸ　　044－200－3934

　　　e-mail　　40iryose@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年５月25日（月）から令和２年６月１日

（月）までとします。

　　（ 土日祝日を除き、午前８時30分から正午まで及び

午後１時から午後５時15分まで）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　　令和２年６月３日（水）

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に
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電子メールアドレスを登録している場合は、同日の

未明に電子メールで配信されます。

５ 　仕様に関する質問について

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　　令和２年６月８日（月）の午後４時まで

　⑶ 　質問方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、３

⑴の問い合わせ先まで電子メールにて送付してくだ

さい。また、質問をする場合は、質問書を送信した

旨を３⑴の担当まで御連絡ください。

　⑷ 　質問に対する回答

　　 　令和２年６月11日（木）までに、一般競争入札参

加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メールに

て回答書を送付します。なお、この入札の参加資格

を満たしていない者からの質問に関しては回答しま

せん。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に、２「一般競争入札参加資格」の各号の

いずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札手続

　　ア 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人としま

す。なお、代理人が立会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受け

た書面を事前に提出しなければなりません。

　　イ 　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の100分の10（消費税及び地方消費

税）に相当する額を加算した金額をもって落札価

格とするので、入札者は見積もった契約希望金額

の110分の100に相当する金額を入札書に記載して

ください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和２年６月16日（火）　午前10時00分

　　イ 　場所　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　　　　ソリッドスクエア西館12階　12Ｃ会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、当該価格が

著しい低価格であった場合は、落札決定の前に調査

を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得第

７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち会わ

ない者は除きます。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　 　契約金額の10パーセントとします。ただし、契約

規則第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書の作成

　　ア 　契約書を作成することを要します。

　　イ 　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の「契約関係規定」で

閲覧できます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続に置いて使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第287号

　　　入　　札　　公　　告

　電気自動車（軽貨物・広報車仕様）の賃貸借及び保守

に関する一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和２年５月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 電気自動車（軽貨物・広報車仕様）賃

貸借及び保守

　⑵ 　履行場所　川崎市幸区南加瀬１－７－17

　　　　　　　　幸区日吉合同庁舎

　⑶ 　履行期間　 令和２年９月26日から令和９年９月25

日まで

　⑷ 　調達物品の概要　仕様書によります。
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２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　川崎市「平成31・32年度製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿」の業種「リース」種目「車両」

に登録されていること。

　⑷ 　過去に本市又はその他の官公庁において類似の契

約を締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を

有すること。

　⑸ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所　〒212－0055

　　　　　　　　　　　川崎市幸区南加瀬１－７－17

　　　　　　　　　　　川崎市幸区役所日吉出張所

　　　　　　　　　　　担当：佐藤

　⑵ 　配布・提出期間　 令和２年５月25日（月）午前８

時30分から令和２年５月29日

（金）午後５時まで

　　　　　　　　　　　 ただし、土曜日、日曜日及び祝

日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　類似業務の履行実績資料（様式自由）

　⑷ 　提出方法

　　　郵送もしくは持参。

　　 　郵送の場合は、原則として３⑵の提出期間中に３

⑴の提出場所までに到着させること。ただし、や

むをえない事情により３⑵の提出期間終了時まで

に到着しないことが見込まれる場合は、その理由

を記した上で、事前にＰＤＦ化した３⑶提出物を

「63hiyosi@city.kawasaki.jp」まで提出すること。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、一般競争入札参

加資格があると認められた者には、次により一般競争

入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　場所

　　　３⑴と同じ

　　 　ただし、川崎市製造の請負・物件の供給等有資格

業者名簿に登録した際に電子メールアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信します。

　⑵ 　日時

　　 　令和２年６月３日（水）午後５時まで

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸによります（質問書を送

付した旨を044－599－1121あてに電話連絡してくだ

さい。）。

　　　電子メール　63hiyosi@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－599－9955

　⑵ 　質問受付期間

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書到達時から令和

２年６月８日（月）午後５時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　　添付の「質問書」の様式により、提出してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和２年６月10日（水）までに、一般競争入札参

加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メールま

たはＦＡＸで送付します。なお、一般競争入札参加

資格確認通知書の交付を受けていない者からの質問

に関しては回答できません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、一般競争入札参加資格

を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書とともに配布す

る入札書もしくは、入札情報かわさき＞ダウンロー

ドコーナー＞財政局入札参加手続関係からダウンロ

ードした入札書を使用してください。

　　 　賃貸借期間の総額（税抜き）を入札金額とします。

契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載し

てください。また、入札金額には契約期間内の業務

履行に必要となる一切の費用を含めて見積もるもの

とし、月額の賃貸借料（税抜きで１円未満の端数を

切り捨てた額）を月数（84 ヵ月）で乗じる方法で

見積もりしてください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和２年６月17日（水）　午後２時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市幸区南加瀬１－７－17

　　　　幸区日吉合同庁舎２階第２会議室

　⑵ 　入札書の提出

　　　持参に限ります。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。
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　⑷ 　開札の日時

　　　７⑴アと同じ

　⑸ 　開札の場所

　　　７⑴イと同じ

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合、直ちに再度入札を実施しま

す。再度入札用の入札書等も準備の上、参加してく

ださい。

８ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任をした書

類を事前に提出しなければなりません。また開札には

一般競争入札参加資格確認通知書を必ず持参してくだ

さい。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」－「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。

　⑸ 　議決の要否

　　　否

10 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　⑷ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑸ 　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本

入札に関し、手続き等が変更になる場合があります。

　⑹ 　予算の減額又は削除があった場合の特約条項

　　 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとしま

す。また、上記解除に伴い、損失が生じた場合は、

その損失の補償を川崎市に対して請求することがで

きるものとし、補償額は協議して定めるものとしま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第288号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和２年５月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　令和２年度行政情報システム運用保守業務委託契約

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　総務企画局情報管理部システム管理課

　　川崎市川崎区東田町５番地４

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月１日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　日本電気株式会社　神奈川支社

　　支社長　辻　貴夫

　　神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号

５ 　契約金額

　　63,998,880円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７ 　随意契約理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第289号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年５月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 大島老人いこいの家他19箇所消防用設備等保守定

期点検及び建築設備定期点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　大島老人いこいの家他19箇所

　⑶ 　完了期限

　　　令和３年３月31日（水）限り

　⑷ 　業務概要
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　　　詳細は入札説明書によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において平成31・32年度業務委託有資格

業者名簿の業種「施設維持管理」種目「消火設備保

守点検」に登載されていること。

　⑶ 　一級建築士、二級建築士又は建築設備等検査員資

格者証並びに防火設備検査員資格証の交付を受けて

いる者を有すること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市役所健康福祉局長寿社会部

　　　高齢者在宅サービス課　小林

　　　電　話　044－200－2680（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和２年５月25日（月）から令和２年６月１日

（月）までの午前８時30分から正午及び午後１時か

ら午後５時15分までとします。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参又は郵送とします。

　　 　郵送の場合、期日までに到着するように、書留郵

便等配達の記録が残る方法で送付してください。

　　　（送付先）

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所健康福祉局長寿社会部

　　　高齢者在宅サービス課　小林宛て

　　　 ※封筒には「一般競争入札参加資格確認申請書在

中」と大きく書いてください。発送時に、郵送に

て提出する旨を⑴の問合せ先まで御連絡ください。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明会

　 　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録

している場合は、電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　 　令和２年６月３日（水）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市の公式ウェブサイト

からダウンロードできます（「入札情報かわさき」

の「入札情報」の委託の「入札公表」の中にありま

す。URL　http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）。

　　 　なお、川崎市の公式ウェブサイトから入手できな

い者には、申し出により無償で入札説明書を交付し

ます。川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールのアドレスを登録している場合は、確

認書と一括して自動的に電子メールで配信します。

　⑷ 　入札説明会

　　　実施しません。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年５月25日（月）午前８時30分から令和２

年６月４日（木）午後５時15分までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　　令和２年６月８日（月）

　　　全者に文書（電子メール）にて送付します。

　⑹ 　その他

　　 　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合

には、ＦＡＸによります。

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、大島老人いこいの家他19箇所消防用設
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備等保守定期点検及び建築設備定期点検業務にか

かる費用の合計金額で行います。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して提出して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の10％（消費税及び地方消費税）に

相当する額を加算した金額でもって落札価格とす

るので、入札者は見積もった契約金額の110分の

100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札書の提出方法、期間及び場所

　　ア 　持参による入札の場合

　　　　入札書の提出日時　令和２年６月12日（金）

　　　　午前10時

　　　　入札書の提出場所

　　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館10階　10Ｃ会議室

　　イ 　郵送による入札の場合

　　　　入札書の提出期限　令和２年６月12日（金）まで

　　　　必着

　　　　入札書の提出場所　３⑶に同じ

　　　 　封筒に所定の入札書を入れて封印し、当該封筒

に１⑴の件名及び「入札書在中」と明記し、書留

郵便等配達の記録が残る方法により送付してくだ

さい。

　　　 　また、当該送付を行ったら速やかに、３⑴の場

所に必ず電話をしてください。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジ の「 入 札 情 報 」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の

質問書の様式は、川崎市の公式ウェブサイトの「入

札 情 報 」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）において、本件の公表情報詳細のペー

ジからダウンロードできます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第290号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和２年５月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　川崎競輪場開催管理システム用着順制御装置賃貸借

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　川崎市経済労働局公営事業部総務課

　　川崎市川崎区富士見２丁目１番６号

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月23日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　ＮＴＴファイナンス株式会社　横浜支店

　　神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目７番３号

５ 　契約金額（税抜きリース総額）

　　40,512,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　令和２年３月10日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第291号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和２年５月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　 コンビニ交付システム機器更新に伴うシステム移行

業務委託

２ 　履行期間
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　　令和２年４月28日から令和３年１月31日まで

３ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

４ 　契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月22日

５ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社　日立製作所　横浜支店

　代表取締役社長　高倉　哲雄

　　横浜市西区高島１丁目１番２号

　　横浜三井ビルディング

６ 　契約金額

　　33,862,752円

７ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

８ 　随意契約理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第292号

　　　入　　札　　公　　告

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和２年５月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 川崎市コンビニ交付システムに係るサーバ機器等

の賃貸借及び保守に関する契約

　⑵ 　履行場所

　　　市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課　ほか

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年１月１日から令和７年12月31日まで

　⑷ 　調達物品の概要

　　　詳細については、仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登載されている

こと。なお、有資格業者名簿に登録のない者（入札

参加業種に登載のない者も含む。）は、財政局資産

管理部契約課に所定の様式により、資格審査申請を

令和２年６月３日（水）までに行ってください。

　⑶ 　入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格者指

名停止等要綱による指名停止の措置を受けていない

こと。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績が過去２年間で２回以上あること。

　⑸ 　この調達物品及び数量を確実かつ速やかに納入す

ることができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後、本市の求めに応じて、ア

フターサービスを速やかに提供できること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書配布・提出場所

及び問い合わせ先

　　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　川崎市市民文化局戸籍住民サービス課　担当　嶋津

　　　電　話：044－200－2259（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3912

　　　E-Mail：25koseki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書配布・提出期間

　　 　令和２年５月26日（火）から令和２年６月３日

（水）まで（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く、毎

日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　類似契約実績の調達内容を確認できる契約書等

の写し

　　ウ 　本業務の実施体制

　⑷ 　一般競争入札参加資格確認申請書の提出方法

　　　上記３⑴あて持参により提出

　⑸ 　その他

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書の配付・提出期

間中、上記３⑴の場所にて仕様書を縦覧に供します。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び仕様書、入札

説明書の交付、仕様に関する問い合わせ一般競争入札

参加資格確認申請書を提出し入札参加資格があると認

められた者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書及び仕様書、入札説明書を交付し、仕様に関す

る問い合わせを受け付けます。

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び仕様書、入

札説明書の交付場所、問い合わせ先上記３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　令和元年６月11日（木）　午前８時30分から正午

まで及び午後１時から午後５時15分まで

　⑶ 　仕様に関する問い合わせ期間

　　 　令和２年６月11日（木）から令和２年６月17日

（水）まで（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く、毎

日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後



（第1,795号）令和２年(2020年)５月25日 川 崎 市 公 報

－2454－

５時15分まで）

　⑷ 　仕様に関する問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて、上記３⑴の

E-mailアドレス宛て送付してください。なお、その

際には、質問書を送付した旨を担当宛て御連絡くだ

さい。

　⑸ 　仕様に関する問い合わせへの回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和２年６月24日（水）ま

でに電子メールにより全社宛て送付します。

５ 　商品説明書（カタログ等）の提出

　 　この入札の参加者は、導入予定機種、導入予定ソフ

ト等のカタログ１部を、令和２年７月６日（月）（土

曜日、日曜日及び祝祭日を除く、毎日午前８時30分か

ら正午まで及び午後１時から午後５時15分まで）まで

に上記３⑴の場所に提出しなければなりません。

　 　また、入札の参加者は、開札日の前日までの間にお

いて、本市から該当書類に関し説明を求められたとき

には、これに応じなければなりません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　本契約に要する経費の総額を入札金額として行

います。入札金額の見積もりの際、次の事項を算

定基準としてください。

　　（ア）ハードウェアの本体価格及び保守料金

　　（イ）ソフトウェアの本体価格及び保守料金

　　（ウ ）ハードウェア及びソフトウェアのセットアッ

プ費用

　　（エ）調達物品の導入及び設置に係る費用

　　（オ）ハードウェア及びソフトウェアの保険料

　　（カ ）その他契約書及び仕様書に基づく調達物品の

リースに係る費用

　　イ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、この金額の100分の10に相当する額（消費

税額及び地方消費税額）を加算した金額をもって

落札価格とするので、入札者は、見積った契約希

望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名を記載した封筒に封印して提出してくださ

い。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和２年７月８日（水）　午前11時

　　イ 　場所

　　　　川崎市市民文化局会議室

　⑶ 　郵送による場合の入札書の受領期限及び宛先

　　ア 　期限

　　　　令和２年７月７日（火）午後５時15分必着

　　イ 　宛先

　　　　上記３⑴に同じ

　　　 　なお、郵送による入札を行う場合は、「入札書

在中」と明記した封筒に入札書を入れて、必ず書

留郵便にて送付するとともに、入札書を送付した

旨を担当宛て御連絡ください。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行なった入札及び

川崎市競争入札参加者心得第７条に該当する入札は

無効とします。

８ 　開札に立会う者に関する事項

　 　開札に立会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任をした書類を

事前に提出しなければなりません。

　 　また、開札においては、一般競争入札参加資格確認

通知書を必ず持参してください。

９ 　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札は、川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立会わ

ない者を除きます。

10 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを必要とします。

　⑶ 　契約書の提出

　　 　落札者は契約書２通を作成し、令和２年７月31日

（金）午後５時15分までに上記３⑴の場所に持参し

てください。
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　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報」（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/

epc/index.htm）の「契約関係規定」で閲覧するこ

とができます。

11 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　この入札説明書は、この入札の目的以外に使用し

てはなりません。

　⑶ 　この入札説明書は複写を禁じます。また、開札後

直ちに回収します。

　⑷ 　この入札への参加者が、２社以上にならないとき

は、この入札を中止することがあります。

　⑸ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑹ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を本市に対して請求することができるも

のとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑺ 　その他問い合わせ窓口は、上記３⑴に同じです。

12 　Summary

　⑴ 　 The contract for the lease and maintenance 

of personal computers and other necessary 

equipments for the Issuance of Certificates 

system.

　⑵ 　Time-limit for tender:11:00A.M. 8 July, 2020

　⑶ 　Time-limit for tender by mail: 7 July, 2020

　⑷ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　 Family Registry and Residence Service 

Section

　　　Citizens' and Cultural Affairs Bureau

　　　11-2,Ekimaehon-cho,Kawasaki-ku

　　　Kawasaki,Kanagawa 210-0007,Japan

　　　TEL:044-200-2259

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第293号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和２年５月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　川崎市役所第３庁舎の電気需給に関する契約

　　（調達見込数量　約4,260,100キロワット時）

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　総務企画局総務部庁舎管理課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和２年２月26日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社　Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　　代表取締役　沖　隆

　　東京都港区芝浦三丁目１番21号

５ 　落札金額

　　70,040,502円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　令和２年１月10日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第294号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和２年５月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　国民健康保険システム運用保守業務委託

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和２年３月６日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　日本電気　株式会社　神奈川支社

　　支社長　辻　貴夫

　　横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号

　　クイーンズタワーＣ

５ 　契約金額

　　94,034,864円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７ 　随意契約理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第295号

　プロポーザル方式の実施について次のとおり公告しま

す。

　　令和２年５月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型企画提案に関する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 川崎市ＡＩチャットボットシステム構築・運用保

守業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所内、その

他本市が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和３年３月31日（水）まで

　⑷ 　スケジュール

　　ア 　構築業務：　　 契約締結日から令和３年２月28

日（日）まで

　　イ 　運用保守業務： 令和３年３月１日（月）から

　　　　　　　　　　　令和３年３月31日（水）まで

　⑸ 　委託内容

　　 　詳細は、本市ホームページで公開している「川崎

市ＡＩチャットボットシステム構築・運用保守業務

委託　基本仕様書」のとおりです。

　⑹ 　事業概算額：￥5,303,100円（消費税額及び地方

消費税額を含む。）

　　　内訳額（基準）

　　ア 　構築経費：￥5,022,600円

　　イ 　運用保守経費（１か月分）：￥280,500円

　　　※ 提案額が事業概算額を超過している場合は失格

となります。

２ 　参加資格

　 　この企画提案に参加するには、次の事項を全て満た

している必要があります。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でない者

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「電算関連業務」に登録されている者

　⑷ 　本業務を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財

務能力を有すること。

３ 　公募手続

　⑴ 　実施要領及び基本仕様書の公表

　　ア 　公表日　　令和２年５月25日（月）

　　イ 　配布場所　本市ホームページに掲載します。

　⑵ 　参加意向申出書の受付

　　 　本公募への参加を希望する場合は、「参加意向申

出書」（様式１）に必要事項を記入の上、次のとお

り持参により御提出ください。

　　ア 　受付期間　 令和２年５月25日（月）～令和２年

６月１日（月）

　　　　　　　　　（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　　　　　　　 受付時間は、午前９時～正午、午後

１時～午後５時とします。

　　イ 　受付場所　 川崎市総務企画局情報管理部ＩＣＴ

推進課（川崎市役所第３庁舎９階）

　　ウ 　提出書類

　　　・参加意向申出書

　　　・参加申込者の事業概要がわかる資料

　⑶ 　参加資格確認結果の通知

　　 　「参加意向申出書」（様式１）に基づき応募資格

を確認後、申出者全員に対し、次により、「参加資

格確認結果通知書」（様式２）を交付します。

　　ア 　交付日　　令和２年６月３日（水）

　　イ 　交付方法　 「参加意向申出書」に記載されてい

る電子メールのアドレス宛てに、電

子メールで配信します。

　⑷ 　基本仕様書や企画提案書作成に関する質問と回答

　　ア 　質問方法　質問は、「質問書」（様式３）を使用

してください。受付は電子メールのみとします。

メール件名は「川崎市ＡＩチャットボットシステ

ム構築・運用保守業務委託質問書」とし、メール

送信後、電話でメールの受信確認を行っていただ

きます。ただし、参加資格の無い者からの質問は、

受け付けません。

　　イ 　受付期間　 令和２年６月４日（木）～令和２年

６月10日（水）

　　　　　　　　　（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　　　　　　　 受付時間は、午前９時～正午、午後

１時～午後５時とします。

　　ウ 　提出された質問につきましては、参加資格が有

ると認められる者に対し、電子メールにて回答い

たします。（回答日：令和２年６月15日（月））電

話等による個別対応は行いません。

　⑸ 　企画提案書等の提出

　　 　上記⑶において、参加資格が有ると認められた者

は、企画提案書及び見積書を、次により、持参で御

提出ください。

　　ア 　提出期限　 令和２年６月19日（金）午後５時ま

で（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　　　　　　　 受付時間は、午前９時～正午、午後

１時～午後５時とします。

　　イ 　提出場所　 川崎市総務企画局情報管理部ＩＣＴ

推進課（川崎市役所第３庁舎９階）

　⑹ 　企画提案のための必要書類

　　ア 　企画提案書
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　　（ア）書式等

　　　　・ Ａ４判で作成してください（縦横の指定はあ

りません。）。

　　　　・ 表紙を除いて30ページ以内で作成してくださ

い。

　　　　・散逸しないような形で綴ってください。

　　（イ）提出部数10部

　　イ 　見積書

　　　 　システム構築と運用・保守業務を別にした見積

書を各１部提出してください（見積書に記載する

金額は、消費税額及び地方消費税額を抜いた金額

となります。）。なお、各業務に要する経費につい

ては、企画提案書にも併せて記載してください。

　⑺ 　企画提案書の記載項目

　　 　企画提案書には、最低限、次の内容を盛り込んで

ください。また、作成に当たっては、具体的な表現

で記載するよう留意してください。

　　ア 　提案内容の趣旨及び考え方

　　イ 　実施体制及びスケジュール

　　（ア）システム構築

　　　　・想定される作業及びその具体的内容

　　　　・各作業の工数（日×配置人員数）

　　　　・詳細スケジュール

　　（イ）運用・保守

　　　　・運用・保守体制

　　　　・本市からの問合せ対応

　　　　・本システムの安定稼動に向けた実施体制

　　ウ 　システム全体概要

　　　・ システムの全容（パッケージ利用の有無及びカ

スタムの程度等）

　　　・セキュリティ対策の内容

　　エ 　システムの管理者向け機能

　　　・ 管理者向け機能（ＦＡＱデータ管理、レポート

機能）の内容

　　　・ＦＡＱデータの作成等に関する内容

　　　・自由提案として追加する機能の内容

　　オ 　システムの一般利用者向け機能

　　　・ＡＩの機能（自然言語処理等）に関する内容

　　　・ＡＰＩ連携機能の活用に関する内容

　　　・ 利用環境（Ｗｅｂブラウザ、ＬＩＮＥでの動作

等）に関する内容

　　　・問合せ対応機能の内容

　　　・自由提案として追加する機能の内容

　　カ 　システム構築に係る経費

　　キ　システム運用経費（１か月分）

　⑻ 　企画提案書の記載上の注意事項

　　ア 　社名が分からないようにしてください。

　　イ 　専門用語には注釈を付けるなど、できる限り平

易な表現に努めてください。

　　ウ 　提出書類の作成に係る費用は、作成者が負担し

てください。

　　エ 　提出された企画提案書等の書類は返却しません。

　⑼ 　企画提案会の開催

　　 　提出された企画提案書に基づき、次により、企画

提案会を開催します。なお、事前に提出された企画

提案書以外の資料を使用することはできません。

　　ア 　日程　 令和２年６月下旬（時間及び場所は、各

提案者へ別途通知します。）

　　イ 　時間配分の目安

　　　・準備及び説明：20分

　　　・質疑応答：10分

　　　・片付け等：５分

　　ウ 　説明者等

　　　 　説明は本業務を受託する場合にプロジェクトマ

ネージャとして従事する方に行っていただきま

す。また、出席者は説明者を含め３名以内としま

す。

　　エ 　必要機材

　　　 　パソコンを使用する場合は提案者が持参してく

ださい。プロジェクタ、スクリーン等は事務局で

用意します。

　　オ 　評価方法

　　　 　本市が設置するプロポーザル評価委員会におけ

る評価委員がそれぞれ企画提案の内容及び質疑応

答の結果に対して、「企画提案選定評価シート」（様

式４）に基づき評価を行います。

　　カ 　特定方法

　　（ア ）提案者が１者のみ、全ての評価委員の採点し

た各項目が標準点を満たした場合、受託予定者

として特定します。

　　（イ ）提案者が複数者標準点を満たした場合、提案

者のうち、最高得点を得た者を本委託業務の特

定業者とします。なお、同点の場合は、システ

ム構築関係の点数が高い提案者を、その点数も

同点の場合は、経費関係の点数が高い提案者を

受託予定者として特定します。

　⑽ 　審査結果の通知

　　 　審査結果は、「結果通知書」（様式５）により、令

和２年７月10日以降に各提案者全てに郵送で通知し

ます。なお、選定結果等について電話・電子メール

等での問い合わせには、応じられません。

４ 　契約の締結に関する手続等

　 　審査結果の通知後、本市と選定業者との間で仕様の

再確認を行い、個別協議の上、契約を締結します。な

お、企画提案書等に記載された内容及び企画提案会の

質疑応答で回答された内容については、原則として契
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約時の仕様に反映することとします。

　⑴ 　契約保証金契約金額の10％（ただし、川崎市契約

規則第33条各号に該当する場合は免除）

　⑵ 　前払金　　　　否

　⑶ 　契約書の作成　要

５ 　その他

　⑴ 　本委託業務の受託者は、本委託業務の履行により

知り得た情報により、入札の公平性を阻害又は阻害

するおそれがある業務の入札に参加することはでき

ません。

　⑵ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　「参加意向申出書」（様式１）の提出後に辞退す

る際には、「辞退届」（様式６）を提出してください。

　⑷ 　各提案者が自らの評価点について開示を希望する

場合は、結果の通知日から起算して５日以内に、本

市に照会することができます。この場合、開示内容

は契約予定業者及び照会業者の評価点のみとします。

６ 　事務局（問い合わせ先及び提出先）

　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　

　　（川崎市役所第３庁舎９階）

　　川崎市総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課

　　小西、小田、佐藤

　　ＴＥＬ：044－200－2079

　　E-mail：17ictsui@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第296号

　プロポーザル方式の実施について次のとおり公告しま

す。

　　令和２年５月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型企画提案に関する事項

　⑴ 　件　　名

　　　かわさき子育てアプリ再構築・運用保守業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所内、その

他本市が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和３年３月31日（水）まで

　⑷ 　スケジュール

　　ア 　構築業務：　　 契約締結日から令和３年２月28

日（日）まで

　　イ 　運用保守業務：令和３年３月１日（月）から

　　　　　　　　　　　令和３年３月31日（水）まで

　⑸ 　委託内容

　　 　詳細は、本市ホームページで公開している「かわ

さき子育てアプリ再構築・運用保守業務委託基本仕

様書」のとおりです。

２ 　参加資格

　 　この企画提案に参加するには、次の事項を全て満た

している必要があります。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でない者

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者

　⑶ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「電算関連業務」に登録されている者

　⑷ 　過去２年間で官公庁において、本件と同様の業務

を受託した実績があり、かつ、本業務について確実

に履行することができる者

３ 　公募手続

　⑴ 　実施要領及び基本仕様書の公表

　　ア 　公表日　　令和２年５月25日（月）

　　イ 　配布場所　本市ホームページに掲載します。

　⑵ 　参加意向申出書の受付

　　 　本公募への参加を希望する場合は、「参加意向申

出書」（様式１）に必要事項を記入の上、次のとお

り持参により御提出ください。

　　ア 　受付期間　 令和２年５月25日（月）～令和２年

６月１日（月）

　　　　　　　　　（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　　　　　　　 受付時間は、午前９時～正午、午後

１時～午後５時とします。

　　イ 　受付場所　 川崎市総務企画局情報管理部ＩＣＴ

推進課（川崎市役所第３庁舎９階）

　　ウ 　提出書類

　　　・参加意向申出書

　　　・参加申込者の事業概要がわかる資料

　　　・上記２⑷を証する書類（写し可）

　⑶ 　参加資格確認結果の通知

　　 　「参加意向申出書」（様式１）に基づき応募資格

を確認後、申出者全員に対し、次により、「参加資

格確認結果通知書」（様式２）を交付します。

　　ア 　交付日　　令和２年６月３日（水）

　　イ 　交付方法　 「参加意向申出書」に記載されてい

る電子メールのアドレス宛てに、電

子メールで配信します。

　⑷ 　基本仕様書や企画提案書作成に関する質問と回答

　　ア 　質問方法　質問は、「質問書」（様式３）を使用

してください。受付は電子メールのみとします。

メール件名は「かわさき子育てアプリ再構築・運

用保守業務委託質問書」とし、メール送信後、電

話でメールの受信確認を行っていただきます。た

だし、参加資格の無い者からの質問は、受け付け

ません。

　　イ 　受付期間　 令和２年６月４日（木）～令和２年
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６月10日（水）

　　　　　　　　　（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　　　　　　　 受付時間は、午前９時～正午、午後

１時～午後５時とします。

　　ウ 　提出された質問につきましては、参加資格が有

ると認められる者に対し、電子メールにて回答い

たします。（回答日：令和２年６月15日（月））電

話等による個別対応は行いません。

　⑸ 　企画提案書等の提出

　　 　上記⑶において、参加資格が有ると認められた者

は、企画提案書及び見積書を、次により、持参で御

提出ください。

　　ア 　提出期限　 令和２年６月19日（金）午後５時ま

で（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　　　　　　　 受付時間は、午前９時～正午、午後

１時～午後５時とします。

　　イ 　提出場所　 川崎市総務企画局情報管理部ＩＣＴ

推進課（川崎市役所第３庁舎９階）

　⑹ 　企画提案のための必要書類

　　ア 　企画提案書

　　（ア）書式等

　　　　・ Ａ４判で作成してください（縦横の指定はあ

りません。）。

　　　　・ 表紙を除いて30ページ以内で作成してくださ

い。

　　　　・ 散逸しないような形で綴ってください。

　　（イ）提出部数10部

　　イ 　見積書

　　　 　システム構築と運用・保守業務を別にした見積

書を各１部提出してください（見積書に記載する

金額は、消費税額及び地方消費税額を抜いた金額

となります。）。なお、各業務に要する経費につい

ては、企画提案書にも併せて記載してください。

　⑺ 　企画提案書の記載項目

　　 　企画提案書には、最低限、次の内容を盛り込んで

ください。また、作成に当たっては、具体的な表現

で記載するよう留意してください。

　　ア 　提案内容の趣旨及び考え方

　　イ 　実施体制及びスケジュール

　　（ア）システム構築

　　　　・想定される作業及びその具体的内容

　　　　・各作業の工数（日×配置人員数）

　　　　・詳細スケジュール

　　（イ）運用・保守

　　　　・運用・保守体制

　　　　・本市からの問合せ対応

　　　　・本システムの安定稼動に向けた実施体制

　　ウ 　システム全体概要

　　　・ システムの全容（パッケージ利用の有無及びカ

スタムの程度等）

　　　・セキュリティ対策の内容

　　エ 　システムの管理者向け機能

　　　・ 管理者向け機能（アカウントの管理、利用者情

報等の管理）の内容

　　　・プッシュ通知の配信機能の内容

　　　・自由提案として追加する機能の内容

　　オ 　システムの一般利用者向け機能

　　　・ パーソナライズ機能（利用者情報の登録等）に

関する内容

　　　・健診・予防接種情報のスケジュール管理機能

　　　・子供の成長記録機能

　　　・ ＡＰＩ連携機能（イベント情報）の活用に関す

る内容

　　　・ 子育て支援情報及び施設の検索・標記機能に関

する内容

　　　・ デザイン（アプリアイコン・アプリ画面デザイ

ン）に関する内容

　　カ 　システム構築に係る経費

　　キ　システム運用経費（１か月分）

　⑻ 　企画提案書の記載上の注意事項

　　ア 　社名が分からないようにしてください。

　　イ 　専門用語には注釈を付けるなど、できる限り平

易な表現に努めてください。

　　ウ 　提出書類の作成に係る費用は、作成者が負担し

てください。

　　エ 　提出された企画提案書等の書類は返却しません。

　⑼ 　企画提案会の開催

　　 　提出された企画提案書に基づき、次により、企画

提案会を開催します。なお、事前に提出された企画

提案書以外の資料を使用することはできません。

　　ア 　日程　令和２年６月下旬（時間及び場所は、各

提案者へ別途通知します。）

　　イ 　時間配分の目安

　　　・準備及び説明：20分

　　　・質疑応答：10分

　　　・片付け等：５分

　　ウ 　説明者等

　　　 　説明は本業務を受託する場合にプロジェクトマ

ネージャとして従事する方に行っていただきま

す。また、出席者は説明者を含め３名以内としま

す。

　　エ 　必要機材

　　　 　パソコンを使用する場合は提案者が持参してく

ださい。プロジェクタ、スクリーン等は事務局で

用意します。

　　オ 　評価方法
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　　　 　本市が設置するプロポーザル評価委員会におけ

る評価委員がそれぞれ企画提案の内容及び質疑応

答の結果に対して、「企画提案選定評価基準」（様

式４）に基づき評価を行います。

　　カ 　特定方法

　　（ア ）提案者が１者のみ、全ての評価委員の採点し

た各項目が標準点を満たした場合、受託予定者

として特定します。

　　（イ ）提案者が複数者標準点を満たした場合、提案

者のうち、最高得点を得た者を本委託業務の特

定業者とします。なお、同点の場合は、システ

ム構築関係の点数が高い提案者を、その点数も

同点の場合は、経費関係の点数が高い提案者を

受託予定者として特定します。

　⑽ 　審査結果の通知

　　 　審査結果は、「結果通知書」（様式５）により、令

和２年７月10日以降に各提案者全てに郵送で通知し

ます。なお、選定結果等について電話・電子メール

等での問い合わせには、応じられません。

４ 　契約の締結に関する手続等

　 　審査結果の通知後、本市と選定業者との間で仕様の

再確認を行い、個別協議の上、契約を締結します。な

お、企画提案書等に記載された内容及び企画提案会の

質疑応答で回答された内容については、原則として契

約時の仕様に反映することとします。

　⑴ 　契約保証金契約金額の10％（ただし、川崎市契約

規則第33条各号に該当する場合は免除）

　⑵ 　前払金　　　　否

　⑶ 　契約書の作成　要

５ 　その他

　⑴ 　本委託業務の受託者は、本委託業務の履行により

知り得た情報により、入札の公平性を阻害又は阻害

するおそれがある業務の入札に参加することはでき

ません。

　⑵ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　「参加意向申出書」（様式１）の提出後に辞退す

る際には、「辞退届」（様式６）を提出してください。

　⑷ 　各提案者が自らの評価点について開示を希望する

場合は、結果の通知日から起算して５日以内に、本

市に照会することができます。この場合、開示内容

は契約予定業者及び照会業者の評価点のみとします。

６ 　事務局（問い合わせ先及び提出先）

　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　（川崎市役所第３庁舎９階）

　　川崎市総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課

　　小西、小田、佐藤

　　ＴＥＬ：044－200－2079

　　E-mail：17ictsui@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第297号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和２年５月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　福祉総合情報システム（２次）運用保守業務委託

２ 　契約に関する事務担当部局

　　健康福祉局総務部保健福祉システム課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月１日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社　アイネス　首都圏営業第一部

　　部長　熊谷　一毅

　　東京都中央区晴海三丁目10番１号

５ 　契約金額

　　234,433,100円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７ 　随意契約の理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第298号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和２年５月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　川崎市区役所区民課オペレーター業務等委託

２ 　履行期間

　　令和２年７月１日から令和３年12月31日まで

３ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課

　　川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　川崎フロンティアビル９階

４ 　契約の相手方を決定した日

　　令和２年３月27日

５ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　りらいあコミュニケーションズ　株式会社

　　代表取締役社長　網野　孝
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　　東京都渋谷区代々木二丁目６番５号

６ 　契約金額

　　302,551,166円

７ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

８ 　入札の公告を行った日

　　令和２年１月27日

税 公 告

川崎市税公告第84号

　次の市税に係る督促状を別紙記載の者に送達すべきと

ころ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明の

ため送達することができないので、地方税法（昭和25年

法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25

年川崎市条例第26号）

第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は、送達を受けるべき者の申出により

交付します。

　　令和２年４月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年　度 税　目 期　別 この公告により滞納処分に着手し得る日 件数・備考

平成31年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第１期分 令和２年５月９日 計２件

平成31年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第２期分 令和２年５月９日 計３件

平成31年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第３期分 令和２年５月９日 計10件

平成31年度
市民税・県民税

（普通徴収）
第４期分 令和２年５月９日 計43件

平成31年度
市民税・県民税

（普通徴収）
９月随時分 令和２年５月９日 計１件

平成31年度
市民税・県民税

（普通徴収）
１月随時分 令和２年５月９日 計37件

平成31年度
市民税・県民税

（普通徴収）
２月随時分 令和２年５月９日 計１件

平成31年度

（平成30年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
６月随時分 令和２年５月９日 計１件

平成31年度

（平成30年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
１月随時分 令和２年５月９日 計２件

平成31年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

第３期分 令和２年５月９日 計２件

平成31年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

第４期分 令和２年５月９日 計46件

平成31年度
固定資産税

（償却資産）
第４期分 令和２年５月９日 計１件

平成31年度 軽自動車税 全期分 令和２年５月９日 計１件

（別紙省略）
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上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第21号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第４条の規定に基づき、

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者

を指定したので、同規程第９条第１号の規定により告示

します。

　　令和２年４月30日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指 定 番 号　第1718号

　　氏名又は名称　株式会社ジユウ

　　住　　　　所　東京都八王子市狭間町1772番地２

　　代表者氏名　加藤　悠

　　指定年月日　令和２年５月１日

　　有 効 期 限　令和７年４月30日

２ 　指 定 番 号　第1719号

　　氏名又は名称　有限会社鈴木エイシーサービス

　　住　　　　所　東京都青梅市今寺５丁目２番地の26

　　代表者氏名　鈴木　伸彦

　　指定年月日　令和２年５月１日

　　有 効 期 限　令和７年４月30日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第22号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定事項の変更について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第６条の規定に基づく届

け出があり、次の指定給水装置工事事業者の指定事項の

変更を行いましたので告示します。

　　令和２年４月30日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指定番号　第414号

　　氏名又は名称　株式会社向山商店

　　住　　　　所　（新） 横浜市緑区中山３丁目５番17

－202号

　　　　　　　　　（旧）横浜市緑区中山町688番地

　　代表者氏名　（新）相原　直樹

　　　　　　　　　（旧）相原　久男

　　変更年月日　（住所）平成30年10月22日

　　　　　　　　　（代表者）平成17年９月１日

２ 　指 定 番 号　第1277号

　　氏名又は名称　イノテック

　　住　　　　所　（新） 川崎市麻生区王禅寺東１丁目

25番20号

　　　　　　　　　（旧） 川崎市麻生区王禅寺東５丁目

52番12－302号

　　代表者氏名　井上　政幸

　　変更年月日　令和２年３月20日

３ 　指 定 番 号　第1628号

　　氏名又は名称　（新）エイチエスシー株式会社

　　　　　　　　　（旧）株式会社平野水道

　　住　　　　所　神奈川県横須賀市吉井４丁目６番10号

　　代表者氏名　平野　浩一

　　変更年月日　令和２年４月１日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第23号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の廃止について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第６条の規定に基づく届

け出があり、次の指定給水装置工事事業者の指定の廃止

を行いましたので告示します。

　　令和２年４月30日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指 定 番 号　第521号

　　氏名又は名称　鷹羽工業株式会社

　　住　　　　所　横浜市中区黄金町１丁目５番地

　　代表者氏名　森部　等

　　廃止年月日　令和２年２月14日

２ 　指 定 番 号　第1588号

　　氏名又は名称　株式会社ワースハンド

　　住　　　　所　東京都三鷹市下連雀３丁目31番２号

　　代表者氏名　天野　加奈

　　廃止年月日　令和２年４月１日

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第33号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年５月12日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 片平５丁目300mm－75mm配水管布設替工事

履行場所
自：麻生区片平５－６－11－１先

至：麻生区片平５－31－21先　ほか２件

履行期限 契約の日から255日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が40点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万

円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただ

し、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を

下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案

件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を

要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満とな

った場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 令和２年６月８日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本案件は川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式試行対象案件です。

⑴ 　入札参加者は本案件又は「北見方２丁目350mm－100mm配水管布設替工事」のいずれか１件のみ

落札ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定

に該当する場合はこの限りではありません。

⑵ 　落札候補者決定は、本案件、「北見方２丁目350mm－100mm配水管布設替工事」の順に行います。

⑶ 　本案件の落札候補者となった者は、「北見方２丁目350mm－100mm配水管布設替工事」の落札候補

者にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当す

る場合はこの限りではありません。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 北見方２丁目350mm－100mm配水管布設替工事

履行場所
自：高津区諏訪２－11－10先

至：高津区北見方１－30－21先

履行期限 契約の日から250日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が40点以上であること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万

円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただ

し、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を

下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案

件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を

要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満とな

った場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 令和２年６月８日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本案件は川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式試行対象案件です。

⑴ 　入札参加者は本案件又は「片平５丁目300mm－75mm配水管布設替工事」のいずれか１件のみ落札

ができるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該

当する場合はこの限りではありません。

⑵ 　落札候補者決定は、「片平５丁目300mm－75mm配水管布設替工事」、本案件の順に行います。

⑶ 　「片平５丁目300mm－75mm配水管布設替工事」の落札候補者となった者は、本案件の落札候補者

にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当する

場合はこの限りではありません。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 菅城下300mm－75mm配水管布設替工事

履行場所
自：多摩区菅城下23－33先

至：多摩区菅城下17－１先　ほか６件

履行期限 契約の日から270日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑹ 　平成31・32年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」

に登録があること。

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契約の請負

代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓

約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万

円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただ

し、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を

下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案

件の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を

要しません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満とな

った場合は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2099

入札日時等 令和２年６月８日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 谷ヶ原・黒川急下水路　電気通信設備更新工事

履行場所 相模原市城山町谷ヶ原27－５（谷ヶ原取水所）ほか１箇所

履行期限 契約の日から600日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「その他の電気設備」ラン

ク「Ａ」で登録されていること。
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参 加 資 格

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。ただし、受注後の下請契の請負代金の

額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」

を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。また、本案件の請負金額が4,000万円（建

築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。

⑺ 　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。ただし、

受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）を下回

り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。なお、本案件の

請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者を要し

ません。また、本案件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった

場合は専任を要しません。

⑻ 　上下水道施設又は工業用水道施設における、次のア又はイのいずれかを満たす同種工事の完工

実績（元請に限る。）を平成17年４月１日以降に有すること（修理工事及び整備工事は除く。）。

　　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

　ア 　遠方監視制御設備の設置工事又は更新工事

　イ 　通信制御設備の設置工事又は更新工事

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2100

入札日時等 令和２年６月８日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

上 下 水 道 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市上下水道局公告（調達）第15号

　　　落札者等の公示

　川崎市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札

者等について公示します。

　　令和２年５月25日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　調達の名称及び数量

　⑴ 　長沢浄水場で使用する電気（単価契約）

　　　予定使用電力量 6,039,898キロワット時

　⑵ 　潮見台配水所で使用する電気（単価契約）

　　　予定使用電力量 2,843,383キロワット時

　⑶ 　生田浄水場で使用する電気（単価契約）

　　　予定使用電力量 8,906,736キロワット時

　⑷ 　平間配水所で使用する電気（単価契約）

　　　予定使用電力量 2,373,820キロワット時

　⑸ 　鷺沼配水所で使用する電気（単価契約）

　　　予定使用電力量 3,150,096キロワット時

　⑹ 　入江崎総合スラッジセンターで使用する電気

　　　（単価契約）

　　　予定使用電力量 22,068,060キロワット時

　⑺ 　入江崎水処理センターで使用する電気（単価契約）

　　　予定使用電力量 23,368,312キロワット時

　⑻ 　加瀬水処理センターで使用する電気（単価契約）

　　　予定使用電力量 12,127,348キロワット時

　⑼ 　等々力水処理センターで使用する電気（単価契約）

　　　予定使用電力量 25,388,736キロワット時

　⑽ 　麻生水処理センターで使用する電気（単価契約）

　　　予定使用電力量 5,786,369キロワット時

　⑾ 　戸手ポンプ場ほかで使用する電気（単価契約）

　　　予定使用電力量 4,594,802キロワット時

　⑿ 　小向ポンプ場ほかで使用する電気（単価契約）

　　　予定使用電力量 2,903,409キロワット時

２ 　契約事務担当課の名称及び所在地

　　財政局資産管理部契約課

　　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階

３ 　落札者を決定した日

　　１⑴～⑿
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　　令和２年２月20日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　１⑴～⑿

　　出光グリーンパワー　株式会社

　　代表取締役　吉田　淳一

　　東京都港区台場二丁目３番２号

　　　台場フロンティアビル

５ 　落札金額

　⑴ 　１⑴

　　 　89,973,900円

　⑵ 　１⑵

　　 　44,548,162円

　⑶ 　１⑶

　　　134,381,623円

　⑷ 　１⑷

　　 　36,254,988円

　⑸ 　１⑸

　　 　48,064,194円

　⑹ 　１⑹

　　　287,017,953円

　⑺ 　１⑺

　　　311,133,896円

　⑻ 　１⑻

　　　158,909,796円

　⑼ 　１⑼

　　　331,435,530円

　⑽ 　１⑽

　　 　87,317,402円

　⑾ 　１⑾

　　 　76,727,041円

　⑿ 　１⑿

　　 　45,898,129円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　１⑴～⑿

　　令和２年１月10日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局公告（調達）第16号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和２年５月25日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和２年度　下水汚泥焼却灰等運搬処分業務その

２委託（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区浮島町511番地ほか

　⑶ 　履行期間

　　　契約の日から令和２年12月11日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本業務委託は、浮島地区に保管している焼却灰等

を管理型最終処分場へ車両で輸送し、陸上埋立処分

を行うものです。

　　　運搬業務

　　　特定産業廃棄物処分業務

　　　産業廃棄物処分業務

　　　※詳細は仕様書によります。

　⑸ 　本案件は、紙入札案件です。競争入札参加希望者

は、競争入札参加申込書を４⑶の期間中に３⑴の場

所に書留郵便又は持参により提出してください。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　　本業務委託の入札は、混合入札により執行します。

　 　入札に参加を希望する者は、川崎市上下水道局下水

汚泥焼却灰処分等委託共同企業体取扱要綱（以下「要

綱」という。）に規定する共同企業体、又は単体企業

とし、次の条件を全て満たさなければなりません。

　 　共同企業体を構成する場合の構成員数は２者以上と

し、共同企業体の代表企業を入札に参加する代表者と

します。また、⑶及び⑷の要件については、共同企業

体の各構成員が分担して要件に適合することで補完し

合い共同企業体として全ての要件を満たす必要があり

ます。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「廃棄物関連業務」、種目

「産業廃棄物収集運搬業」及び「産業廃棄物処分業」

に登載されていること。

　　 　なお、平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者

名簿に登載されていない者（入札参加業種・種目に

登載のない者を含む。）で当該入札に参加を希望す

る者は、令和２年６月８日までに川崎市財政局資産

管理部契約課で所定の様式により、競争入札参加資

格審査申請の手続きを行ってください。

　⑷ 　次の条件を全て満たすこと。なお、いずれも許可

品目の種類に「ばいじん」及び「燃え殻」が含まれ

ていること。

　　ア 　川崎市（又は神奈川県）及び処分地において、

産業廃棄物収集運搬業の許可を有していること

　　イ 　処分地において、産業廃棄物処分業の許可を有

していること

　　　※ ２⑷に関しましては、10⑵を必ずお読みくださ
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い。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます

　 　（川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札情報（委託）」の「入札公表（上下水道局）」の「入

札公表詳細」に掲載）。

　　※「入札情報かわさき」のアドレス：

　　　http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html

　 　また、インターネットからの取得ができない場合に

は、次により入札説明書等を閲覧することができます。

　　なお、希望者には無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　電話　044－200－2097

　⑵ 　期間　令和２年５月25日～令和２年６月８日

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　 　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

４ 　競争入札参加申込書等の提出方法及び提出期間

　⑴ 　共同企業体の競争入札参加申込書等提出方法

　　 　以下のア～ウの書類を３⑴の場所に書留郵便又は

持参により提出してください。

　　 　各書類は、川崎市ホームページ「入札情報かわさ

き」の「入札情報（委託）」の「入札公表（上下水

道局）」の「入札公表詳細」から競争入札参加申込

書をダウンロードすることができます。インターネ

ットからの取得ができない場合には、３⑴の場所に

て、３⑵の期間に配布します。

　　　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　委任状（要綱第１号様式）

　　ウ 　共同企業体協定書（要綱第２号様式）

　⑵ 　単体企業の競争入札参加申込書提出方法

　　 　４⑴アの書類を３⑴の場所に書留郵便又は持参に

より提出してください。

　⑶ 　提出期間

　　 　共同企業体・単体企業ともに、提出期間は同じで

す。

　　ア 　書留郵便により提出する場合　

　　　　令和２年５月25日～令和２年６月７日　必着

　　　※ 郵送により提出する場合には、必ず書留郵便に

より送付してください。

　　イ 　持参により提出する場合

　　　　令和２年５月25日～令和２年６月８日

　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

５ 　見積用設計図書類の取得

　 　本件の設計図書類は、電子ファイルのダウンロード

により取得してください。

　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入札

情報（委託）」内「入札公表（上下水道局）」に掲げる

「入札公表詳細」からＰＤＦファイル「見積用設計図

書類」をダウンロードすることができます。インター

ネットから取得できない場合には、３⑵の期間に、３

⑴の場所で配布します。

６ 　見積用設計図書類に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により見積用設計図書類の内容に関し、質問す

ることができます。

　　 　なお、見積用設計図書類以外の質問は受け付けま

せん。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の取得方法

　　　 　質問書は、川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「ダウンロードコーナー」の上下水道局

「入札参加手続関係」に掲げる「質問書（一般競

争入札用）」からダウンロードできます。

　　　 　インターネットからの取得ができない場合に

は、３⑴の場所で配布します。

　　イ 　質問書の提出場所、期間及び方法

　　　 　質問事項を記入した質問書は、紙及び電子媒体

（CD-R/RW）により、３⑴の場所に書留郵便又は

持参により、次の期間に提出してください。（ど

ちらか一方の場合は、質問は受付いたしません。）

　　　期間

　　（ア）書留郵便により提出する場合

　　　　　令和２年５月25日～令和２年６月11日　必着

　　　　※ 郵送により提出する場合には、必ず書留郵便

により送付してください。

　　（イ）持参により提出する場合

　　　　　令和２年５月25日～令和２年６月12日

　　　　　（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　　　ただし、最終日は午後３時までとします。

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和２年６月22日　午前９時

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」の「仕様書等ダウ

ンロード」に掲載します。

　　　 　質問回答書は、競争入札参加資格があると認め

られた入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又
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は取得できます。取得方法については、川崎市ホ

ームページ「入札情報かわさき」の「ダウンロー

ドコーナー」の上下水道局「入札参加手続関係」

に掲げる「積算内訳書等取得マニュアル」を御覧

ください。

　　　 　また、インターネットから閲覧又は取得できな

い場合には、令和２年６月22日の午前９時から正

午までの間に３⑴の場所において質問回答書を交

付します。

　　　 　なお、回答後に再質問は受付をいたしません。

７ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、平成31・32

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の

委任先メールアドレス（共同企業体の場合は代表者の

メールアドレス）に、令和２年６月22日に確認通知書

を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和２年６月22日の午前９時から正午まで

の間に３⑴の場所において確認通知書を交付します。

　 　なお、この確認通知は申込時の登録情報により通知

しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、落

札候補者決定後、提出書類等の確認を行い、入札参加

資格の有無を審査します。この結果、入札参加資格が

なく申込みを行った入札者の入札は、無効とします。

８ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、開

札前に次のいずれかに該当するときは、この入札に参

加することができません。

　⑴ 　２に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札書の記載における注意事項

　　 　入札金額は、見積もった内訳単価の合計額で行い

ます。見積もった内訳単価の合計額を入札書に記載

してください。

　　 　また、本業務委託に関する金額のほか、一切の諸

経費を含めた入札金額を見積もるものとしてくださ

い。

　　 　なお、税抜価格をもって落札価格とするので、入

札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　「その他産業廃棄物処分に伴う税」の積算方法に

ついて

　　 　各内訳単価のうち「その他産業廃棄物処分に伴う

税」は、管理型最終処分場の所在する自治体が条例

等で定める１ｔあたりの課税額とします。川崎市又

は管理型最終処分場のいずれが支払う場合であって

も、必ず入札書に記載する内訳単価の合計額に含め

てください。ただし、管理型最終処分場が当該税制

度のない自治体に所在する場合は、当該内訳単価を

含めずに入札金額を見積もってください。

　⑶ 　入札書の提出及び入札方法

　　ア 　書留郵便による入札の場合

　　（ア）提出期限　令和２年７月６日　必着

　　（イ）提出場所　３⑴に同じ

　　　　 　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の

入札書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名

及び「入札書在中」と明記し、必ず書留郵便に

より送付してください。

　　　　 　また、当該送付を行ったら速やかに、３⑴の

場所に必ず電話をしてください。

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）提出期限　令和２年７月７日　午後１時30分

　　（イ）提出場所　３⑴に同じ

　⑷ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和２年７月７日　午後２時30分

　　イ 　場所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

10 　落札者の決定・競争入札参加資格の審査等

　⑴ 　落札候補者の決定方法等

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札候補者とします。

　　 　当該候補者について２に示した資格を満たしてい

るかどうかの最終的な資格審査をした上、入札価格

が調査基準価格を下回っている場合には、併せてそ

の者の入札価格による当該契約の適正な履行確保に

ついての可否を判断し、落札者として決定します。

これらの審査の結果、当該落札候補者に資格がない

と認めたとき又はその者の入札価格によっては、当

該契約の適正な履行が確保されない恐れがあると認

められるときは当該入札を無効とし、順次、価格の

低い入札者について、必要に応じて、同様の審査を

実施し落札者を決定します。調査基準価格の設定

額については、案件ごとに個別設定をしていますの

で、入札情報かわさきに掲げている「川崎市上下水

道局業務委託低入札価格調査取扱要領・運用指針」

を御覧ください。

　⑵ 　競争入札参加資格に関する最終審査

　　 　落札候補者は、入札参加条件確認（申請）書の提

出が必要となります。開札後、財政局資産管理部契
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約課委託契約係から落札候補者へ電話連絡します。

　　 　落札候補者については、「入札参加条件確認（申

請）書」（川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の上下水道局「入札参

加手続関係」の中から取得してください。）、２⑷の

条件を満たす事項を確認することができる書類を担

当課（川崎市上下水道局入江崎総合スラッジセンタ

ー　住所：川崎市川崎区塩浜３－24－12　電話：

044－287－7212）に持参し、確認を受けてください。

　　※ 　関係書類につきましては、電話連絡後、速やか

に提出できるよう事前に御準備ください。

　　　 　なお、書類の提出に不備がある場合、入札参加

条件の確認ができないため無効となる場合があり

ますので御注意ください。

　⑶ 　入札の無効

　　 　８に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得で無効

と定める入札は、これを無効とします。

11 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約金額

　　　契約内訳単価は次のとおり決定します。

　　 　なお、落札者は、落札決定後に「その他産業廃棄

物処分に伴う税」の金額の根拠となる条例等の写し

を提出していただきます。

　　ア 　運搬費、特定産業廃棄物処分費、産業廃棄物処

分費

入札金額から「その他産業廃棄物処分に伴う税」を除いた金額

――――――――――――――――――――――――――――

予定価格から「その他産業廃棄物処分に伴う税」を除いた金額

×予定価格を構成する各内訳単価

　　イ 　その他産業廃棄物処分に伴う税

　　　 　契約単価は、管理型最終処分場の所在する自治

体が条例等で定める１ｔあたりの課税額とします。

　⑵ 　契約保証金

　　　契約金額の10パーセントとします。

　　 　なお、川崎市上下水道局財務規程第８条に定める

有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社

の保証をもって契約保証金の納付に代えることがで

きます。

　　 　また、川崎市上下水道局契約規程第33号各号に該

当する場合は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金制度

　　　適用除外とします。

　⑷ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑸ 　契約規程等の閲覧

　　 　川崎市上下水道局契約規程及び川崎市上下水道局

競争入札参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧

できます。

12 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　入札説明書に関する問い合わせ先

　　　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　担当　奥山

　　　電話　044－200－2097

　⑶ 　この入札説明書に定めるもののほか、川崎市契約

条例、川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道

局競争入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　本案件の落札者との契約は、落札決定後、川崎市

及び産業廃棄物の処分先となる許可権者において、

本委託の内容について事前協議が整うことを条件と

します。

　⑸ 　入札に関する苦情等については、川崎市政府調達

苦情検討委員会へ申立てることができます。

　⑹ 　本件については、「入札情報かわさき」に掲載し

ております「公共工事設計労務単価等の改定（令和

２年３月）に伴う特例措置等の実施について」を御

覧いただき、同特例措置等の対応内容を確認してく

ださい。

　　 　なお、適用等につきましては、業務担当部署に御

確認の上、協議を行うようにしてください。

13 　Summary

　⑴ 　 Consignment (unit-price contract) for Fiscal 

Year Reiwa 2 (2020) ;

　　　 Transportation and disposal of sewage sludge 

ash (#2)

　⑵ 　Time limit for tender:

　　ａ　Direct delivery

　　　　1:30P.M. 7 July 2020

　　ｂ　By mail

　　　　6 July 2020

　⑶ 　Contact point for the notice :

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Asset Maintenance Department 

　　　Finance Bureau

　　　1 Miyamoto-cho, Kawasaki-ku,

　　　Kawasaki, Kanagawa

　　　210-8577, Japan

　　　TEL: 044-200-2097
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交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第51号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年５月13日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　篠　原　秀　夫　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　鷲ヶ峰営業所改修その他工事

　⑵ 　履行期間

　　　契約の日から令和２年11月11日まで

　⑶ 　履行場所

　　　川崎市宮前区菅生ヶ丘41番１号

　⑷ 　工事概要

　　　 市バス営業所の整備事務所（別棟）及び地下車庫

の改修

　　ア 　建物概要

　　　　整備事務所　　　構造　鉄筋コンクリート造

　　　　　　　　　　　　階数　地上２階

　　　　　　　　　　　　延べ面積　約243㎡

　　　　　　　　　　　　改修面積　約54㎡

　　　　営業所（車庫）　構造　鉄骨鉄筋コンクリート造

　　　　　　　　　　　　階数　地上５階　地下１階

　　　　　　　　　　　　車庫面積　　約4,196㎡

　　イ 　建築工事概要

　　　　整備事務所　　　２階休憩室及び水廻りの改修

　　　　車庫　　　　　　誘導員室等の改修

　　ウ 　機械設備工事概要

　　　　建築改修に伴う機械設備工事一式

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

　⑷ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されている者。

　⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格者名簿に業

種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」又は「Ｃ」

で登録されていること。

　⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項第１号による中小企業者で

あること。

　⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を

有していること。

　⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

３ 　入札参加申込書等の提出方法・期間

　⑴ 　入札参加申込に必要な書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　本工事に係る建設業の許可を受けていることを

確認できる書類

　　ウ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書

の写し

　　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書は、市バス

ホームページ内「川崎市交通局入札情報」の

「交通局工事入札公表」の「案件固有書類への

リンク」（以下「案件固有書類へのリンク」）か

らダウンロードもできます。

　⑵ 　配布・提出及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階

　　　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係

　　　電話　044－200－2100

　⑶ 　提出期間

　　 　令和２年５月13日から令和２年５月19日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　設計図書類の取得

　 　本案件は、設計図書の電子化実施対象案件です。設

計図書については、下記６の確認通知書とともに、平

成31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の

「工事」の委任先メールアドレスに送付します。

　 　当該委任先メールアドレスを登録していない者は、

令和２年５月25日の９時から16時までの間に財政局資

産管理部契約課（建築契約係）に下記６の確認通知書

及び電子媒体（ＣＤ－Ｒ）を持参し、設計図書の引渡

しを受けてください。

５ 　一般競争入札参加資格の喪失　

　 　上記２の各号いずれかの資格を欠いたときは、入札

参加資格を喪失します。

６ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　参加申込書を提出した者には、参加資格業種に登録

されていることを確認し、その結果を確認通知書に

て、平成31・32年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の「工事」の委任先メールアドレスに、申込締切日

後１週間以内に送付します。

　 　当該委任先メールアドレスを登録していない者には

ＦＡＸで送付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通
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知するもので、最終的な入札参加資格の審査は、開札

後、入札参加申込時に遡って提出書類等の確認を行

い、入札参加資格の有無を審査します。この結果、入

札参加資格がなく申込みを行った入札者の入札は無効

とします。

７ 　仕様書等の積算に関する質問・回答

　 　所定の質問書を提出することにより、仕様書等の積

算に関する質問ができます。

　※ 　電子入札システムによる質問回答機能は利用でき

ません。

　 　詳細については、仕様書等に添付されている質問書

を御覧ください。

８ 　入札の手続等

　　次により入札を執行します。

　⑴ 　入札書の提出方法

　　 　郵便（簡易書留又は一般書留）により提出してく

ださい。詳細については「案件固有書類へのリンク」

内「郵便入札の実施について（お知らせ）」を御覧

ください。また、入札額に相当する積算額が記載さ

れている積算内訳書を同封してください。

　　 　なお、積算内訳書の書式は、確認通知を送付する

際に添付いたします。

　　ア 　期限

　　　　令和２年６月４日　必着

　　イ 　宛先

　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係

　⑵ 　開札の日時

　　　令和２年６月８日　午前10時00分

　⑶ 　開札の場所

　　　財政局資産管理部契約課建築契約係

　　　（明治安田生命ビル13階）

９ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち最低の価格

をもって入札を行った者を落札候補者とします。当

該落札候補者について上記２に示した資格を満たし

ているかどうかの最終的な資格審査をした上、落札

者として決定します。資格審査の結果、当該落札候

補者に資格がないと認めたときは、当該入札を無効

とし、順次、価格の低い入札者について同様の審査

を実施し落札者を決定します。

　　 　なお、最低制限価格の設定額については、案件ご

とに個別設定をしていますので、「川崎市交通局工

事請負契約に係る最低制限価格取扱要綱」を御覧く

ださい。

　⑵ 　配置予定技術者届等の提出

　　 　落札候補者は配置予定技術者届等の提出が必要と

なります。積算疑義申立てに関する手続き期間の終

了後に財政局資産管理部契約課から落札候補者へ電

話連絡します。落札候補者におかれては、財政局資

産管理部契約課（建築契約係　044－200－2100）に

下記10の書類を遅くとも翌日正午までに提出してく

ださい。

　⑶ 　入札の無効

　　ア 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定め

る入札はこれを無効とします。

　　イ 　添付又は提出した積算内訳書に不備等のある場

合はこれを無効とします。

　　ウ 　設計書等の購入が確認できない者の入札はこれ

を無効とします。

　　　（設計図書の電子化実施対象案件を除く）

　⑷ 　本工事の設計書に係る積算内容の確認及び疑義申

立て先は、工事担当課（まちづくり局施設整備部公

共建築担当（川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田

生命ビル９階）電話044－200－3013）です。

　　※ 　積算疑義申立て制度の詳細については、「川崎

市交通局入札情報」の「契約関係規程等」の「川

崎市交通局工事請負契約の入札に係る積算疑義申

立て手続に関する取扱要綱」を御覧ください。

10 　落札候補者が提出する書類

　⑴ 　配置予定技術者届（第１号様式その１）（交通局

所定の様式）

　⑵ 　配置予定技術者の資格を確認できる書類

　　ア 　監理技術者の場合

　　　 　配置予定監理技術者の「監理技術者資格者証

（両面）」及び「監理技術者講習修了証（両面）」

の写し

　　　※ 　同証で雇用関係が確認できない場合、健康保

険被保険者証等の雇用関係を確認できる書類を

同時に提出してください。

　　イ 　主任技術者の場合

　　　 　配置予定主任技術者の１、２級の技術検定合格

証明書等の写し、または建設業法第７条第２号

イ、ロ、ハの条件を満たす主任技術者経歴証明書

（第２号様式）（交通局所定の様式）

　　　※ 　配置予定技術者届及び主任技術者経歴証明書

については、「案件固有書類へのリンク」から

ダウンロードした様式を使用してください。

　⑶ 　配置予定技術者の雇用関係を確認できる書類（健

康保険被保険者証の写し）

　　 　健康保険被保険者証の写しを提出できない者は下

記の書類の写し

　　ア 　市区町村作成の住民税特別徴収税額通知書の写

し

　　イ 　年金事務所作成の被保険者標準報酬決定通知書



川 崎 市 公 報 （第1,795号）令和２年(2020年)５月25日

－2473－

の写し

　　ウ 　公共職業安定所作成の雇用保険資格取得等確認

通知書の写し

　　エ 　その他雇用関係が確認できる書類

　　　 　なお、配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な

雇用関係にあることを要します。

　　　 　直接的な雇用関係とは、配置予定技術者とその

所属建設業者との間に第三者の介入する余地のな

い雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働

時間、雇用、権利構成）が存在することをいいま

す。

　　　 　また、恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわ

たり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職

務に従事することが担保されていることをいい、

一般競争入札参加申込日以前に３箇月以上の雇用

関係にあることが必要です。（在籍出向者、派遣

社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係

にあるとはいえません。）

　　　※ 　配置予定技術者を配置できない場合

　　　　 　落札候補者となったにもかかわらず、「正当

な理由」なしに技術者を配置できずに契約を締

結できない場合は、川崎市競争入札参加者指名

停止等要綱別表第２第15号「本市発注の競争入

札において、正当な理由なく指定された期限ま

でに本市が指定した参加資格の確認書類を提出

しないとき。」に該当するものとして、指名停

止措置の対象となりますので、十分に御注意く

ださい。

11 　契約手続等

　　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市交通局

会計規程第11条に定める有価証券（振替債を除く。）

の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に代えることができます。

　　 　また、公共工事履行保証証券による保証を付し、

履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証

金を免除します。

　⑶ 　前払金　有

　　 　この工事は中間前払金の適用工事です。詳しく

は、「川崎市交通局公共工事の前払金に関する規程」

及び「川崎市交通局公共工事中間前払金取扱要綱」

を御覧ください。

12 　下請負人の制限

　　 　健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条、雇用

保険法第７条の届出の義務を履行していない建設業

者を下請負人とした場合は、契約違反となる場合が

ありますので御注意ください。

　※ 　平成31年４月１日から、制限の対象を１次下請負

人に限らず「全ての下請負人」に拡大しております

ので御注意ください。

13 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市交通局契約規程

及び川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑶ 　川崎市交通局契約規程及び川崎市交通局競争入札

参加者心得は、財政局資産管理部契約課で閲覧でき

ます。

　⑷ 　公告に関する問い合わせは、川崎市財政局資産管

理部契約課になります。

　⑸ 　指名停止期間中の川崎市競争入札参加資格者との

下請契約は認められておりませんので御注意くださ

い。

　　【抜粋】川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

　　　　（下請等の禁止）

　　　第 ７条　指名停止の期間中の有資格業者が、本市

の契約に係る下請けをし、若しくは受託をする

ことを承認しないものとする。ただし、会社更

生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手

続きの申立て又は民事再生法（平成11年法律第

225号）に基づく再生手続きの申立てをしたこ

とによる指名停止中の場合は、この限りでない。

　⑹ 　改元日以後、「平成」と表記されている年又は年

度は、「令和」に読み替えてください。

交 通 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市交通局公告（調達）第８号

　　　落札者等の公示

　川崎市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等

について公示します。

　　令和２年５月25日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　篠　原　秀　夫　　

１ 　役務の名称

　　いすゞ自動車純正部品購入（単価契約）

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　交通局企画管理部経理課

　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　（川崎御幸ビル９階）
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３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月24日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　川崎自動車部品　株式会社

　　代表取締役　千葉　繁衛

　　川崎市川崎区観音二丁目10番５号

　　ミルフィーユビル１階

５ 　契約金額

　　46,939,079円（税込み）

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　令和２年３月10日

　　　───────────────────

川崎市交通局公告（調達）第９号

　　　落札者等の公示

　川崎市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等

について公示します。

　　令和２年５月25日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　篠　原　秀　夫　　

１ 　役務の名称

　　日野自動車純正部品購入（単価契約）

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　交通局企画管理部経理課

　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　（川崎御幸ビル９階）

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月24日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　横浜日野自動車　株式会社　川崎支店

　　支店長　長谷川　学

　　川崎市川崎区四谷下町25番地６

５ 　契約金額

　　47,220,961円（税込み）

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　令和２年３月10日

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第19号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和２年５月11日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階　電話044－200－3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書は、病院局契約担当の

窓口で縦覧できるほか、インターネットにおいて、

病院局入札情報のページで閲覧することができます。

　　（ http://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成31・32年度

業務委託有資格業者名簿」をいいます。競争参加

者は、別紙の案件ごとに定められた競争参加資格

のほか、次の全ての条件を満たす必要があります。

　　（ア）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する

こと。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受付け
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ます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口に

回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入札

情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。

　　　 　病院局会議室（川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９　川崎御幸ビル７階）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院医療ガス設備保守点検業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 契約締結日から令和３年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録
業種「施設維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他

本契約を締結する時点で次に掲げる有資格者を含む公的資格取得者を履行場所に配

置できること。

・医療用ガス供給設備の保守点検業務の医療関連サービスマーク認定証書

・各ガス供給装置に関する製造業者認定証書等（製造業者が業務を行わない場合）

・業務責任者の医療ガス保安管理技術者講習（３日間コース）の修了証

・業務責任者の高圧ガス第１種販売主任者の免状

・低圧電気取扱い特別教育修了者の修了証書

・測定及び試験に必要な器具の校正証明書

　（参加申込時に上記資格の保有がわかるような写しなどを提出すること）

競争参加の申込 令和２年５月11日から令和２年５月19日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和２年５月27日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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病 院 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市病院局公告（調達）第８号

　　　落札者等の公示

　川崎市病院局物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める規程（平成17年川崎市病院局規程第40号）第11条

の規定に基づき、次のとおり落札者等について公示しま

す。

　　令和２年５月25日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１ 　役務の名称

　⑴ 　川崎病院総合医療情報システム保守業務委託

　⑵ 　井田病院総合医療情報システム保守業務委託

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　病院局経営企画室契約担当

　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　川崎御幸ビル７階

３ 　契約の相手方を決定した日

　⑴ 　令和２年４月１日

　⑵ 　令和２年４月１日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴ 　富士通　株式会社　川崎支店

　　　支店長　村瀬　満高

　　　川崎市川崎区東田町８番地　パレール三井ビル

　⑵ 　富士通　株式会社　川崎支店

　　　支店長　村瀬　満高

　　　川崎市川崎区東田町８番地　パレール三井ビル

５ 　契約金額

　⑴ 　70,378,770円（消費税額及び地方消費税額を含む。）

　⑵ 　62,745,716円（消費税額及び地方消費税額を含む。）

６ 　契約の相手方を決定した手続

　⑴ 　随意契約

　⑵ 　随意契約

７ 　随意契約理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第１号の規定による。

教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第９号

　川崎市教育委員会定例会を次のとおり招集します。

　　令和２年５月７日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　小田嶋　　　満　　

１ 　日　時　令和２年５月12日（火）13時30分から

２ 　場　所　第４庁舎　第６・７会議室

３ 　議　事

　　　　議案第１号　　 令和３年度川崎市使用教科用図

書採択方針について及び同教科

用図書の選定に係る諮問につい

て

　　　　議案第２号　　 川崎市立学校の教育職員の給与

等に関する特別措置に関する　

条例の一部を改正する条例の制

定について

　　　　議案第３号　　 公文書開示請求に係る審査請求

についての裁決について

４ 　請願審議

　　　　請願第３号　　 2020年度、教科書採択に関し

　　　　（令和元年度） 「地域住民の民意を十分反映」

できるための施策を求める請願

について

　　　　請願第４号　　 川崎市情報公開・個人情報保護

　　　　（令和元年度） 審査会による令和２年１月31日

付「公文書開示請求に対する拒

否処分に係る審査請求について

（答申）」のとおり、開示する

ことを求める請願について

５ 　その他報告等

教 育 委 員 会 公 告

川崎市教育委員会公告第１号

　令和３年度川崎市立高等学校の入学者の募集及び選抜

要綱を次のとおり制定します。

　　令和２年４月30日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　小田嶋　　　満　　

　　　令和３年度川崎市立高等学校の入学者の募

　　　集及び選抜要綱

　令和３年度川崎市立高等学校の入学者の募集及び選抜

は、この要綱の定めるところによる。

１ 　募集の区分

　 　川崎市立高等学校の募集の区分は、次表のとおりと

する。

募　集　の　区　分 課　　程

中学校卒業見込みの者及び中学校既卒業者

に係る募集

（以下「一般募集」という。）

全日制の課程

定時制の課程

２ 　志願資格

　 　入学を志願しようとする者（以下「志願者」とい
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う。）は、次の⑴から⑷までのいずれかに該当する者

であって、かつ、川崎市立高等学校の通学区域に関す

る規則（平成12年川崎市教育委員会規則第７号）に定

める通学区域（以下「学区」という。）の要件を満た

す者とする。

　⑴ 　中学校若しくはこれに準じる学校又は中等教育学

校の前期課程（以下「中学校」という。）を卒業又

は修了した者

　⑵ 　中学校を令和３年３月31日までに卒業する見込

み、又は修了する見込みの者

　⑶ 　学校教育法施行規則（以下「施行規則」という。）

第95条各号のいずれかに該当する者

　⑷ 　施行規則第95条第１号又は第２号に規定する課程

を令和３年３月31日までに修了する見込みの者

３ 　学区の確認

　 　学区の確認に関し必要な事項は、川崎市教育長（以

下「教育長」という。）が別に定める。

４ 　募集の方法

　 　募集は、各高等学校の各課程の学科ごとに行う。

５ 　募集期間

　　募集期間は、次表のとおりとする。

募集の

区分
課　程

募集期間

共通選抜 定通分割選抜

一般募集

全日制の課程

定時制の課程

（昼間部）
令和３年

１月28日（木）

から

２月１日（月）

まで
定時制の課程

（昼間部を除く。）

令和３年

３月３日（水）

及び

３月４日（木）

６ 　志願

　⑴ 　入学検定料の納付及び入学願書等の提出

　　 　志願者は、入学検定料を納付したうえ、志願先の

高等学校の校長に、入学願書等を提出するものとす

る。

　⑵ 　志願の範囲

　　 　志願は、募集期間を同じくするものについては、

一つの高等学校の一つの学科に限る。

　　 　ただし、工業に関する学科にあっては、同じ高等

学校の他の工業に関する学科に対し、第２希望とし

て志願することを認める。

　　 　なお、令和３年度入学者選抜における国立、公立、

私立高等学校（高等専門学校を含む。）又は特別支

援学校の合格者は、定通分割選抜に志願することは

認めない。

７ 　志願変更

　⑴ 　志願変更の対象

　　 　志願の手続きを完了した者は、募集期間を同じく

する他の公立高等学校が行う一般募集若しくは特別

募　集又は同じ高等学校の他の一般募集に志願変更

することができる。　

　　 　なお、専門学科をおく高等学校における前記６の

⑵による希望については、志願時に第２希望の志願

をしていない場合であっても、志願変更時に志願す

ることができる。

　⑵ 　志願変更の期間

　　 　志願変更期間は、次表のとおりとする。

課　程
志願変更の期間

共通選抜 定通分割選抜

全日制の課程

定時制の課程

（昼間部） 令和３年

２月４日（木）から

２月８日（月）まで定時制の課程

（昼間部を除く。）

令和３年

３月５日（金）及び

３月８日（月）

８ 　選抜の方法

　⑴ 　中学校の校長は、志願した者の調査書を志願先の

高等学校の校長に提出するものとする。

　⑵ 　高等学校の校長は、中学校の校長から提出された

志願者に係る書類及び後記９の選抜のための検査の

結果に基づいて、教育長が別に定める方法により選

抜を行う。

　⑶ 　長期の欠席について特別な事情を有する志願者の

選抜の方法に関して必要な事項は、教育長が別に定

める。

９ 　選抜のための検査

　⑴ 　共通選抜・定通分割選抜

　　 　全日制の課程及び定時制の課程においては、学力

検査（原則として全日制は国語、社会、数学、理科

及び外国語（英語）の５教科、定時制は国語、数学

及び外国語（英語）の３教科）及び面接並びに各高

等学校が必要に応じて実施する特色検査（実技検査

又は自己表現検査）とする。

　　 　また、定時制の課程の志願者のうち、20歳以上の

者（令和３年４月１日現在）については、作文をも

って学力検査に代えることができる。

　　 　なお、特色検査を実施するにあたって、全日制の

課程においては、学力検査を３教科にまで減じるこ

とができるものとする。

　⑵ 　インフルエンザの罹患等、やむを得ない事情によ

り共通選抜におけるすべての学力検査を受検できな

かった志願者を対象として追検査を実施する。な

お、追検査に関し必要な事項は、教育長が別に定め

る。

　⑶ 　海外から移住してきた者及び永住するために海外

から引き揚げてきた者を保護者とする志願者の選抜
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のための検査の方法に関する必要な事項は、教育長

が別に定める。

　⑷ 　障害等のある志願者の選抜のための検査の方法に

関する必要な事項は、教育長が別に定める。

10 　検査等の期日

　 　選抜のための検査の期日及び合格者の発表の期日

は、次表のとおりとする。

　⑴ 　共通選抜

課　程
学力検査の

期日
面　　接 特色検査

全日制の課程

定時制の課程

令和３年

２月15日（月）

令和３年

２月16日（火）

及び

２月17日（水）

令和３年

２月15日（月）

から

２月17日（水）

まで

合 格 発 表 の 期 日

令和３年３月１日（月）

　⑵ 　定通分割選抜

課　程
学力検査の

期日
面　　接 特色検査

定時制の課程

（昼間部を除く）

令和３年

３月12日（金）

令和３年

３月12日（金）

及び

３月15日（月）

令和３年

３月12日（金）

及び

３月15日（月）

合 格 発 表 の 期 日

令和３年３月19日（金）

11 　二次募集

　 　教育長が必要と認める場合に、一般募集について次

のとおり二次募集を行う。

　⑴ 　志願資格

　　 　前記２に定める志願資格を有する者であって、か

つ、志願時において、令和３年度入学者選抜におけ

る国立、公立、私立高等学校（高等専門学校を含

む。）又は特別支援学校の合格者になっていない者

とする。

　⑵ 　募集期間

　　　募集期間は、次表のとおりとする。

区　分 課　程 募　集　期　間

一般募集

（二次募集）

全日制の課程

定時制の課程

（昼間部）

令和３年３月３日（水）

　　及び３月４日（木）

定時制の課程

（昼間部を除く。）

令和３年３月22日（月）

　　及び３月23日（火）

　⑶ 　志願変更

　　 　志願変更することができる課程及びその期間は、

次表のとおりとする。

区　　分 課　程 募　集　期　間

一般募集

（二次募集）

全日制の課程

定時制の課程

（昼間部）

令和３年３月５日（金）

　　及び３月８日（月）

定時制の課程

（昼間部を除く。）
令和３年３月24日（水）

　⑷ 　学力検査の内容

　　① 　全日制の課程及び定時制の課程（昼間部）につ

いては、国語、数学、外国語（英語）の３教科の

学力検査を実施する。また、当該高等学校の校長

が必要と認めるときは、面接を実施することがで

きる。

　　② 　定時制の課程（昼間部を除く。）については、

面接を実施する。

　⑸ 　学力検査等の期日

　　　学力検査等の期日は、次表のとおりとする。

区　分 課　程
学力検査

の期日

面接の

期日

合格発表

の期日

一般募集

（二次募集）

全日制の課程

定時制の課程

（昼間部）

令和３年

３月10日

（水）

同　左

令和３年

３月17日

（水）

定時制の課程

（昼間部を除く。）

令和３年

３月25日

（木）

令和３年

３月29日

（月）

12 　入学の許可

　⑴ 　入学の許可は、合格者に高等学校の校長が合格通

知書を交付することによって行う。

　⑵ 　高等学校の校長は、志願又は選抜のための検査等

に際して、不正行為のあった者に対しては、入学を

許可しないものとし、入学の許可後に不正行為が判

明した者に対しては、入学の許可を取り消すものと

する。

13 　入学手続

　⑴ 　合格通知書の交付を受けた合格者は、指定された

期日までに教育長が別に定める手続をしなければな

らない。

　⑵ 　高等学校の校長は、前記⑴の手続を行わなかった

者に対しては、入学の許可を取り消すものとする。

14 　教育長への委任

　 　この要綱に定めるもののほか、川崎市立の高等学校

の入学者の募集及び選抜に関して必要な事項は、教育

長が別に定める。
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農 業 委 員 会 告 示

川農委告示第５号

　第35回川崎市農業委員会総会を次のとおり招集します。

　　令和２年５月７日

 川崎市農業委員会　　　　

 会長　長　瀬　和　德　　

１ 　日　時

　　　令和２年５月12日（火）　午後２時00分～

２ 　場　所

　　　セレサ川崎農業協同組合梶ヶ谷ビル３階

　　　第１、２会議室

　　　（川崎市高津区梶ヶ谷２－１－７）

３ 　議　題

　⑴ 　議案第１号　 農地法第３条の規定による許可申請

に対する処分決定について

　⑵ 　議案第２号　 農地法第４条第１項の規定による許

可申請に対する意見について

　⑶ 　議案第３号　 農地法第５条第１項の規定による許

可申請に対する意見について

　⑷ 　議案第４号　 農用地利用集積計画の決定について

　⑸ 　議案第５号　 相続税の納税猶予適格者証明（新

規）について

　⑹ 　報告第１号　 農地の転用届出に関する事務局長の

専決処分について

　⑺ 　報告第２号　 相続税の納税猶予適格者証明（継

続）について

　⑻ 　報告第３号　 生産緑地の農業の主たる従事者証明

について

　⑼ 　報告第４号　 買い取らない旨の通知をした生産緑

地のあっせんについて

　⑽ 　報告第５号　 農地法第18条第６項の規定による農

地の賃貸借の合意解約について

　⑾ 　報告第６号　 令和元年度の目標及びその達成に向

けた活動の点検・評価について（案）

　⑿ 　報告第７号　 令和２年度の目標及びその達成に向

けた活動計画について（案）

　⒀ 　報告第８号　 令和２年度川崎市農地等の利用の最

適化の推進に関する意見（回答）に

ついて

　⒁ 　その他

固定資産評価審査委員会告示

　川崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する条例施行規程の一部を改正する規程をここに告示す

る。

　　令和２年４月30日

 川崎市固定資産評価審査委員会　　

 委員長　松　本　幸　男　　　　　

川崎市固定資産評価審査委員会告示第１号

　　　川崎市行政手続等における情報通信の技術

　　　の利用に関する条例施行規程の一部を改正

　　　する規程

　川崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する条例施行規程（平成18年第１号）の一部を次のよう

に改正する。

　題名を次のように改める。

　　　川崎市情報通信技術を活用した行政の推進

　　　に関する条例施行規程

　第１条中「川崎市行政手続等における情報通信の技術

の利用に関する条例」を「川崎市情報通信技術を活用し

た行政の推進に関する条例」に、「第３条から第６条ま

での規定に基づき川崎市固定資産評価審査委員会（以下

「委員会」という）に係る手続等を」を「に基づき、」に、

「情報通信の技術を」を「情報通信技術を」に改め、同

条に次の１項を加える。

２ 　川崎市固定資産評価審査委員会（以下「委員会」と

いう。）に係る手続等（条例第３条から第６条までの

規定の適用を受けるものを除く。）を、電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する

方法により行う場合については、他の条例等に特別の

定めのある場合を除き、条例及びこの規程の規定の例

による。

　第３条中「情報通信の技術」を「情報通信技術」に改

める。

　第８条中「情報通信の技術」を「情報通信技術」に改

め、同条を第15条とする。

　第７条中「書面等の作成等に代えて当該書面等に係

る」を削り、「の作成等を行うとき」を「により作成等

を行う場合において」に、「当該書面等に記載すべき」

を「当該作成等に係る」に改め、同条を第13条とし、同

条の次に次の１条を加える。

　（条例第７条の規則等で定める書面等及び措置）

第 14条　条例第７条の規則等で定める書面等は、次の表

の左欄に掲げるとおりとし、同条の規則等で定める措

置は、同表の左欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表

の右欄に掲げるとおりとする。
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書面等 措　置

１ 　住民基本台帳法（昭和

42年法律第81号）第12条

第１項に規定する住民票

の写し又は住民票記載事

項証明書

次のいずれかに掲げる措置

　⑴ 　電子情報処理組織を使用

する方法により行う、個人

番号カードに記録された電

子署名等に係る地方公共団

体情報システム機構の認証

業務に関する法律（平成14

年法律第153号）第３条第１

項に規定する署名用電子証

明書及び当該署名用電子証

明書により確認される同法

第２条第１項に規定する電

子署名が行われた情報の委

員会への提供

　⑵ 　電子情報処理組織を使用

する方法その他の方法によ

り行う、氏名、出生の年月

日、男女の別及び住所の委

員会への提供

　⑶ 　個人番号カードの委員会

への提示

２ 　区長が作成する印鑑に

関する証明書

１の項右欄⑴に掲げる措置

　第６条を第12条とする。

　第５条第１項中「使用して」を「使用する方法により」

に改め、同条を第９条とし、同条の次に次の２条を加え

る。

　（処分通知等を受ける旨の表示の方式）

第 10条　条例第４条第１項ただし書に規定する規則等で

定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とす

る。

　⑴ 　第８条の電子情報処理組織を使用して行う識別番

号及び暗証番号の入力

　⑵ 　電子情報処理組織を使用する方法により処分通知

等を受けることを希望する旨の委員会が別に定める

ところにより行う届出

　⑶ 　前２号に掲げるもののほか、委員会が別に定める

方式

　（ 処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方

法により行うことが困難又は著しく不適当と認めら

れる部分がある場合）

第 11条　条例第４条第５項に規定する規則等で定める場

合は、次に掲げる場合とする。

　⑴ 　処分通知等を受ける者について対面により本人確

認をするべき事情があると委員会が認める場合

　⑵ 　処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付

する必要があるものがあると委員会が認める場合

　第４条第１項中「使用して」を「使用する方法により」

に、「同項に規定する申請等を行う者」を「前条の申請

等をする者」に改め、同条第５項中「条例第３条第１項

に規定する」を「前条の」に改め、同条を第５条とし、

同条の次に次の３条を加える。

　（情報通信技術による手数料の納付）

第 ６条　条例第３条第５項に規定する規則等で定めるも

のは、前条第１項の規定により行われた申請等により

得られた納付情報により納付する方法とする。

　（ 申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法に

より行わせることが困難又は著しく不適当と認めら

れる部分がある場合）

第 ７条　条例第３条第６項に規定する規則等で定める場

合は、次に掲げる場合とする。

　⑴ 　申請等をする者について対面により本人確認をす

るべき事情があると委員会が認める場合

　⑵ 　申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する

必要があるものがあると委員会が認める場合

　（処分通知等に係る電子情報処理組織）

第 ８条　条例第４条第１項に規定する規則等で定める電

子情報処理組織は、委員会の使用に係る電子計算機と

処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であっ

て委員会が別に定める技術的基準に適合するものとを

電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

　第３条の次に次の１条を加える。

　（申請等に係る電子情報処理組織）

第 ４条　条例第３条第１項に規定する規則等で定める電

子情報処理組織は、委員会の使用に係る電子計算機と

申請等をする者の使用に係る電子計算機であって委員

会が別に定める技術的基準に適合するものとを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織とする。

　　　附　則

　この規程は、令和２年４月１日から施行する。

職 員 共 済 組 合 公 告

川崎市共済公告第12号

　令和２年４月23日執行の川崎市職員共済組合組合会議

員の退任に伴う補欠選挙において、次の者が当選人と決

定したので、川崎市職員共済組合定款第15条第２項の規

定に基づき公告します。

　　令和２年５月８日

 川崎市職員共済組合

 理事長　伊　藤　　　弘　　

選挙区 氏　　名 部　局　か　い

第３区 伊勢山　和　之 消防局
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川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第52号

　次の介護保険料に係る令和２年度納入通知書を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、介護保険法（平成９年12月17日法律123号）第143条

で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の

２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年５月１日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和

２年度

介護

保険料

第１期分

以降
令和２年６月１日 計８件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第53号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年５月14日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和２

年度

国民健康

保険料
２期以降 計１件

令和２

年度

国民健康

保険料
３期以降 計１件

令和２

年度

国民健康

保険料
７期以降 計２件

令和２

年度

国民健康

保険料
８期以降 計２件

令和２

年度

国民健康

保険料
９期以降 計11件

令和２

年度

国民健康

保険料
10期以降 計９件

（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第18号

　次の国民健康保険料に係る過誤納金還付（充当）通知

書を別紙記載の者に送達すべきところ、その者の住所、

居所、事務所及び事業所が不明のため送達することがで

きないので、国民健康保険法（昭和33年12月27日法律第

192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年７月31日

法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年５月12日

 川崎市幸区長　関　　　敏　秀　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成

31年度

国民健康

保険料
第９期分 計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
第10期分 計２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第19号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準

用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の

規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年５月14日

 川崎市幸区長　関　　　敏　秀　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和

２年度

国民健康

保険料

第８期

以降
計１件

令和

２年度

国民健康

保険料

第９期

以降
計４件

令和

２年度

国民健康

保険料

第10期

以降
計20件

令和

２年度

国民健康

保険料
過随４月

令和２年４月30日

（10期分）
計１件

令和

２年度

国民健康

保険料
過髄５月 計２件

（別紙省略）
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中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第20号

　次の国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年４月20日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

31年度

国民健康

保険料
第７期 令和２年５月１日 計２件

平成

31年度

国民健康

保険料
第８期 令和２年５月１日 計６件

平成

31年度

国民健康

保険料
第９期 令和２年５月１日 計17件

平成

31年度

国民健康

保険料
第10期 令和２年５月１日 計47件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第21号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年４月20日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

平成

31年度
介護保険料 第12期 令和２年５月１日 計３件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第22号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和２年５月12日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第23号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和２年５月12日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第24号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で

準用する地方税法（昭和25年法律第226条）第20条の２

の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年５月14日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　
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年　度 科　目 期　別
この公告により変

更する納期限
件数・備考

平成

30年度

国民健康

保険料
第10期 計１件

平成

31年度

国民健康

保険料

第１期

以降
計１件

平成

31年度

国民健康

保険料

第８期

以降
計１件

平成

31年度

国民健康

保険料

第９期

以降
計１件

平成

31年度

国民健康

保険料
第10期 計18件

平成

31年度

国民健康

保険料
過年４月 令和２年６月１日 計１件

（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第24号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で

準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２

の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年５月14日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和

２年度

国民健康

保険料
９期以降 計２件

令和

２年度

国民健康

保険料
10期以降 計５件

（別紙省略）

宮 前 区 公 告

宮前区公告第25号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和２年５月７日

 川崎市宮前区長　髙　橋　哲　也　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

宮前区公告第26号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和２年５月７日

 川崎市宮前区長　髙　橋　哲　也　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第27号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年５月14日

 川崎市宮前区長　髙　橋　哲　也　　

科　目 期　別
この公告によって

変更する納期限
件数・備考

国民健康保険料 ３期以降 計１件

国民健康保険料 ６期以降 計１件

国民健康保険料 ８期以降 計２件

国民健康保険料 10期以降 計４件

（別紙省略）
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多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第35号

　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年５月14日

 川崎市多摩区長　荻　原　圭　一　　

年　度 科　目 期　別

この公告に

より変更

する納期限

件数・備考

令和

２年度

介護保険料

（納入通知書）

普

第１～４期
７件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第36号

次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に

送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事

業所が不明のため送達することができないので、国民健

康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和２年５月14日 

 川崎市多摩区長　荻　原　圭　一　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和

２年度

国民健康

保険料

第10期

以降
計４件 計２件

（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第28号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和２年５月７日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての採決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第29号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和２年５月７日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３ヶ月以内に、川

崎市長に対して審査請求をすることができます。この処

分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知

った日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求

についての裁決があったことを知った日）の翌日から起

算して６箇月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が

被告の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

川崎区選挙管理委員会告示

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第３号

　川崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する条例施行規程（平成18年川崎市川崎区選挙管理委員

会告示第13号）の一部を次のように改正します。

　　令和２年４月14日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　市　川　和　美　　　　

　　　川崎市行政手続等における情報通信の技術

　　　の利用に関する条例施行規程の一部を改正

　　　する規程

　川崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する条例施行規程（平成18年川崎市川崎区選挙管理委員

会告示第13号）の一部を次のように改正する。

　　題名を次のように改める。
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　　　川崎市情報通信技術を活用した行政の推進

　　　に関する条例施行規程

　第１条中「川崎市行政手続等における情報通信の技術

の利用に関する条例」を「川崎市情報通信技術を活用し

た行政の推進に関する条例」に、「第３条から第６条ま

での規定に基づき川崎市川崎区選挙管理委員会（以下

「委員会」という。）に係る手続等を」を「に基づき、」

に、「情報通信の技術」を「情報通信技術」に改め、同

条に次の１項を加える。

２ 　川崎市川崎区選挙管理委員会（以下「委員会」とい

う。）に係る手続等（条例第３条から第６条までの規

定の適用を受けるものを除く。）を、電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方

法により行う場合については、他の条例等に特別の定

めのある場合を除き、条例及びこの規程の規定の例に

よる。

　第３条中「情報通信の技術」を「情報通信技術」に改

める。

　第８条中「情報通信の技術」を「情報通信技術」に改

め、同条を第15条とする。

　第７条中「書面等の作成等に代えて当該書面等に係

る」を削り、「の作成等を行うとき」を「により作成等

を行う場合において」に、「当該書面等に記載すべき」

を「当該作成等に係る」に改め、同条を第13条とし、同

条の次に次の１条を加える。

　（条例第７条の規則等で定める書面等及び措置）

第 14条　条例第７条の規則等で定める書面等は、次の表

の左欄に掲げるとおりとし、同条の規則等で定める措

置は、同表の左欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表

の右欄に掲げるとおりとする。

書面等 措　置

１ 　住民基本台帳法

（昭和42年法律第81

号）第12条第１項に

規定する住民票の写

し又は住民票記載事

項証明書

次のいずれかに掲げる措置

　⑴ 　電子情報処理組織を使用する

方法により行う、個人番号カー

ドに記録された電子署名等に係

る地方公共団体情報システム機

構の認証業務に関する法律（平

成14年法律第153号）第３条第１

項に規定する署名用電子証明書

及び当該署名用電子証明書によ

り確認される同法第２条第１項

に規定する電子署名が行われた

情報の委員会への提供

　⑵ 　電子情報処理組織を使用する

方法その他の方法により行う、

氏名、出生の年月日、男女の別

及び住所の委員会への提供

　⑶ 　個人番号カードの委員会への

提示

２ 　区長が作成する印

鑑に関する証明書
１の項右欄⑴に掲げる措置

　第６条を第12条とする。

　第５条第１項中「使用して」を「使用する方法により」

に改め、同条を第９条とし、同条の次に次の２条を加え

る。

　（処分通知等を受ける旨の表示の方式）

第 10条　条例第４条第１項ただし書に規定する規則等で

定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とす

る。

　⑴ 　第８条の電子情報処理組織を使用して行う識別番

号及び暗証番号の入力

　⑵ 　電子情報処理組織を使用する方法により処分通知

等を受けることを希望する旨の委員会が別に定める

ところにより行う届出

　⑶ 　前２号に掲げるもののほか、委員会が別に定める

方式

　（ 処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方

法により行うことが困難又は著しく不適当と認めら

れる部分がある場合）

第 11条　条例第４条第５項に規定する規則等で定める場

合は、次に掲げる場合とする。

　⑴ 　処分通知等を受ける者について対面により本人確

認をするべき事情があると委員会が認める場合

　⑵ 　処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付

する必要があるものがあると委員会が認める場合

　第４条第１項中「使用して」を「使用する方法により」

に、「同項に規定する申請等を行う者」を「前条の申請

等をする者」に改め、同条第５項中「条例第３条第１項

に規定する」を「前条の」に改め、同条を第５条とし、

同条の次に次の３条を加える。

　（情報通信技術による手数料の納付）

第 ６条　条例第３条第５項に規定する規則等で定めるも

のは、前条第１項の規定により行われた申請等により

得られた納付情報により納付する方法とする。

　（ 申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法に

より行わせることが困難又は著しく不適当と認めら

れる部分がある場合）

第 ７条　条例第３条第６項に規定する規則等で定める場

合は、次に掲げる場合とする。

　⑴ 　申請等をする者について対面により本人確認をす

るべき事情があると委員会が認める場合

　⑵ 　申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する

必要があるものがあると委員会が認める場合

　（処分通知等に係る電子情報処理組織）

第 ８条　条例第４条第１項に規定する規則等で定める電

子情報処理組織は、委員会の使用に係る電子計算機と

処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であっ

て委員会が別に定める技術的基準に適合するものとを

電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
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　第３条の次に次の１条を加える。

　（申請等に係る電子情報処理組織）

第 ４条　条例第３条第１項に規定する規則等で定める電

子情報処理組織は、委員会の使用に係る電子計算機と

申請等をする者の使用に係る電子計算機であって委員

会が別に定める技術的基準に適合するものとを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織とする。

　　　附　則

　この規程は、令和２年４月１日から施行する。

辞 令

令和２年５月15日付人事異動

（市長事務部局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

（部長級）

健康福祉局生活保護・自立支援室長

健康福祉局総務部担当部長兼務
田　辺　智　宏 健康福祉局生活保護・自立支援室長

（課長級）

総務企画局危機管理室担当課長 青　柳　　　努 総務企画局危機管理室課長補佐

経済労働局産業振興部担当課長

経済労働局産業振興部観光プロモーション推進

課長兼務

鈴　木　雄　二
経済労働局産業振興部観光プロモーション推進

課長

健康福祉局総務部担当課長 竹　花　真　也 健康安全研究所課長補佐


